
  

 

博士論文 

 

 

 

居住環境における室内空気汚染物質のリスク評価 

および管理の枠組みに関する研究 

 
A STUDY ON FRAMEWORK FOR RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT 

OF INDOOR AIR POLLUTANTS IN RESIDENTIAL ENVIRONMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 年 3 月 
 

東 賢一 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - i -  

目次 
 
第１章 序論 

1-1. 研究背景 ...................................................................................................................3 

1-1-1. 居住環境における室内空気汚染と健康への影響 ..................................................3 

1-1-2. 室内空気汚染に係わる従来の取り組みと対象物質の選定 ....................................7 

1-1-3. リスクに着目した汚染物質の評価および管理手法の必要性 .................................7 

1-2. 研究目的 ...................................................................................................................9 

1-3. 既往の研究と本研究の位置づけ ...............................................................................10 

参考文献 .......................................................................................................................... 11 

第２章 研究計画 

2-1. 研究計画と構成 .......................................................................................................15 

2-2. 用語の定義と解説 ...................................................................................................18 

参考文献 ..........................................................................................................................20 

第３章 居住環境に関わる環境因子と健康影響 

3-1. はじめに .................................................................................................................23 

3-2. 研究方法 .................................................................................................................24 

3-3. 結果および考察 .......................................................................................................24 

3-3-1. シックハウス様症状の有訴率の実態 .................................................................24 

3-3-2. シックハウス様症状と関連要因に関する疫学調査結果 ......................................26 

3-3-3. シックハウス様症状に関連する環境因子について .............................................37 

3-4. まとめ .....................................................................................................................39 

参考文献 ..........................................................................................................................40 

第４章 我が国の室内空気質規制の現状と課題 

4-1. はじめに .................................................................................................................47 

4-2. 研究方法 .................................................................................................................48 

4-3. 結果および考察 .......................................................................................................48 

4-3-1. 調査研究と対策の動向 ......................................................................................48 

4-3-2. 室内空気汚染に関連する健康被害の実態 ..........................................................57 

4-3-3. 化学物質による健康リスクの初期評価 ..............................................................59 

4-4. まとめ .....................................................................................................................61 

参考文献 ..........................................................................................................................62 

第５章 諸外国の室内空気質規制の現状と特徴 

5-1. はじめに .................................................................................................................67 

5-2. 研究方法 .................................................................................................................68 



 - ii -  

5-3. 結果および考察 .......................................................................................................68 

5-3-1. 諸外国の取り組みの経緯 ..................................................................................68 

5-3-2. WHO の室内空気質に対する取り組み ...............................................................70 

5-3-3. 諸外国の室内空気質ガイドラインとその特徴....................................................71 

5-3-4. アメリカの基本戦略 .........................................................................................76 

5-3-5. 汚染源対策 .......................................................................................................76 

5-3-6. 諸外国の室内空気質規制に対する基本概念 .......................................................77 

5-4. まとめ .....................................................................................................................78 

参考文献 ..........................................................................................................................79 

第６章 室内空気質規制におけるリスク評価の現状と課題 

6-1. はじめに .................................................................................................................87 

6-2. 研究方法 .................................................................................................................87 

6-3. 結果および考察 .......................................................................................................88 

6-3-1. 諸外国の室内空気質規制の現状 ........................................................................88 

6-3-2. 室内空気質規制のリスク評価フロー .................................................................89 

6-3-3. 諸外国の取り組み状況 ......................................................................................90 

6-4. まとめ .....................................................................................................................99 

参考文献 ........................................................................................................................ 100 

第７章 日本における室内空気汚染物質のリスク分析 

7-1. はじめに ............................................................................................................... 105 

7-2. 研究方法 ............................................................................................................... 105 

7-2-1. 曝露データの作成 ........................................................................................... 105 

7-2-2. 有害性データの作成 ....................................................................................... 105 

7-2-3. リスクの判定 .................................................................................................. 108 

7-3. 結果および考察 ..................................................................................................... 109 

7-4. まとめ ................................................................................................................... 118 

参考文献 ........................................................................................................................ 118 

第８章 リスク評価の不確実性とその対応に関する事例研究 

    －ホルムアルデヒドによる室内空気汚染－ 

8-1. はじめに ............................................................................................................... 123 

8-2. 研究方法 ............................................................................................................... 124 

8-3. 早期警告とその対応に関する各国の経緯 ............................................................... 124 

8-3-1. ホルムアルデヒドの有害性に関する初期の研究 .............................................. 124 

8-3-2. ドイツの事例 .................................................................................................. 125 

8-3-3. アメリカの事例 .............................................................................................. 127 



 - iii -  

8-3-4. カナダの事例 .................................................................................................. 129 

8-3-5. 日本の事例 ..................................................................................................... 131 

8-4. 考察 ...................................................................................................................... 134 

8-5. まとめ ................................................................................................................... 135 

参考文献 ........................................................................................................................ 135 

第９章 室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組みに関する研究 

9-1. はじめに ............................................................................................................... 143 

9-2. 研究方法 ............................................................................................................... 145 

9-3. 結果および考察 ..................................................................................................... 145 

9-3-1. リスク評価およびリスク管理の一般モデル ..................................................... 145 

9-3-2. 室内空気汚染物質のリスク評価およびリスク管理の枠組みの作成 ................... 148 

9-3-3. リスク管理におけるリスク削減措置とその評価方法 ....................................... 151 

    －経済学的手法の意義と課題－ 

9-3-4. 定性的リスクランキングスキームの開発 ........................................................ 153 

9-3-5. 曝露量ランキングと室内濃度の関連性の検討.................................................. 162 

9-3-6. その他の物質の定性的リスクランキング ........................................................ 163 

9-4. まとめ ................................................................................................................... 165 

参考文献 ........................................................................................................................ 166 

第１０章 総括 .................................................................................................................. 173 

 
略語一覧 ............................................................................................................................ 183 

本論文に関連する研究業績 ................................................................................................ 189 

謝辞 ................................................................................................................................... 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 

 序論 
 

 



 

 



第１章 序論 

 - 3 - 

第１章 序論 
 

 
１－１．研究背景 

1-1-1. 居住環境における室内空気汚染と健康への影響 

人類は、雨風などの自然環境や外敵から身を守るシェルターとして住宅や建物を築き上げて

きた。シェルターとは、好ましくない気象条件、危険な動物、外部の空気汚染など、直接的か

つ広範囲におよぶ環境中の危害要素を保護するものである。そして、仕事や学校などの活動に

対する避難や休息の場でもあり、外部空間とは異なった独自の空間として築き上げられる

(Ranson, 2001)。我々は日常、生活時間の約 9 割を室内で過ごしており、そのうち約 6～8 割

の時間を住宅の中で過ごしている(塩津ら, 1998)。そのため、シェルター内の空気の質、つまり

室内空気質(Indoor Air Quality: IAQ)が健康的であることは、日常生活の大半をその中で過ご

す我々にとって、非常に重要かつ普遍的なことである。 

居住環境の室内空気質に影響をおよぼす因子として、1994 年に国際連合の専門委員会は、表

1-1 に示す３つの因子をあげている(Crowther, 1994; UNCHS, 1997)。また、アメリカ環境保

護庁(USEPA, 1989)が、室内空気中の汚染物質と汚染源およびその健康影響に関する基本情報

を提供している。表 1-2 にその概要を示す。これらの表から明らかなように、これらの因子の

対象となる作用物質の排出源は、合板・接着剤・塗料・防蟻剤などの建築材料、洗浄剤・防虫

剤・芳香剤などの家庭用品、開放燃焼型暖房器具や調理器具・空調装置などの建物起因、喫煙

や人の代謝物・衛生状態などの生活起因があげられる。つまり住宅や建物だけでなく、我々の

住まい方や暮らし方も強く影響している。 

図 1-1 に示すように、1997 年に公表された世界保健機関(World Health Organization: WHO)

の報告書(WHO, 1997)によると、室内空気中で高濃度の粒子状物質に曝露することにより、毎

年 280 万人が死亡しており、そのうち 90％が発展途上国であると推定されている。また、1999

年に公表された世界保健機関(World Health Organization: WHO)の報告書(WHO, 2000)によ

ると、全世界的にみて若くして死亡する人々の 4～8％は、大気中や室内空気中の粒子状物質へ

の曝露に起因すると試算されている。さらに、あらゆる呼吸器系疾患の 20～30％は、大気汚染

や、特に室内空気汚染によって生じていると試算されている。これらのことからも、居住環境

における室内空気汚染は、世界的に重要な公衆衛生上の問題であると言える。 

発展途上国の大半の人々は、家庭用燃料を石炭資源や生物資源（木材、糞尿、作物の残り等）

に依存している。これらの燃料は、不完全燃焼を伴う簡易コンロで燃やされる。そのため、室

内で過ごす時間が長い女性や子供たちは、毎日高濃度の室内空気汚染物質に曝露される。その

結果、これらの物質によって、慢性的な閉塞性肺疾患や急性呼吸器感染症(ARI)を生じる可能

性が増大し、発展途上国の 5 歳以下の子供において、室内空気汚染は最も重要な死亡原因とな

っている。さらに、室内空気汚染は、低体重児出生、周産期死亡率、肺結核、鼻咽腔がん、喉
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頭がん、肺がん（特に石炭燃焼）の増加に関連している堅実な証拠があることから、世界中の

疾病の約 4%が室内空気汚染物質への曝露が原因と推算されている(Bruce et al., 2000)。 

図 1-1 から明らかなように、発展途上国は、都会よりも地方の死亡者数の比率が高い。家庭

用燃料の燃焼物を汚染源とする室内空気汚染は、調理器具や換気装置の開発が遅れている地方

の地域で深刻な問題となっている。一方、先進工業国は、地方よりも都会の死亡者数の比率が

高い。先進工業国は、不完全燃焼による燃焼生成物を抑制した調理器具や換気装置が普及して

いる。そのため、工業化の発達に伴った他の要因が内在していると推察される。世界保健機関

(WHO, 2000)が、先進工業国における主要な空気汚染物質と汚染源に関する情報を提供してい

る。表 1-3 にその概要を示す。表 1-3 から明らかなように、先進工業国では、建材や家具から

放散されるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物 (Volatile Organic Compounds: VOCs)など

の化学物質が室内空気汚染物質として重要であることがわかる。 

現在、世界中で約 7 万から 8 万種類、我が国では約 5 万種類の化学物質が流通している。そ

のうち室内空気中からは、約 900 種類の化学物質が検出されている(安藤, 1997)。我々の暮ら

しは、工業化の発達に伴い快適で便利になった。その結果、居住環境の室内に存在する化学物

質の種類と量は飛躍的に増加した。 

近年日本では、いわゆるシックハウス症候群やシックスクール症候群と呼ばれる公衆衛生上

の問題が大きく取り上げられるようになり、居住環境の室内において、のどや眼などの刺激、

めまい、頭痛などの体調不良を訴える人たちが増えてきた。そこで厚生省(2000a)(現、厚生労

働省)は、これらの症候群について、「住宅の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使

用等により、新築・改築後の住宅やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染等により、居

住者の様々な体調不良が生じている状態が、数多く報告されている。症状が多様で、症状発生

の仕組みをはじめ、未解明な部分が多く、また様々な複合要因が考えられることから、シック

ハウス症候群と呼ばれる。」と理解するよう明示している。そこで我が国では、室内空気中の化

学物質汚染に焦点をあてた対策が進められてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因子 分類 例

無機物 気体(CO2, NO2, SO2),液体,粒子(鉱物)

有機物
揮発性物質(ホルムアルデヒド,殺虫剤)
粒子状物質(ばい煙,たばこ煙)

細菌 ウィルス,バクテリア,菌類,かび,原生動物

植物 種子植物(花粉)

人類学 ダニ(ハウスダスト,ダニ),虫(蚊,ゴキブリ)

その他 げっ歯動物(ラット,マウス),ペット(皮膚片,毛)

変性 温度,湿度(粘膜乾燥),光,音

不変性 電磁場,電離放射線(ラドン) 

化学

生物

物理

表 1-1 室内空気中に存在して健康影響を及ぼす可能性のある因子  
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表 1-2 室内空気汚染物質とその汚染源および健康影響 (USEPA, 1989) 
室内空気汚染物質  汚染源  健康影響  
環境たばこ煙  喫煙  発がん、粘膜刺激、慢性および急性呼吸器系影

響、循環器系影響、感染症  
   
微生物汚染（ウィルス、

微生物、カビ、害虫お

よびクモ類、花粉、動

物と人間のふけ）  

外気、人間、動物（高湿建物

地域はいくつかのものを増

大させる）  

アレルギー反応、毒性影響  

   
揮 発 性 有 機 化 合 物

(VOCs) 
塗料、染色液、接着剤、染料、

溶剤、コーキング剤、洗剤、

殺虫剤、建材、事務機器  

刺激、神経毒性影響、肝毒性影響、発がん  

   
ホルムアルデヒド  
(VOCs の一種) 

環境たばこ煙、断熱材、パー

ティクルボード、合板、家具、

室内装飾類  

刺激、アレルギー、発がん  

   
多環芳香族炭化水素  
(PAHs) 

環境たばこ煙、燃焼暖房機、

薪ストーブ  
発がん、刺激、循環器系影響、動物実験データ

は抗体機能の低下とアチローム性動脈硬化を

示唆している  
   
殺虫剤  室内外の殺虫剤散布  神経毒性、肝機能障害、生殖影響  
   
アスベスト  アスベストセメント、断熱

材、他の建材  
アスベスト障害、発がん  

   
一酸化炭素  燃焼器具、環境たばこ煙、排

気ガス  
狭心症の頻度の増加と重篤度化、健全な成人の

作業能力低下、健全な成人の頭痛、注意力の低

下、インフルエンザ様症状、患者の呼吸循環器

系障害の悪化、窒息  
   
二酸化窒素  燃焼器具、環境たばこ煙  喘息患者の呼吸機能低下、動物の易感染症の増

加、子供や、おそらく成人の呼吸器機能の影響、

動物における他の汚染物質との複合影響、動物

における抗体反応能力の低下、肺の形態と機能

の変化  
   
二酸化硫黄  硫黄含有燃料の燃焼  喘息患者の肺機能の低下（気道抵抗の増加と粒

子状物質の複合影響）、動物における肺機能の

低下  
   
粒子状物質  燃焼器具、環境たばこ煙  発がん（粒子の吸着された煤煙と多環芳香族炭

化水素）、呼吸器組織と目の刺激、単独および

二酸化硫黄との複合による肺機能の低下  
   
ラドン  土壌、地下水、いくつかの建

材  
発がん  

   
発じん、調理によるエ

アロゾル  
個人活動  不定（刺激から発がんまでの可能性あり）  
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表1-3 先進工業国における主要な空気汚染物質と汚染源（WHO, 2000） 
場所  主要な空気汚染物質  汚染源  

二酸化硫黄  
浮遊粒子状物質(SPM) 

燃料燃焼、製錬所  

オゾン  光化学反応  
花粉  森林、草木、雑草、植物  
鉛(Pb)、マンガン(Mn) 自動車  
鉛(Pb)、カドミウム(Cd) 産業排出物  

大気  

揮発性有機化合物(VOCs) 
多環芳香族炭化水素(PAHs) 

石油系溶剤、燃料の揮発  

   
窒素酸化物(NOx) 
一酸化炭素  

燃料燃焼  

二酸化炭素  燃料燃焼、新陳代謝活動  
浮遊粒子状物質(SPM) 間接喫煙(ETS)、再浮遊物、揮発物や燃焼物が凝縮

水蒸気  生物活動、燃焼、蒸発  
揮発性有機化合物(VOCs) 揮発、燃料燃焼、塗料、新陳代謝活動、農薬、殺虫

剤、殺菌剤  

大気及び  
室内  

胞子  細菌、カビ  
   

ラドン  土壌、建築材料、水  
ホルムアルデヒド  断熱材、家具、間接喫煙(ETS) 
アスベスト  難燃材、不燃材、断熱材  
アンモニア  クリーニング用品、新陳代謝活動  
多環芳香族炭化水素(PAHs)、ヒ素

ニコチン、アクロレイン  
間接喫煙（ETS）  

揮発性有機化合物(VOCs) 接着剤、溶剤、調理、化粧品  
水銀  殺菌剤、塗料、水銀含有製品の破損  
煙霧質  家庭用品、ハウスダスト  

室内  
 

アレルゲン  ハウスダスト、動物のふけ、有機体への感染  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%
9%

67%

23%
発展途上国
（都会）

発展途上国
（地方）

先進工業国
（都会）

先進工業国
（地方）

年間死亡者数
280万人

図 1-1 室内空気汚染による年間死亡者数の比率 
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1-1-2. 室内空気汚染に係わる従来の取り組みと対象物質の選定 

我が国の室内空気汚染に係わる法規としては、1970 年に制定された「建築物における衛生的

環境の確保に関する法律（建築物衛生法）」がある。この法律では、政省令で定められた特定建

築物に対して換気設備や空気環境に係わる維持管理基準が規定されている。また、1972 年に制

定された労働安全衛生法の事務所衛生基準規則では、事務所に対して建築物衛生法と同様の基

準が規定されている。さらに 1992 年には、学校保健法に基づき学校環境衛生の基準が制定さ

れ、空気環境に関する定期環境衛生検査基準が規定されている。これらの法規では、一酸化炭

素、二酸化炭素、浮遊粉じんに対する維持管理基準が定められているが、建材等から排出され

る化学物質等の基準は定められていない。また、住宅はこれらの法規の適用対象とはなってい

ない。一方、化学物質を製造または取り扱う労働環境は、労働安全衛生法に基づく労働衛生関

係規則や指針・通達等で対策が厳密に規定されている。 

近年、いわゆるシックハウス問題等、建物の室内空気汚染が原因とされる居住者の健康問題

が社会的に大きくなり、厚生労働省(2000a, 2000b, 2001, 2002)は、これまで 13 の化学物質に

対して室内濃度指針値を策定し、この問題に対応してきた。室内濃度指針値の適用範囲は、保

健および公衆衛生上の見地から、生産的な生活に必須な特殊な発生源がない限り、住居（戸建、

集合住宅）、オフィスビル（事務所、販売店など）、病院・医療機関、学校・教育機関、幼稚園・

保育園、養護施設、高齢者ケア施設、宿泊・保養施設、体育施設、図書館、飲食店、劇場・映

画館、公衆浴場、役所、地下街、車両等の室内空間に適用されるべきであり、工場その他の特

殊な化学物質発生源のある室内空間は、別途検討されると規定されている(厚生省, 2000b)。こ

れらの化学物質は、実際の建物の調査で汚染濃度が高かった、室内に発生源があると考えられ

る、諸外国で規制されている、などの指標を参考に選定されてきた  (厚生省 , 1999; 厚生省 , 

2000a) 。これらの指針値は、室内空気質の望ましい基準を示したものであり、法的強制力の

ある規制とは異なる誘導的な解決手法の１つである。その後、2003 年には、室内における発生

源が明確で、実態調査等により実際の建物で指針値を超過していることが確認されたホルムア

ルデヒドとクロルピリホスに対し、改正建築基準法により使用規制がなされるに至った。この

ような背景から、我が国の室内空気汚染による健康問題に対する施策は大きな進展を遂げてき

た。 

 
1-1-3. リスクに着目した汚染物質の評価および管理手法の必要性 

これまでの法規で基準が規定された化学物質や室内濃度指針値が策定された化学物質は、有

害性の高さ、汚染濃度の高さ、発生源が室内に存在する、諸外国での規制状況などの指標を参

考に選定されてきた。しかし近年、市場に流通する化学物質の多様化と量的拡大に伴い、個々

の化学物質の有害性（ハザード）に着目した規制措置は限界にきている。表 1-4 に示すように、

居住環境における一般住民は、化学物質を取り扱う労働環境の労働者とは異なり、多種類の低

濃度の化学物質に複合曝露する。労働環境では、そこで取り扱われる特定の化学物質に着目し
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た管理手法を用いればよい。ところが居住環境では、建材、家具、家庭用品、調理や暖房器具、

喫煙行為や防虫剤の使用など、多数の汚染源が存在する。そのため、これらの汚染源から排出

される汚染物質の種類は多く、その汚染濃度は労働環境で取り扱われる化学物質ほど一般的に

は高くならない。さらに、居住環境は労働環境とは異なり、妊婦、高齢者、子どもなど、外的

要因に対して傷つきやすい人たちが含まれており、その感受性の個人差は大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
このような状況を鑑みれば、化学物質に対する従来の規制措置は、「有害性」を基礎としたも

のから、「リスク」を基礎としたものへと転換すべき段階にきているといえる。化学物質の取り

扱いに際しては、その化学物質が有する固有の性質を把握したうえで、適正な管理を行うこと

が重要である。そのためには、その化学物質に実際に曝露する条件下において、現実に人の健

康に起こり得るリスクを把握したうえで、その大きさから管理対象物質をスクリーニングして

選定し、許容可能な範囲にリスクの低減をはかることが重要である。リスクの概念に基づいた

評価手法を用いれば、多種類の化学物質から優先的に管理すべき化学物質を適正に選定するこ

とが可能となる。 

リスクとは、人、物、環境に対する望ましくない結果と、その起こる確率あるいは可能性の

ことを示す。環境分野では、人為的活動によって生じた環境の汚染や変化が、環境経路を通じ

てある条件のもとで人の健康や生態系に影響をおよぼす可能性のこという。そして、人の健康

を対象とした場合を健康リスク、生態系を対象とした場合を生態リスクという。本論における

リスクとは、人の健康を対象とした健康リスクである。 

リスクは、有害性やその大きさと発生確率、例えば「有害性＊曝露量」によって把握するこ

とができる。有害性の高い物質でも適切に管理すれば、現実に起こり得るリスクを低減するこ

とが可能である。逆に、有害性の低い物質であっても、管理を怠ればリスクは高くなる。ここ

で取り上げたリスクの把握とは、化学物質が人の健康に影響をおよぼすか否かを予測評価する

表 1-4 労働環境と居住環境における取り組み対象の比較 

住宅、事務所、学校等の居室労働現場

労働衛生
産業保健

公衆衛生
環境保健

曝
露

対
象

分
野

労働環境 居住環境

高濃度の
特定物質

低濃度の
多種類物質

特定物質の管理濃度
設備、保護具、手順書

？？？
規
制

労働者
一般住民
（成人、子供、
高齢者、妊婦）

対
象

複合曝露

感受性の
個人差



第１章 序論 

 - 9 - 

ことであり、リスク評価といわれている。また、リスク評価で判定されたリスクを低減させる

ための方策等を検討し、それを実施することをリスク管理という。リスク管理では、使用禁止

などによるリスクの排除、汚染源対策によるリスクの削減、継続的な実態調査によるリスクの

監視など、リスクの状態に応じたさまざまな管理手法が選択される。リスク評価においては、

その大きさを評価する際に、人の個人差や動物の種差に応じた不確実係数（または安全係数）

を考慮することができる。この係数に対して外的要因に対する感受性の個人差を考慮すること

によって、妊婦、高齢者、子どもなどの外的要因に対して傷つきやすい人たちを含めたリスク

評価および管理が可能となる。 

以上のことを踏まえれば、多種類の化学物質が検出されている居住環境の室内空気汚染に対

する取り組みにおいては、化学物質のリスクを適切に評価し、許容できないリスクの化学物質

を優先的に管理する枠組みが必要である。 

なお、本論における居住環境は、住宅のみならず、建築基準法で定義されている「居室」を

有する建築物に関わる環境と定義する。建築基準法における居室とは、居住、執務、作業、集

会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室と定義され、住宅だけでな

く、事務所、学校の教室、保育所の保育室、病院や診療所の病室も居室に含まれている。また、

本論における労働環境は、化学物質を製造または取り扱う事業所に関わる環境と定義し、事務

所等の居室は含まれないこととする。 

 
１－２．研究目的 

我々は、居住環境における利便性や快適性、さらには安全性を求め、新しい建築材料や建築

工法を開発した。また、暮らしを豊かにするためにさまざまな製品を居住環境に持ち込み利用

している。特に住宅は、居住者のプライバシーな空間であり、行政の規制が関与し難いところ

である。しかしながら、いわゆるシックハウス症候群など、居住者の健康問題が社会的に大き

くなるにつれ、居住者の健康を保護するために、室内空気汚染物質によるリスクを適切に評価

および管理するための枠組みを明確にすることは必須の課題である。 

そこで本研究では、本課題の解決に向けて３つの課題を検討する。第一の課題は、居住環境

におけるさまざまな環境因子と健康影響との関連性を実態把握することである。第二の課題は、

我が国における室内空気質規制の現状をこれまでの取り組みの経緯や社会背景から検証し、今

後の政策課題を見いだすことである。第三の課題は、多様化複雑化する室内空気中の化学物質

汚染によるリスクを適切に評価し、許容できないリスクの化学物質を優先的に管理する枠組み

に関する研究である。 

居住環境因子と健康影響との関連性については、化学物質による室内空気汚染等が主な原因

とされている、いわゆるシックハウス症候群に焦点をあて、環境因子との関連性について、日

本で報告されている最近の疫学研究をレビューする。我が国における室内空気質規制の課題に

関する研究では、諸外国の取り組みの経緯と現状を詳細に調査し、我が国と対比して課題を明
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らかにする。室内空気中の化学物質のリスク評価および管理の枠組みに関する研究では、諸外

国のリスク評価に係わる取り組みの現状および動向を調査し、室内空気中の化学物質によるリ

スクを分析するための手法を開発する。さらに、その手法を用いて我が国の実態を調査し、今

後の優先取り組み物質を明らかにする。また、リスク評価には、その程度はさまざまではある

が、何らかの不確実性が存在する。例えば、動物実験では発がん性が観察されているが、人で

は十分な確証が得られていない物質がある。また、人の有害性に関する科学的知見はあるが、

気中濃度の測定方法が確立されておらず、曝露量が正確に把握できない物質も存在する。その

ため、リスク評価の不確実性に対する対応方法について、諸外国の事例を比較研究する。そし

て、不確実性を考慮したリスク管理における新しいスキームを提案する。 

これらの研究により、居住環境における室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組み

を提唱することが本研究の目的である。 

 
１－３．既往の研究と本研究の位置づけ 

いわゆるシックハウス症候群等、化学物質による居住環境の室内空気汚染に対する社会的関

心の高まりに伴い、関連する研究が盛んに行われてきた。これらを室内空気質に関わるところ

から整理すると、以下に大別できる。 

 
1)室内空気中の化学物質の気中濃度に関する実態調査 

2)室内濃度の低減化方法または装置に関する研究 

3)建材や家具等の排出源から放散される化学物質の実態調査 

4)室内空気中の化学物質の測定方法に関する研究 

5)居住者の健康状態に関する研究 

 
これらの研究により、汚染濃度の高い物質の把握、室内濃度を改善する方法の提案、汚染源

の把握等が研究成果として多数得られている。その結果、より安全性の高い建築材料の開発、

居住者の住まい方や製品の選択に関する提案、室内濃度低減化対策の開発がなされ、居住環境

において良質な室内空気質を保持増進するうえで、社会的にも技術的にも大きな進歩を成し遂

げた。しかし、これまで国内外で取り組まれてきた居住環境の室内空気質規制について、その

経緯と社会背景を検証し、政策課題を検討した研究はほとんど見あたらない。特に、研究背景

の項で述べたように、化学物質に対する既存の規制措置は、有害性を基礎としたものから、リ

スクを基礎としたものへと転換すべき段階にきている。そして、多種類の化学物質が検出され

ている室内空気汚染に対する取り組みは、リスクを基礎としたものが必要である。しかしなが

ら、リスクの概念に基づいた室内空気汚染物質の評価および管理の枠組みに関して検討した既

往の研究はほとんど報告されていない。 

室内空気質規制に関わる研究の第一人者であるドイツ連邦環境庁の Seifert (1990)は、室内
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空気質に対する規制の難しさについて、1)大気や労働環境と異なり、管理責任者が単一ではな

いこと、2)室内濃度は温度や発生源からの減衰の影響を受けて大きく変動するため単一の測定

結果では判断できないこと等をあげている。そのため、行動を起こすべき、あるいは目標とす

べき濃度として汚染物質濃度のガイドラインを設定し、それを目標に建材や家具等の排出源に

対する排出基準を設定し、規制する方法が適切だとしている。汚染物質の濃度がガイドライン

をどれほど越えているか、あるいは越えていないかは、リスクを表す重要な方法の１つである。

しかしながら、ガイドラインを優先的に策定すべき汚染物質の選定については議論されていな

い。 

オランダの Molhave (1991)は、揮発性有機化合物の総量を表す総揮発性有機化合物(TVOC)

という概念を提唱している。この概念は、多種類の室内空気汚染物質の総量を管理することが

可能である。しかしながら、TOVC は毒性学的な見地からガイドラインを設定することが困難

なため、その概念の使用に懸念を示す報告もある(Wolkoff, 2003)。  

室内空気汚染物質に対する取り組みは、主に室内空気中の化学物質濃度に対するガイドライ

ンの設定に主眼が置かれてきた。しかしながら、ガイドラインの設定対象汚染物質を優先付け

する方法に関しては、実際の建物の調査で比較的濃度が高い物質や、健康への有害性が高い物

質等が選定(厚生省, 2000a)されており、リスクの大きさに基づいた評価および管理手法等はほ

とんど議論されていない。また、揮発性有機化合物の総量で評価する提案もなされてきたが、

問題点が指摘されており、さらに最適な手段を検討する必要がある。また、リスク評価に内在

する不確実性を考慮したリスク管理スキームに関しては、ほとんど議論されておらず、新たな

提案が必要である。 

以上より、本研究の位置づけとしては、国内外の室内空気質規制の経緯と社会背景を体系的

に調査する研究と、リスク手法に基づき優先的に管理すべき汚染物質を評価する研究、リスク

評価の不確実性を考慮したリスク管理スキームに関する研究を基礎とした総合的な研究といえ

る。さらに、居住環境因子と健康状態に関する実態調査の研究を加え、リスク管理を行う上で、

現実に居住者の健康と関連している居住環境因子を把握する。これらの研究に基づき、居住環

境における室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組みを、国内外の動向と実態調査か

ら総合的に研究するところが本研究の独自性といえよう。 
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第２章 研究計画 
 

 
２－１．研究計画と構成 

第１章の研究目的の項で述べたように、本研究の第一の課題は、居住環境におけるさまざま

な環境因子と健康影響との関連性を実態把握することである。第二の課題は、我が国における

室内空気質規制の現状をこれまでの取り組みの経緯や社会背景から解析し、今後の政策課題を

見いだすことである。第三の課題は、多様化複雑化する室内空気中の化学物質汚染によるリス

クを適切に評価し、許容できないリスクの化学物質を優先的に管理する枠組みに関する研究で

ある。本論の目的である居住環境における室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組み

を国内外の動向と実態調査等から総合的に研究するために、図 2-1 に示す研究計画を立案した。 

第１章では、本研究の研究背景と目的を述べた。また、既往の研究と本研究の位置付けを明

確にした。第２章では、研究計画と本論文の構成を示した。 

本論は、３部から構成される。第Ⅰ部では、本研究の第一の課題である居住環境におけるさ

まざまな環境因子と健康影響との関連性を調査した研究結果を第３章としてまとめた。本研究

では、化学物質による室内空気汚染等が主な原因とされている、いわゆるシックハウス症候群

に焦点をあて、環境因子との関連性について、日本で報告されている疫学研究等を詳細な文献

調査に基づき解析した。調査にあたっては、いわゆるシックハウス症候群に関する疫学研究だ

けでなく、居住に由来する症状をシックハウス様症状として調査しているものも含め、包括的

にシックハウス様症状として文献調査およびその解析を行った。そしてこの結果に基づき、リ

スク管理としての建築設計や住まい方を提案することを本章の目標とした。 

第Ⅱ部では、本研究の第二の課題である室内空気質規制の現状と課題をまとめた。第４章で

我が国の現状と課題を解析し、第５章で諸外国の現状と特徴をまとめた。我が国の解析にあた

っては、化学物質による室内空気汚染に関する取り組みの経緯を詳細な文献調査に基づき解析

した。諸外国の調査では、先進工業国、あるいは急速に産業の発展が進み室内空気汚染問題が

既往の文献等で顕在化している諸外国として、欧州、北米、アジア、オセアニア地域の諸外国

を調査対象とした。国際機関や諸外国の室内空気質規制に関する報告書、関連学会の資料、関

連論文を収集・解析した。さらに、電子メールや関連学会および国際シンポジウムで諸外国の

関係組織の研究者や行政官に直接問い合わせて最新の情報を入手した。 

第Ⅲ部では、本研究の第三の課題であるリスク評価および管理スキームの研究をまとめた。

第６章で室内空気質規制におけるリスク評価の現状と課題を解析した。ここでは、諸外国の現

状と課題を詳細な文献調査に基づき解析した。特に、規制対象物質の優先付け方法、汚染物質

の総量規制および高感受性集団への対応に着目し、我が国の現状と対比して今後の課題を明ら

かにした。第７章では、我が国における室内空気汚染物質のリスク分析を行った。第６章で明

らかにした課題に基づき、曝露評価、有害性評価、リスク判定を総合的に行うリスクスクリー
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ニングスキームを開発した。そして、1995 年 1 月から約 10 年間我が国で検出されてきた室内

空気汚染化学物質のリスクを分析し、今後着目すべきハイリスク化学物質とその特徴を明らか

にした。第８章では、リスク評価の不確実性と危害が生じた場合の影響の深刻さに対し、とら

れるべき対応範囲について検討した。リスク評価の結果には、その程度の大きさはさまざまで

あるが、何らかの不確実性が内在する。その不確実性に対し、どのような対応をとるべきかに

ついては、リスク管理における重要課題の１つである。我が国を含め、欧米諸国で実態調査と

対策が最も進んでいるホルムアルデヒドに着目し、ドイツ、アメリカ、カナダ、日本の対応を

比較しながら事例研究を実施した。 

以上の結果より、第９章で居住環境における室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠

組みを研究した。そして、最後に総括として本論をまとめた。 
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・ 室内空気質ガイドライン  
・ ラベリング、放散源規制  

第７章 日本における室内空気汚染物質のリスク分析
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第１０章 総括  

第６章 室内空気質規制におけるリスク評価の現状と課題  
・ リスク評価、複合曝露、高感受性集団  

第Ⅲ部 リスク評価および管理スキームの研究 

第９章 室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組みに関する研究 

図 2-1 本論文の構成フロー 

第８章 リスク評価の不確実性とその対応に関する事例研究 
     ―ホルムアルデヒドによる室内空気汚染―  
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２－２．用語の定義と解説 

本論文で使用する用語の定義と解説について以下に述べる。 

 
1) シックハウス症候群 

厚生労働省のシックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会(厚生省, 2000)によると、「住

宅の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用等により、新築・改築後の住宅やビル

において、化学物質による室内空気汚染等により、居住者の様々な体調不良が生じている状態

が、数多く報告されている。症状が多様で、症状発生の仕組みをはじめ、未解明な部分が多く、

また様々な複合要因が考えられることから、シックハウス症候群と呼ばれる。」と理解するよう

公表している。また、同省の室内空気質健康影響研究会(厚生労働省, 2004)は、シックハウス症

候群の医学的知見を整理したうえで、次のようにまとめている。 

① 医学的に確立した単一の疾患ではなく、居住に由来するさまざまな健康障害の総称を意

味する用語。 

② 主な症状： 

(i) 皮膚や眼、咽頭などの皮膚・粘膜刺激症状 

(ii) 全身倦怠感、頭痛・頭重などの不定愁訴 

③ 発症関連因子： 

ホルムアルデヒド等化学物質、カビ、ダニ等 

④ 室内濃度指針値は、必ずしもシックハウス症候群を直ちに引き起こす閾値ではないため、

診断に際しては総合的な検討が必要。 

 
2) シックビルディング症候群 

WHO 欧州地域事務局 (WHO Europe, 1982)によると、 

① 最も頻繁に現れる症状の 1 つは眼、鼻、咽頭の粘膜刺激症状である 

② 気道下部および内臓を含むその他の症状は頻繁ではない 

③ シックビルディング症候群と在室者の感受性あるいは過剰曝露との関連は明らかではな

い 

④ 症状は、ある建築物あるいは特定部分において特に頻繁に出現する 

⑤ 在室者の大多数が症状を訴える 

これら 5 つの基準によりシックビルディング症候群を定義し、主な症状として、 

① 眼（特に球結膜）、鼻粘膜および喉の粘膜刺激症状 

② 粘膜の乾燥（唇など） 

③ 皮膚の紅斑、蕁麻疹、湿疹 

④ 易疲労感 

⑤ 頭痛、頻発する気道感染 
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⑥ 呼吸苦、喘鳴 

⑦ 非特異的な過敏症状（鼻汁あるいは流涙、非喘息患者における喘息様症状） 

⑧ めまい、吐き気、嘔吐 

を列挙している。 

 
3) 化学物質過敏症 

厚生労働省のシックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会(厚生省, 2000)によると、「最

初にある程度の量の化学物質に曝露されるか、あるいは低濃度の化学物質に長期間反復曝露さ

れて、一旦過敏状態になると、その後極めて微量の同系統の化学物質に対しても過敏症状を来

す者があり、化学物質過敏症と呼ばれている。化学物質との因果関係や発生機序については未

解明な部分が多く、今後の研究の進展が期待される。」と理解するよう公表している。また、同

省の室内空気質健康影響研究会(厚生労働省, 2004)は、化学物質過敏症の医学的知見を整理した

うえで、次のようにまとめている。 

① 微量化学物質に反応し、非アレルギー性の過敏状態の発現により、精神・身体症状を示

すとされるもの。 

② その病態や発症機序について、未解明な部分が多い。 

③ 診断を受けた症例には、中毒やアレルギーといった既存の疾病による患者が含まれてい

る。 

④ 病態解明を進めるとともに、感度や特異性に優れた臨床検査方法及び診断基準が開発さ

れることが必要。 

 
4) 揮発性有機化合物 

WHO 欧州地域事務局 (WHO Europe, 1989)が、室内有機汚染物質を化合物の沸点を指標に

分類している。表 2-1 にその分類を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-1 室内有機汚染物質の分類  

分類 Description 略記 沸点の範囲(℃)a

1 超揮発性有機化合物
Very Volatile Organic Compounds

VVOCs < 0 ～ 50-100

2 揮発性有機化合物

Volatile Organic Compounds
VOCs 50-100 ～ 240-260

3 準揮発性有機化合物

Semi Volatile Organic Compounds
SVOCs 240-260 ～ 380-400

4 粒子状有機化合物

Organic Compounds associated with
particulate matter or Particulate Organic

POM > 380

a 極性化合物は高沸点側
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5) 総揮発性有機化合物（TVOC: Total Volatile Organic Compound） 

一般的な概念は、個々の VOCs 総量である。欧州共同研究 (ECA, 1997)が測定方法を提案し

ている。2003 年に制定された日本工業規格 JIS A 1901 では、「ガスクロマトグラフで分析され

た n-ヘキサンから n-ヘキサデカンまでの範囲において検出された VOCs のピーク面積の総和

をトルエン換算した値」と定義されている。TVOC に関する国際的に統一された定義はない。

室内空気の汚染の程度を表す指標として扱われることが多い。 
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第３章 居住環境に関わる環境因子と健康影響 
 

 
３－１．はじめに 

古来より住宅は、居住者を寒さや暑さから守り、外敵の侵入を防ぐシェルターであるととも

に、そこに住まう居住者の暮らしと健康と支える重要な生活基盤であった。居住環境は、建物

の周辺環境、住居構造、住宅に使用される建材や家具、室内で使用される暖房や調理器具、室

内に持ち込まれる家庭用品など、さまざまな環境因子の影響を受ける。近年の化学工業の発達

にともない、居住環境では、合成化学物質とそれを原料としたさまざまな素材や製品が利用さ

れるようになった。そして、我々の生活は、快適で便利な暮らしができるようになった。しか

し一方では、省エネルギーのために気密性が向上した室内環境において、これらの素材や製品

などから放散される化学物質による室内空気汚染等によって引き起こされる健康影響が公衆衛

生上の大きな問題となった。我が国では、いわゆるシックハウス症候群と呼ばれている。 

本章の目的は、居住環境における健康影響を、居住環境に関わるさまざまな環境因子との関

連性から調査し、その実態を把握することである。 

居住環境が関連する病態として、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレ

ルギー性結膜炎、花粉症などのアレルギー疾患がある。アレルギーは、免疫反応による生体へ

の傷害であり、その発症因子としては、ハウスダスト、カビ、ダニ、ペットの毛やふけ、花粉、

重金属などの環境由来抗原であるアレルゲンが関与している。そして、アレルギー疾患と環境

因子との関連性については、既往の研究が多数報告されている(逢坂ら, 1985; Ishizaki et al., 

1987; 由良ら, 1988; Cuijpers et al., 1995; Volkmer et al., 1995; 木村ら, 1996; Peat et al., 

1996; William et al., 1997; 坂口, 1998; 高島, 1998; 吉川, 1998; 佐々木, 1999; Mutius, 2000; 

山本ら, 2001; 吉野ら, 2002)。 

欧米では 1970 年代頃から、オフィスビルの室内空気汚染問題として、シックビルディング

症候群が社会問題化していった。シックビルディング症候群は、眼・鼻・のどへの刺激、粘膜

の乾燥、皮膚の紅斑、易疲労感、頭痛、頻発する気道感染、呼吸苦、喘鳴、非特異的な過敏症

状、吐き気、めまい、これらの症状を、ある建築物あるいは特定部分において示す病態と定義

されている(WHO Europe, 1982)。シックビルディング症候群に関連する環境因子については、

アメリカとカナダで政府機関による大規模な調査が実施されており、室内発生源による汚染、

不適切な換気、建材、微生物汚染、屋外発生源による汚染などが報告されている(安藤, 2002)。

日本のシックハウス症候群は、欧米諸国で報告されてきたシックビルディング症候群が、我が

国独自の社会的用語として定着したものと考えられている(池田, 1998)。しかしながら、欧米諸

国と日本では、気候、住宅様式、住まい方などが異なるため、それぞれの国や地域ごとに居住

環境に関連する環境因子を把握する必要がある。 

本章では、化学物質による室内空気汚染等が主な原因とされている、いわゆるシックハウス
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症候群(厚生省, 2000)に焦点をあて、環境因子との関連性について、日本で報告されている 近

の研究をレビューした。これらの結果から、リスク管理としての建築設計や住まい方を提案す

ることが本章の目標である。 

 
３－２．研究方法 

1975 年から 2006 年 4 月までの厚生労働科学研究成果データベース、独立行政法人科学技術

振興機構のデータベース（JOIS）で検索し、関連文献を収集した。検索にあたっては、シック

ハウス、疫学調査、アンケート、健康、健康影響、健康障害、要因、環境要因、環境因子、居

住環境、住環境、環境をキーワードとした。 

環境因子と健康影響の関連性を解析するにあたり、多数の因子が存在する場合、χ2 検定等

の単変量解析を用いて各々の因子との関連性を解析しただけでは、その結果が他の因子の影響

を受け、実際の関連性とは異なる結果を得る可能性がある。そこで、医学統計の分野などでは、

このような交絡因子の影響を解析で取り除き、各々の因子の影響の強さを評価する多変量解析

が主に利用されている(丹後, 1993)。そこで、収集した文献のうち、多変量解析により交絡因子

の影響を取り除き、各々の因子の影響の強さを評価している研究を選択した。 

いわゆるシックハウス症候群は、医学的に確立した単一の疾患ではなく、居住に由来するさ

まざまな健康障害を総称する用語とされている。そして、その主な症状は、皮膚や眼、咽頭な

どの皮膚・粘膜刺激症状、全身倦怠感、頭痛・頭重などの不定愁訴である(厚生労働省, 2004)。

そこで本章では、収集した研究で定義されているシックハウス症候群、あるいは居住に由来す

る症状を包括的にシックハウス様症状と表現した。 

 
３－３．結果および考察 

3-3-1. シックハウス様症状の有訴率の実態 

我が国におけるシックハウス様症状に関する疫学調査の歴史は浅い。1998 年に深谷(1998)

は、患者団体の協力などによって、「新築住宅入居後に体調を崩した」と訴える患者 41 名を対

象とした各種症状に関するアンケート調査を実施している。この調査は、シックハウス様症状

を訴える人たちに対する調査であり、有訴率の実態把握を目的とはしていなかった。 

真鍋ら(2001)は、1998 年 8 月から 9 月にかけて、熊谷市を中心とした埼玉県北部の一戸建住

宅 120 戸の居住者に対して自記式のアンケート調査を実施している。回答者 99 名のうち 10 名

（10.1%）をシックハウス症候群と確定しているが、その判断基準を「①臨床症状（粘膜刺激

症状、頭痛、咳・喘鳴、咽頭痛、疲労・倦怠感など）、②症状の発現状況、③居住環境と症状の

関係、④居住環境（築年数、換気状況、臭気の有無）の 4 点に基づき診断、居住環境の改善や

一時転居により症状が消失あるいは軽減した場合をシックハウス症候群と確定」としている。 

西條ら(2002)は、2001 年 4 月から同年 7 月にかけて、札幌近郊の新築・改築数年以内の住宅

1,775 軒の居住者に対して自記式のアンケート調査を実施している。皮膚、眼、鼻、のど、胸、
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精神・神経症状、体温・汗の症状、泌尿生殖器症状、関節症状、消化器症状のうち、新築また

は改築後に発症・悪化した症状が 1 個の場合を「発症・悪化群」、2 個以上の場合を「多訴群」

と定義した結果、回答者 564 人（男性 465 人、女性 96 人、不明 3 人、平均年齢 44 歳)のうち、

有訴率は「症状あり」37.2%、「発症・悪化群」16.7%、「多訴群」10.1%であった。 

東ら(2004)は、2002 年 8 月に埼玉県内でランダム抽出した住宅 3,000 世帯の全居住者に対し

て自記式のアンケート調査を実施している。回答を得た 2,368 世帯の回答者 7,395 人（男性

3,656 人、女性 3,730 人、不明 9 人)について、眼がちかちかする、涙がでる、鼻づまり、鼻水、

のどが渇きやすい、咳き込みやすい、湿疹がでる、吐き気がする、頭痛、めまい、動悸がする、

息がしにくいなど、 近家の中でいずれかの症状を感じる居住者は 24.7%であったと報告して

いる。このように、1998 年から 2002 年にかけて、地域ベースでの疫学調査がなされている。 

全国規模の疫学調査は数少ない。子安ら(2004a)は、2001 年 1 月から 2002 年 12 月にかけて、

東京都品川区全公立小学校児童、岐阜県内の一部公立小学校児童、昭和大学小児科外来、岐阜

県、山口県および北海道の調査協力医院を受診した患者とその保護者 15,908 人(成人 8,737 人、

平均年齢 39.7 歳、小児 7,171 人、平均年齢 9.3 歳)に対して自記式のアンケート調査を実施し

ている。この調査では、シックハウス様症状について、「病因や病態が医学的に解明されている

アレルギーや微生物に起因する疾患を除外し、他の環境因子が存在する特定の建物において、

粘膜刺激症状や不定愁訴を主体とする症状」と位置付けている厚生労働省室内空気質健康影響

研究会の定義(厚生労働省, 2004)に基づき、ところかまわず症状を起こすものを除外し、原因環

境因子を１つ以上有するものをシックハウス様症状と判定している。この調査の結果、成人の

有訴率は 8.5%(女性 9.3%、男性 4.3%)、小児の有訴率は 4.6%であった。 

岸ら(2005)は、2003 年 11 月から 2004 年 6 月にかけて、北海道、東北、名古屋、大阪、岡

山、北九州の 6 地域で建築確認申請から抽出した戸建住宅の居住者に対して自記式のアンケー

ト調査を実施している。症状については、 初に、「世帯の中で、特に現在、何らかの症状（例

えば疲れや頭痛など）による体の不調、目や鼻のかゆみや痛みなどの粘膜刺激症状、湿疹やア

レルギーなどのある方がいますか？」と質問し、次にその世帯の中で有症者がある場合、一番

症状が強い人の症状について、皮膚、眼、鼻、のど、胸、精神・神経症状、自律神経症状、泌

尿生殖器症状、筋肉・関節症状、消化器症状について、頻度、新築・改築後の発症・増悪の有

無、その症状が家を離れるとよくなるかについて質問している。解析対象とした築 6 年以内の

戸建住宅 2,298 軒のうち、症状が「いつもある」で、その症状は「家を離れるとよくなる」を

有意なシックハウス様症状と定義（SHS1）した場合、有訴率は 2.0%であった。また、症状が

「時々ある」または「いつもある」で、その症状が「家を離れるとよくなる」を有意なシック

ハウス様症状と定義（SHS2）した場合、有訴率は 4.3%であった。 

岸ら(2006)は、前述の調査(岸ら, 2005)の住宅 2,298 軒のうち、環境測定に同意した 425 軒

とその居住者 1,479 名について、皮膚、眼、鼻、のど、胸、精神・神経症状、自律神経症状、

筋肉・関節症状、消化器症状について、何らかの症状が１つ以上「いつもある」で、さらに「自
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宅の環境が影響していると思う」を SHS1、何らかの症状が１つ以上「いつもある」または「時々

ある」で、さらに「自宅の環境が影響していると思う」を SHS2 とした結果、SHS1 の有訴率

8.0%、SHS2 の有訴率 18.1%と報告している。しかし、この集計結果は、環境測定に同意した

ものに限っているため、シックハウス様症状を有する集団に偏った結果となっている可能性が

あることに留意しなければならない。 

シックハウス様症状については、さまざまな定義のもとで既往の研究がなされていたため、

その実態が把握しにくい状況となっていた。そこで厚生労働省は、室内空気質健康影響研究会

を発足し、医学的知見を整理したうえで、「病因や病態が医学的に解明されているアレルギーや

微生物に起因する疾患を除外し、室内環境におけるさまざまな環境因子の関与が想定される、

皮膚・粘膜刺激症状や、頭痛・倦怠感等の不定愁訴を主体とする非特異的症状群」と位置付け

ている(厚生労働省 2004, 室内空気質健康影響研究会 2004, 相澤ら 2005)。既往の研究のうち、

真鍋ら(2001)、西條ら(2002)、東ら(2004)の研究は、皮膚・粘膜刺激症状や、頭痛・倦怠感等

の不定愁訴を主体とする症状の有訴率を調査しているが、アレルギー疾患が除外されていない

ため、シックハウス様症状としては高い有訴率が得られていると考えられる。子安ら(2004a)

は、室内空気質健康影響研究会の定義に基づき調査し、成人で 8.5%の有訴率を報告している。

岸ら(2005)の調査では、アレルギー疾患は除外されておらず、例えば疲れや頭痛など、何らか

の症状を訴える居住者の有訴率は 28.0%であった。しかし、症状が「時々ある」または「いつ

もある」で、その症状が「家を離れるとよくなる」とした場合の有訴率は 4.3%であった。つま

り、家を離れると症状が軽減あるいは消失することを含めれば、シックハウス様症状の有訴率

は大きく低下する。 

これらの状況から鑑みても、シックハウス様症状について厳密な医学的定義を行うことは困

難であり、有訴率の実態を正確に把握することが困難となっている。しかし、アレルギー疾患

が含まれたとしても、居住者の皮膚・粘膜刺激症状や不定愁訴において、高い有訴率が報告さ

れていること、また、全国規模の実態調査において、2.0%から 8.5%の有訴率が報告されてい

ることを考慮すると、居住者の健康を保持増進するという観点から、シックハウス様症状は公

衆衛生上、あるいは環境保健上においても重要な問題と位置付けるべき実態にあると言える。 

 
3-3-2. シックハウス様症状と関連要因に関する疫学調査結果 

居住環境の室内空気質に影響を及ぼす因子として、1994 年に国際連合の専門委員会は、揮発

性物質や粒子状物質などの化学因子、かびやダニなどの生物因子、温湿度や音などの物理因子

をあげている(Crowther, 1994; UNCHS, 1997)。また、アメリカ環境保護庁(USEPA, 1989)は、

室内空気汚染物質の汚染源として、合板・接着剤・塗料・防蟻剤などの建築材料、洗浄剤・防

虫剤・芳香剤などの家庭用品、開放燃焼型暖房器具や調理器具・空調装置などの建物起因、喫

煙や人の代謝物・衛生状態などの生活起因をあげている。つまり住宅や建物だけでなく、我々

の住まい方や暮らし方も強く影響している。シックハウス様症状も、同様のことが言えると考
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えられる。そこで、我が国におけるシックハウス様症状に関連する疫学研究に基づき、表 3-1

から表 3-8 にシックハウス様症状と環境因子を含む関連要因に関する既往の疫学調査結果をま

とめた。 
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9-
0.

71
)、

屋
内

で
結

露
の

発
生

あ
り

（オ
ッ

ズ
比

1.
8
7,

 9
5%

C
I 
1.

01
-

3.
30

）
、

屋
内

で
か

び
の

発
生

あ
り

（オ
ッ

ズ
比

2.
19

, 
9
5%

C
I 
1.

16
-

4.
13

）

「
多

訴
群

」
幹

線
道

路
か

ら
10

0
m

以
内

に
居

住
（オ

ッ
ズ

比
0.

30
, 
95

%C
I 
0
.1

3-
0.

72
)、

気
に

な
る

臭
い

の
あ

る
家

具
あ

り
（
オ

ッ
ズ

比
3
.3

8,
 9

5%
C

I
1.

30
-
8.

80
）、

屋
内

で
結

露
の

発
生

あ
り

（オ
ッ

ズ
比

2.
03

, 
95

%C
I

1.
00

-
4.

12
）、

屋
内

で
か

び
の

発
生

あ
り

（オ
ッ

ズ
比

2.
39

, 
95

%C
I

1.
10

-
5.

18
）

研
究

の
デ

ザ
イ

ン
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表
3-

2 
シ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
様

症
状

と
関

連
要

因
に

関
す

る
疫

学
調

査
結

果
（

２
）

 

引
用

文
献

健
康

状
態

要
因

結
果

調
査

対
象

岡
山

周
辺

の
新

築
建

物
の

居
住

者
31

2
人

（
25

地
点

）

調
査

時
期

20
00

年
～

20
0
1年

調
査

方
法

自
記

式
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

、
気

中
濃

度
の

測
定

解
析

方
法

多
変

量
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

分
析

研
究

の
デ

ザ
イ

ン

吉
良

(2
00

3)
皮

膚
症

状
、

眼
の

症
状

、
鼻

の
症

状
、

耳
の

症
状

、
喉

の
症

状
、

胸
部

の
症

状
、

精
神

・
神

経
の

症
状

、
体

温
・

汗
、

筋
肉

・関
節

の
症

状
、

消
化

器
の

症
状

性
別

、
年

齢
、

T
V

O
C

気
中

濃
度

、
喫

煙
、

職
種

、
ホ

ル
ム

ア
ル

デ
ヒ

ド

（１
）健

康
状

態
有

訴
率

の
記

載
な

し
（２

）解
析

結
果

「皮
膚

症
状

」性
別

（女
性

）（
オ

ッ
ズ

比
6.

5
6,

 9
5%

C
I 
2
.3

8-
18

.1
)、

職
種

（事
務

）（
オ

ッ
ズ

比
5
.9

1
, 
9
5%

C
I 
1.

5
7-

22
.2

）
、

労
働

時
間

>5
0時

間
/
週

（
オ

ッ
ズ

比
2
.4

8
, 
9
5
%
C

I 
1
.1

1
-
5
.5

1
）

「眼
の

症
状

」性
別

（女
性

）（
オ

ッ
ズ

比
2.

0
0,

 9
5%

C
I 
1
.0

7-
3.

7
6)

、

T
V

O
C

>
12

00
μ

g/
m

3
（
オ

ッ
ズ

比
2
.4

0,
 9

5%
C

I 
1.

11
-5

.1
9）

「鼻
の

症
状

」ホ
ル

ム
ア

ル
デ

ヒ
ド

（
オ

ッ
ズ

比
1.

03
, 
95

%C
I 
1.

0
1-

1.
05

)、
年

齢
4
0-

49
歳

（
オ

ッ
ズ

比
0
.3

3,
 9

5%
C

I 
0.

14
-0

.7
5）

「耳
の

症
状

」性
別

（女
性

）（
オ

ッ
ズ

比
3.

3
0,

 9
5%

C
I 
1
.4

0-
7.

8
1)

「喉
の

症
状

」性
別

（女
性

）（
オ

ッ
ズ

比
3.

2
3,

 9
5%

C
I 
1
.7

5-
5.

9
6)

「
精

神
・
神

経
の

症
状

」
性

別
（
女

性
）
（
オ

ッ
ズ

比
2
.7

4
, 
9
5
%
C

I 
1
.3

5
-

5.
58

)
「体

温
・汗

」
年

齢
>4

9
歳

（
オ

ッ
ズ

比
2
.6

0,
 9

5%
C

I 
1.

0
6-

6.
43

）
、

職
種

（看
護

師
）（

オ
ッ

ズ
比

5.
69

, 
95

%C
I 
2
.0

6-
15

.7
）、

職
種

（事
務

）

（オ
ッ

ズ
比

5.
73

, 
95

%C
I 
1
.4

7
-2

2.
4）

、
T
V

O
C

>1
2
00

μ
g/

m
3
（オ

ッ
ズ

比
2
.6

2
, 
9
5
%
C

I 
1
.1

8
-
5
.8

1
）

「
筋

肉
・
関

節
の

症
状

」
性

別
（
女

性
）
（
オ

ッ
ズ

比
2
.2

5
, 
9
5
%
C

I 
1
.1

8
-

4.
28

)、
喫

煙
（
オ

ッ
ズ

比
2
.3

0,
 9

5%
C

I 
1.

01
-5

.2
2）

「
消

化
器

の
症

状
」
性

別
（
女

性
）
（
オ

ッ
ズ

比
2
.1

3
, 
9
5
%
C

I 
1
.1

6
-

3.
92

)
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表
3-

3 
シ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
様

症
状

と
関

連
要

因
に

関
す

る
疫

学
調

査
結

果
（

３
）

 

引
用

文
献

健
康

状
態

要
因

結
果

調
査

対
象

岡
山

周
辺

の
新

築
建

物
の

居
住

者
31

2
人

（
25

地
点

）

調
査

時
期

20
00

年
～

20
0
1年

調
査

方
法

自
記

式
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

、
気

中
濃

度
の

測
定

解
析

方
法

多
変

量
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

分
析

「喉
の

詰
ま

り
感

」
酢

酸
ブ

チ
ル

（オ
ッ

ズ
比

2.
37

, 
9
5%

C
I 
1.

15
-4

.9
0）

「胸
の

症
状

」キ
シ

レ
ン

（オ
ッ

ズ
比

2.
41

, 
95

%C
I 
1.

2
5-

4
.6

7）
、

エ
チ

ル
ベ

ン
ゼ

ン
（
オ

ッ
ズ

比
2
.1

5
, 
9
5%

C
I 
1.

1
4-

4.
05

)
「精

神
・神

経
症

状
群

」キ
シ

レ
ン

（オ
ッ

ズ
比

1
.9

4
, 
9
5
%
C

I 
1
.0

0-
3.

74
)、

エ
チ

ル
ベ

ン
ゼ

ン
（オ

ッ
ズ

比
1.

8
8,

 9
5%

C
I 
1.

01
-
3.

49
)、

T
V

O
C

（
オ

ッ
ズ

比
2
.2

, 
95

%C
I 
1
.3

2-
3.

6
7）

「疲
れ

や
す

い
」キ

シ
レ

ン
（オ

ッ
ズ

比
2.

6
3,

 9
5%

C
I 
1.

42
-
4.

88
)、

エ
チ

ル
ベ

ン
ゼ

ン
（
オ

ッ
ズ

比
2
.9

2,
 9

5%
C

I 
1.

62
-5

.2
6)

、
酢

酸
ブ

チ
ル

（オ
ッ

ズ
比

2.
25

, 
95

%C
I 
1
.2

1
-4

.1
8）

、
n
-ヘ

キ
サ

ン
（
オ

ッ
ズ

比
2
.0

4,
95

%C
I 
1
.1

5
-3

.6
2)

、
T
V

O
C

（オ
ッ

ズ
比

1.
77

, 
95

%C
I 
1
.0

5-
2.

9
7）

「め
ま

い
」キ

シ
レ

ン
（オ

ッ
ズ

比
2.

5
7,

 9
5
%C

I 
1
.3

2-
4.

9
9)

、
エ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

（
オ

ッ
ズ

比
2
.6

6,
 9

5%
C

I 
1.

40
-5

.0
4)

、
n-

ヘ
キ

サ
ン

（オ
ッ

ズ
比

1
.9

7
, 
9
5
%
C

I 
1
.0

4
-
3
.7

2
)、

T
V

O
C

（オ
ッ

ズ
比

1
.8

7
, 
9
5
%
C

I 
1
.0

3-
3.

38
）

「尿
が

出
に

く
い

」
キ

シ
レ

ン
（
オ

ッ
ズ

比
2
.6

0,
 9

5%
C

I 
1.

26
-5

.3
4）

、
エ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

（
オ

ッ
ズ

比
2
.4

5,
 9

5%
C

I 
1.

22
-4

.9
2）

「汗
を

か
き

や
す

い
」キ

シ
レ

ン
（オ

ッ
ズ

比
2.

10
, 
95

%C
I 
1
.1

3-
3.

9
2)

研
究

の
デ

ザ
イ

ン

皮
膚

症
状

、
眼

の
症

状
、

鼻
の

症
状

、
耳

の
症

状
、

喉
の

症
状

、
胸

部
の

症
状

、
精

神
・
神

経
の

症
状

、
体

温
・

汗
、

筋
肉

・関
節

の
症

状
、

消
化

器
の

症
状

性
別

、
年

齢
、

喫
煙

の
有

無
、

T
V

O
C

気
中

濃
度

40
0
μ

g/
m

3

超
過

の
有

無
、

各
V

O
C

sの
検

出
の

有
無

（１
）健

康
状

態
有

訴
率

の
記

載
な

し
（２

）解
析

結
果

「皮
膚

症
状

群
」
T
V

O
C

（オ
ッ

ズ
比

0.
5
5,

 9
5%

C
I 
0.

31
-
0.

95
)

「皮
膚

の
乾

燥
」
酢

酸
ブ

チ
ル

（オ
ッ

ズ
比

2.
61

, 
9
5%

C
I 
1.

03
-6

.6
2）

「眼
症

状
群

」n
-
ヘ

キ
サ

ン
（オ

ッ
ズ

比
1.

9
4,

 9
5%

C
I 
1.

09
-
3.

47
)、

T
V

O
C

（
オ

ッ
ズ

比
1
.7

8,
 9

5%
C

I 
1.

0
7-

2.
98

）
「
眼

の
乾

燥
」
2
,4

-
ジ

メ
チ

ル
ペ

ン
タ

ン
（
オ

ッ
ズ

比
6
.0

8,
 9

5
%
C

I 
1
.3

9
-

26
.6

）
「眩

し
い

」酢
酸

ブ
チ

ル
（オ

ッ
ズ

比
2.

24
, 
95

%C
I 
1
.0

8-
4.

6
8）

「
眼

の
疲

れ
」
キ

シ
レ

ン
（
オ

ッ
ズ

比
1
.9

4
, 
9
5
%
C

I 
1
.0

1
-
3
.7

2
）

「視
力

低
下

」T
V

O
C

（オ
ッ

ズ
比

2.
10

, 
9
5%

C
I 
1.

15
-3

.8
3）

「鼻
の

む
ず

む
ず

感
」n

-
ヘ

キ
サ

ン
（オ

ッ
ズ

比
1.

9
8,

 9
5%

C
I 
1.

05
-

3.
70

)
「喉

の
症

状
群

」
酢

酸
ブ

チ
ル

（オ
ッ

ズ
比

2.
16

, 
9
5%

C
I 
1.

13
-4

.1
0)

「喉
の

乾
燥

」ト
ル

エ
ン

（オ
ッ

ズ
比

2.
42

, 
95

%C
I 
1
.1

5
-5

.0
9)

、
キ

シ
レ

ン
（オ

ッ
ズ

比
4.

05
, 
95

%C
I 
2
.1

4-
7.

6
4）

、
エ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

（オ
ッ

ズ
比

3
.2

9
, 
9
5
%
C

I 
1
.8

1
-
6
.0

0
)、

酢
酸

ブ
チ

ル
（
オ

ッ
ズ

比
3
.0

5
, 
9
5
%C

I
1.

61
-
5.

75
）、

T
V

O
C

（
オ

ッ
ズ

比
1
.9

8,
 9

5%
C

I 
1.

1
8-

3.
32

）

吉
良

(2
00

3)
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表
3-

4 
シ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
様

症
状

と
関

連
要

因
に

関
す

る
疫

学
調

査
結

果
（

４
）

 

引
用

文
献

健
康

状
態

要
因

結
果

調
査

対
象

札
幌

市
内

の
主

と
し

て
新

築
住

宅
9
6軒

と
そ

の
居

住
者

31
7
人

（男
性

15
6

人
、

女
性

17
1人

)

調
査

時
期

20
01

年
8
月

～
同

年
9月

調
査

方
法

自
記

式
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

、
気

中
濃

度
の

測
定

解
析

方
法

多
変

量
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

分
析

研
究

の
デ

ザ
イ

ン

岸
(2

0
03

)
（１

）健
康

状
態

皮
膚

、
眼

、
鼻

、
喉

・
呼

吸
器

、
全

身
症

状
、

い
ず

れ
か

の
症

状
は

、
そ

れ
ぞ

れ
14

.8
%、

13
.2

%、
13

.2
%
、

15
.5

%、
1
1.

7%
、

33
.1

%
（２

）解
析

結
果

「皮
膚

症
状

」ト
ル

エ
ン

（オ
ッ

ズ
比

2.
2
1,

 9
5%

C
I 
1.

12
-4

.3
7
)、

酢
酸

ブ
チ

ル
（
オ

ッ
ズ

比
2
.0

6
, 
9
5
%
C

I 
1
.1

2-
3
.8

0)
、

T
V

O
C

（
オ

ッ
ズ

比
7.

17
, 
95

%C
I 
1
.6

9
-3

0.
4）

「眼
の

症
状

」ト
ル

エ
ン

（オ
ッ

ズ
比

2.
1
3,

 9
5%

C
I 
1.

03
-4

.4
4
）、

エ
チ

ル
ベ

ン
ゼ

ン
（
オ

ッ
ズ

比
2
.0

5
, 
9
5%

C
I 
1.

0
5-

4.
00

)、
キ

シ
レ

ン
（オ

ッ
ズ

比
2
.2

2
, 
9
5
%
C

I 
1
.0

9
-
4
.5

6
)、

T
V

O
C

（
オ

ッ
ズ

比
1
0.

6
8,

 9
5%

C
I

1.
87

-
60

.9
5）

「
鼻

の
症

状
」
パ

ラ
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
（
オ

ッ
ズ

比
1.

9
0
, 
9
5
%
C

I
1.

11
-
3.

27
）、

キ
シ

レ
ン

（オ
ッ

ズ
比

2.
3
4,

 9
5%

C
I 
1.

17
-4

.7
0
)

「喉
・呼

吸
器

症
状

」ト
ル

エ
ン

（オ
ッ

ズ
比

2.
06

, 
95

%C
I 
1
.2

6
-3

.3
9）

、
α

-ピ
ネ

ン
（オ

ッ
ズ

比
2.

0
2,

 9
5%

C
I 
1.

18
-3

.4
8
）、

パ
ラ

ジ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

（
オ

ッ
ズ

比
1
.8

0,
 9

5%
C

I 
1.

06
-3

.0
4)

、
ノ

ナ
ナ

ー
ル

（
オ

ッ
ズ

比
2
.7

9
, 
9
5
%
C

I 
1
.1

1
-
7
.0

3
)

「全
身

症
状

」酢
酸

ブ
チ

ル
（オ

ッ
ズ

比
1.

96
, 
95

%
C

I 
1.

02
-3

.7
5）

「い
ず

れ
か

の
症

状
」
ト

ル
エ

ン
（
オ

ッ
ズ

比
1
.9

6,
 9

5%
C

I 
1.

23
-

3.
14

)、
エ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

（オ
ッ

ズ
比

2.
5
2,

 9
5%

C
I 
1.

45
-
4.

36
）、

α
-

ピ
ネ

ン
（オ

ッ
ズ

比
1.

6
8,

 9
5%

C
I 
1.

11
-
2.

53
)、

パ
ラ

ジ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

（オ
ッ

ズ
比

1.
68

, 
95

%C
I 
1
.1

1-
2.

5
3)

、
T
V

O
C

（オ
ッ

ズ
比

5.
3
5,

95
%C

I 
2
.0

5
-1

4.
0）

各
V

O
C

s、
ホ

ル
ム

ア
ル

デ
ヒ

ド
、

ア
セ

ト
ア

ル
デ

ヒ
ド

の
気

中
濃

度
に

対
し

て
性

別
、

年
齢

、
喫

煙
、

ペ
ッ

ト
、

在
室

時
間

、
住

居
面

積
、

換
気

シ
ス

テ
ム

、
ア

レ
ル

ギ
ー

・
喘

息
の

既
往

で
調

整

皮
膚

症
状

、
眼

の
症

状
、

鼻
の

症
状

、
喉

・
呼

吸
器

の
症

状
、

全
身

症
状

、
上

記
い

ず
れ

か
の

症
状
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表
3-

5 
シ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
様

症
状

と
関

連
要

因
に

関
す

る
疫

学
調

査
結

果
（

５
）

 

引
用

文
献

健
康

状
態

要
因

結
果

調
査

対
象

札
幌

市
内

の
主

と
し

て
新

築
住

宅
9
6軒

と
そ

の
居

住
者

31
7
人

（男
性

15
6

人
、

女
性

17
1人

)

調
査

時
期

20
01

年
8
月

～
同

年
9月

調
査

方
法

自
記

式
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

、
気

中
濃

度
の

測
定

解
析

方
法

多
変

量
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

分
析

調
査

対
象

岐
阜

県
の

公
立

小
学

校
の

児
童

と
保

護
者

1,
45

6
人

(成
人

66
0
人

、
小

児
79

6人
)

調
査

時
期

20
02

年
1
1月

調
査

方
法

自
記

式
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

解
析

方
法

重
回

帰
分

析

S
ai

jo
 e

t 
al

.
(2

00
4
)

皮
膚

症
状

、
眼

の
症

状
、

鼻
の

症
状

、
喉

・
呼

吸
器

の
症

状
、

全
身

症
状

、
上

記
い

ず
れ

か
の

症
状

各
V

O
C

s、
ホ

ル
ム

ア
ル

デ
ヒ

ド
、

ア
セ

ト
ア

ル
デ

ヒ
ド

の
気

中
濃

度
に

対
し

て
性

別
、

年
齢

、
ペ

ッ
ト

、
在

室
時

間
、

家
族

数
、

ア
レ

ル
ギ

ー
・
喘

息
の

既
往

、
結

露
の

発
生

、
カ

ビ
の

発
生

で
調

整

（１
）健

康
状

態
皮

膚
、

眼
、

鼻
、

喉
・
呼

吸
器

、
全

身
症

状
、

い
ず

れ
か

の
症

状
は

、
そ

れ
ぞ

れ
14

.8
%、

13
.2

%、
13

.2
%
、

15
.5

%、
1
1.

7%
、

33
.1

%
（２

）解
析

結
果

「皮
膚

症
状

」ト
ル

エ
ン

（オ
ッ

ズ
比

5.
5
7,

 9
5%

C
I 
1.

38
-2

2.
5
6)

、
酢

酸
ブ

チ
ル

（
オ

ッ
ズ

比
2
.0

7
, 
9
5
%
C

I 
1
.1

2-
3
.8

6)
、

T
V

O
C

（
オ

ッ
ズ

比
14

.0
9
, 
9
5%

C
I 
2.

4
1-

82
.2

）
「
眼

の
症

状
」
キ

シ
レ

ン
（
オ

ッ
ズ

比
2
.1

8
, 
95

%C
I 
1.

0
3-

4
.5

9)
、

T
V

O
C

（オ
ッ

ズ
比

11
.9

1
, 
9
5%

C
I 
1.

7
1-

82
.9

5
）

「喉
・呼

吸
器

症
状

」α
-ピ

ネ
ン

（オ
ッ

ズ
比

1.
84

, 
95

%C
I 
1
.0

7
-

3.
17

）
、

ノ
ナ

ナ
ー

ル
（
オ

ッ
ズ

比
2
.7

9,
 9

5%
C

I 
1.

10
-7

.0
7)

、
キ

シ
レ

ン
（オ

ッ
ズ

比
2.

22
, 
95

%C
I 
1
.1

0
-4

.4
6）

「全
身

症
状

」酢
酸

ブ
チ

ル
（オ

ッ
ズ

比
1.

95
, 
95

%
C

I 
1.

02
-3

.7
6）

「い
ず

れ
か

の
症

状
」
ト

ル
エ

ン
（
オ

ッ
ズ

比
4
.1

7,
 9

5%
C

I 
1.

45
-

12
.0

)、
α

-ピ
ネ

ン
（オ

ッ
ズ

比
1.

6
0,

 9
5%

C
I 
1.

06
-2

.4
2
)、

T
V

O
C

（オ
ッ

ズ
比

5.
86

, 
95

%C
I 
2
.0

9
-1

6.
42

）

（１
）健

康
状

態
「シ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
症

候
群

」1
.4

%、
「シ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
症

候
群

疑
い

群
」

13
.5

%
、

（２
）解

析
結

果
睡

眠
時

間
（
標

準
偏

回
帰

係
数

-0
.0

36
0
8,

 p
<0

.0
0
01

)、
ス

ト
レ

ス
（標

準
偏

回
帰

係
数

0
.0

5
59

9,
 p

=0
.0

02
8
)、

建
材

（標
準

偏
回

帰
係

数
0.

3
89

29
, 
p<

0.
00

0
1)

、
ア

レ
ル

ギ
ー

体
質

の
有

無
（標

準
偏

回
帰

係
数

0
.2

94
23

, 
p<

0.
0
00

1)

子
安

ら
(2

00
4
b)

鼻
の

症
状

、
喉

の
症

状
、

気
道

の
症

状
、

皮
膚

症
状

、
体

の
不

調
、

吐
き

気
の

何
れ

か
1つ

以
上

を
呈

し
、

建
物

か
ら

離
れ

る
と

症
状

が
改

善
ま

た
は

消
失

す
る

も
の

を
「
シ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
症

候
群

」
と

判
定

。
同

様
の

症
状

を
何

れ
か

1
つ

以
上

呈
し

、
建

物
か

ら
離

れ
る

と
症

状
が

改
善

ま
た

は
消

失
す

る
こ

と
は

言
及

し
な

い
も

の
を

「シ
ッ

ク
ハ

ウ
ス

症
候

群
疑

い
群

」
と

判
定

。

性
別

、
築

年
数

、
睡

眠
時

間
、

ス
ト

レ
ス

、
喫

煙
状

況
、

建
材

、
フ

ァ
ン

ヒ
ー

タ
ー

、
ペ

ッ
ト

、
ア

レ
ル

ギ
ー

体
質

の
有

無

研
究

の
デ

ザ
イ

ン



第３章 居住環境に関わる環境因子と健康影響 

 - 33 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
3-

6 
シ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
様

症
状

と
関

連
要

因
に

関
す

る
疫

学
調

査
結

果
（

６
）

 

引
用

文
献

健
康

状
態

要
因

結
果

調
査

対
象

埼
玉

県
内

で
ラ

ン
ダ

ム
抽

出
し

た
住

宅
3
,0

00
世

帯
(回

答
2
,3

68
世

帯
7,

3
95

人
、

内
男

性
3
,6

5
6
人

、
女

性
3,

73
0
人

、
不

明
9人

)

調
査

時
期

20
02

年
8
月

調
査

方
法

自
記

式
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

解
析

方
法

多
変

量
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

分
析

研
究

の
デ

ザ
イ

ン

東
ら

(2
0
04

)
眼

が
ち

か
ち

か
す

る
、

涙
が

で
る

、
鼻

づ
ま

り
、

鼻
水

、
の

ど
が

渇
き

や
す

い
、

咳
き

込
み

や
す

い
、

湿
疹

が
で

る
、

吐
き

気
が

す
る

、
頭

痛
、

め
ま

い
、

動
悸

が
す

る
、

息
が

し
に

く
い

な
ど

、
近

家
の

中
で

感
じ

る
症

状

年
齢

、
性

別
、

喫
煙

者
の

有
無

、
周

辺
環

境
（
住

宅
街

、
商

店
街

、
農

村
、

幹
線

道
路

、
工

場
、

森
林

・
ス

ギ
林

、
ご

み
焼

却
場

、
産

業
廃

棄
物

処
理

場
）
、

住
居

形
態

、
住

宅
構

造
、

築
年

数
、

居
住

期
間

、
2
年

以
内

の
リ

フ
ォ

ー
ム

の
有

無
、

部
屋

の
仕

様
と

数
、

高
気

密
住

宅
、

セ
ン

ト
ラ

ル
換

気
設

備
、

窓
開

け
の

頻
度

、
夏

に
使

用
す

る
機

器
、

結
露

や
か

び
の

発
生

状
況

、
室

内
で

使
用

し
て

い
る

主
な

機
器

、
掃

除
の

頻
度

、
冬

に
使

用
す

る
機

器
、

寝
具

の
天

日
干

し
の

頻
度

、
ペ

ッ
ト

の
飼

育
の

有
無

、
洗

濯
物

を
乾

か
す

場
所

（１
）健

康
状

態
有

訴
率

「
近

家
の

中
で

感
じ

る
症

状
あ

り
」
2
4
.7

%
（２

）解
析

結
果

農
村

に
居

住
（オ

ッ
ズ

比
2.

24
, 
95

%C
I 
1
.3

5
-3

.7
3)

、
工

場
あ

り
（
オ

ッ
ズ

比
1
.6

7
, 
9
5
%
C

I 
1
.0

7
-
2
.6

2）
、

産
業

廃
棄

物
処

理
場

あ
り

（オ
ッ

ズ
比

5.
6
9,

 9
5%

C
I 
1.

78
-1

8.
1
8）

、
2
年

以
内

に
壁

紙
張

り
替

え
あ

り
（オ

ッ
ズ

比
1.

44
, 
95

%C
I 
1
.0

3
-2

.0
0)

、
フ

リ
ー

リ
ン

グ
仕

様
の

部
屋

の
数

（
オ

ッ
ズ

比
0
.9

1,
 9

5
%
C

I 
0
.8

6
-
0
.9

8
）、

玄
関

で
か

び
の

発
生

あ
り

（オ
ッ

ズ
比

1.
88

, 
95

%C
I 
1
.3

1
-2

.7
0）

、
室

内
で

洗
濯

物
を

乾
か

す
（オ

ッ
ズ

比
2.

09
, 
95

%C
I 
1
.1

6
-3

.7
7）

、
室

内
に

観
葉

植
物

あ
り

（オ
ッ

ズ
比

1
.3

0
, 
9
5
%
C

I 
1
.0

7
-
1
.5

8）
、

室
内

に
電

気
ス

ト
ー

ブ
あ

り
（
オ

ッ
ズ

比
1
.3

7
, 
9
5
%
C

I 
1
.0

2
-
1
.8

3）
、

室
内

に
開

放
燃

焼
型

石
油

ス
ト

ー
ブ

あ
り

（オ
ッ

ズ
比

1
.3

3,
 9

5
%
C

I 
1
.1

0
-
1
.6

0
）
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表
3-

7 
シ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
様

症
状

と
関

連
要

因
に

関
す

る
疫

学
調

査
結

果
（

７
）

 

引
用

文
献

健
康

状
態

要
因

結
果

調
査

対
象

北
海

道
、

東
北

、
名

古
屋

、
大

阪
、

岡
山

、
北

九
州

の
築

6
年

以
内

の
住

宅
2,

29
8軒

調
査

時
期

20
03

年
1
1月

～
翌

年
6月

調
査

方
法

自
記

式
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

(b
)湿

度
指

標
（
結

露
の

有
無

、
か

び
の

有
無

、
か

び
の

臭
い

、
濡

れ
タ

オ
ル

の
乾

き
に

く
さ

、
水

漏
れ

の
有

無
）
の

数
を

説
明

変
数

と
し

、
家

族
数

と
築

年
数

で
調

整

(b
)湿

度
指

標
2つ

（
オ

ッ
ズ

比
2
.2

4
, 
9
5%

C
I 
1.

1
9-

4.
25

）
、

3つ
（
オ

ッ
ズ

比
4
.4

1
, 
9
5
%
C

I 
2
.2

5
-
8
.6

4
）
、

4～
5つ

（オ
ッ

ズ
比

5
.4

0,
 9

5%
C

I
2.

11
-
13

94
）

解
析

方
法

多
変

量
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

分
析

（１
）健

康
状

態
有

訴
率

「S
H

S
1
」2

.0
%、

「
S
H

S
2」

4
.3

%
（２

）解
析

結
果

「S
H

S
2」

(a
)か

び
の

臭
い

（オ
ッ

ズ
比

2.
00

, 
95

%C
I 
1
.1

3-
3.

5
4）

岸
ら

(2
0
05

)
①

「
世

帯
の

中
で

、
特

に
現

在
、

疲
れ

や
頭

痛
な

ど
の

何
ら

か
の

症
状

に
よ

る
体

の
不

調
、

目
や

鼻
の

か
ゆ

み
や

痛
み

な
ど

の
粘

膜
刺

激
症

状
、

湿
疹

や
ア

レ
ル

ギ
ー

な
ど

の
あ

る
方

が
い

ま
す

か
？

」と
質

問
、

②
次

に
そ

の
世

帯
の

中
で

有
症

者
が

あ
る

場
合

、
一

番
症

状
が

強
い

人
の

症
状

に
つ

い
て

、
皮

膚
、

眼
、

鼻
、

の
ど

、
胸

、
精

神
・神

経
症

状
、

自
律

神
経

症
状

、
泌

尿
生

殖
器

症
状

、
筋

肉
・
関

節
症

状
、

消
化

器
症

状
に

つ
い

て
、

頻
度

、
新

築
・
改

築
後

の
発

症
・
増

悪
の

有
無

、
そ

の
症

状
が

家
を

離
れ

る
と

よ
く
な

る
か

に
つ

い
て

質
問

。
症

状
が

「
い

つ
も

あ
る

」で
、

そ
の

症
状

は
「
家

を
離

れ
る

と
よ

く
な

る
」を

S
H

S
1、

症
状

が
「時

々
あ

る
」ま

た
は

「い
つ

も
あ

る
」
で

、
そ

の
症

状
が

「
家

を
離

れ
る

と
よ

く
な

る
」を

S
H

S
2

研
究

の
デ

ザ
イ

ン

(a
)家

族
数

、
築

年
数

、
結

露
の

有
無

、
か

び
の

有
無

、
か

び
の

臭
い

、
濡

れ
タ

オ
ル

の
乾

き
に

く
さ

、
水

漏
れ

の
有

無
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表
3-

8 
シ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
様

症
状

と
関

連
要

因
に

関
す

る
疫

学
調

査
結

果
（

８
）

 

引
用

文
献

健
康

状
態

要
因

結
果

調
査

対
象

岸
ら

(2
0
0
5
)の

調
査

回
答

者
、

北
海

道
、

東
北

、
名

古
屋

、
大

阪
、

岡
山

、
北

九
州

の
築

6年
以

内
の

住
宅

2,
29

8
軒

の
う

ち
、

環
境

測
定

に
同

意
し

た
4
2
5
軒

と
そ

の
居

住
者

1,
4
79

名

調
査

時
期

20
04

年
8
月

～
同

年
12

月
調

査
方

法
自

記
式

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
、

化
学

物
質

の
気
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表 3-1 から表 3-8 の研究を環境因子で大別すると、(1)周辺環境（幹線道路からの距離、大気

汚染、騒音、振動、高圧電線、立地環境、工場や産業廃棄物処理場等の周辺に存在する建物な

ど）、(2)住宅属性（住居形態、住宅構造、築年数、居住年数、住居面積、改築、リフォーム、

部屋の仕様、換気設備など）、(3)室内環境（受動喫煙、水漏れの有無、濡れタオルの乾きにく

さ、臭気や刺激臭の状況、ダニやノミの発生状況、かびの発生状況、結露の発生状況など）、(4)

住まい方（在室時間、部屋の清掃頻度、窓開けの頻度、寝具の天日干し、洗濯物を乾かす場所、

ペットの飼育状況、暖房器具・空気清浄機・加湿器・除湿器・芳香剤・防虫剤等の使用状況な

ど）に分類できる。これらはアンケート調査されたものである。さらに、(5)化学物質、真菌の

気中濃度(CFU)、床材や寝具のダニアレルゲン量(Der1)を直接測定したものがある。そして、

その他の因子として、(6)個人属性（性別、年齢、喫煙状況、アレルギー歴、飲酒歴、ストレス、

睡眠時間、職種、家族数など）をアンケートの調査項目としたものがある。以下、これらの調

査項目ごとにその概要をまとめた。 

 

(1) 周辺環境 

西條ら(2002)は、札幌近郊の新築・改築数年以内の住宅 564 軒の回答を解析した結果、幹線

道路から 100m 以内に居住していることとシックハウス様症状との関連性を報告している。東

ら(2004)は、埼玉県内の住宅 2,368 世帯 7,395 人の回答を解析した結果、農村に居住、工場や

産業廃棄物処理場が居住地周辺に存在することとシックハウス様症状との関連性を報告してい

る。 

 
(2) 住宅属性 

子安ら(2004b)は、岐阜県の公立小学校の児童と保護者 1,456 人の回答を解析した結果、シッ

クハウス様症状と建材との関連性を報告している。東ら(2004)は、壁紙の張り替え、フローリ

ング仕様の部屋数の少なさとシックハウス様症状との関連性を報告している。 

 

(3) 室内環境 

真鍋ら(2001)は、埼玉県北部の一戸建住宅 120 戸を調査し、女性 85 人の回答を解析した結

果、シックハウス様症状と関連性の強い項目として、強い臭気、上気道刺激臭、眼刺激臭、有

機溶剤臭、農薬臭、かび臭、換気状態の不十分さを報告している。また西條ら(2002)は、気に

なる臭いのある家具、結露の発生、かびの発生との関連性を報告している。かびの発生につい

ては、東ら(2004)の埼玉県の調査、岸ら(2005)の全国規模の調査でもその関連性が報告されて

いる。結露の発生や水漏れなどの湿度指標については、その数の多さとシックハウス様症状と

の関連性が岸ら(2005, 2006)の全国規模の調査で報告されている。さらに岸ら(2006)は、部屋

の空気の悪さとの関連性を報告している。 
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(4) 住まい方 

洗濯物を室内で乾かすこと、観葉植物の設置、電気ストーブや開放燃焼型石油ストーブの使

用とシックハウス様症状との関連性が報告されている(東ら, 2004)。洗濯物を室内で乾かすこと

や観葉植物の設置は、湿度指標の 1 つと考えることができる。この指標との関連性は、他にも

いくつか報告されている(西條ら, 2002; 岸ら, 2005; 岸ら, 2006)。 

 
(5) 化学物質、真菌の気中濃度、ダニアレルゲン量(Der1) 

吉良(2003)は、岡山周辺の新築建物の居住者 312 人の調査を解析した結果、1,200μg/m3 以

上の総揮発性有機化合物(TVOC)濃度と眼の症状や体温・汗との関連性、ホルムアルデヒドと

鼻の症状との関連性を報告している。この調査で TVOC との関連性が示唆されたため、さらに

各揮発性有機化合物(VOCs)について詳細に解析した結果、トルエン、キシレン、エチルベンゼ

ン、酢酸ブチル、n-ヘキサン、2,4-ジメチルペンタン、TVOC と各種シックハウス様症状との

関連性を報告している。このうち、キシレン、エチルベンゼン、酢酸ブチル、n-ヘキサン、TVOC

が多くの症状と関連し、特に喉と精神・神経症状との関連性が強かった。 

岸(2003)と Saijo ら(2004)は、札幌市内の新築住宅 96 軒とその居住者 317 人の調査を解析し

た結果、トルエン、酢酸ブチル、エチベンゼン、α-ピネン、パラジクロロベンゼン、ノナナー

ル、キシレン、TVOC と各種シックハウス様症状との関連性を報告している。このうち皮膚の

症状にはトルエンと酢酸ブチル、喉や呼吸器症状にはα-ピネン、ノナナール、キシレンといっ

た複数の化学物質が関連していた。 

岸ら(2006)は、さらに全国規模の調査を実施し、環境測定に同意した 425 軒とその居住者

1,479 人の調査を解析した結果、ベンズアルデヒド、1,2-ジクロロエタン、Rhodotorula 属の真

菌とシックハウス様症状との関連性を報告している。 

 
(6) 個人属性 

ストレス(子安ら, 2004b; 岸ら, 2006)、睡眠時間の短さ(子安ら 2004b)、アレルギー体質(子

安ら 2004b)、性別（女性）(吉良, 2003; 岸ら, 2006)とシックハウス様症状との関連性が報告さ

れている。 

 
3-3-3. シックハウス様症状に関連する環境因子について  

室内の気中濃度を直接測定し、シックハウス様症状との関連性を解析した研究がいくつか報

告されている(吉良, 2003; 岸, 2003; Saijo et al., 2004; 岸ら, 2006)。多数の化学物質がシック

ハウス様症状に関連しており、室内空気中の化学物質がシックハウス様症状の主要な原因であ

ることを直接的に示す重要な疫学調査結果と言える。しかし、その他の研究で関連性が示唆さ

れた環境因子についても、化学物質が関与しているものがある。 

西條ら(2002)は、幹線道路の近さシックハウス様症状との関連性を報告している。近年の大
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気汚染は、硫黄酸化物や降下煤塵を中心とした固定発生源から、大都市や幹線道路沿いなどに

おける、窒素酸化物や浮遊粒子状物質（SPM）を主体とした移動発生源汚染に移行しつつある

(嵯峨井ら , 1999)。窒素酸化物の代表的な物質である二酸化窒素は、皮膚や粘膜を刺激する

(IPCS, 1993)。SPM は、気管支喘息様の病態とアレルギー性鼻炎症状を引き起こすことが報告

されている(嵯峨井ら, 1999)。つまり、幹線道路に近い居住地ほど、自動車排気ガスに含まれる

これらの化学物質の影響を受けやすい。 

東ら(2004)は、農村に居住、工場や産業廃棄物処理場などの周辺環境因子との関連性を報告

している。これらの因子は、田畑に散布された農薬、産業廃棄物処理場からの排出ガス、工場

からの排出ガスなど、有害化学物質が排出される可能性のある因子である。この調査では、周

辺に産業廃棄物処理場があると回答した世帯では窓を閉める頻度が高かった。つまり、産業廃

棄物処理場からの排出ガスが室内へ進入することを居住者が懸念していた可能性が示唆されて

いる。廃棄物処理場周辺地域における居住者の健康調査としては、イギリス保健省が大規模な

調査を実施している。その結果、廃棄物処理場の周囲 2km 以内の居住者は、その他の地域の居

住者と比べ、先天性異常、低体重児出生、超低体重児出生のリスクがやや大きいと報告されて

いる(Elliott et al., 2001)。シックハウス様症状との関連性について調査した研究例は極めて少

ないが、喘息の申告数の増加(Fielder et al., 2001)や、気密性が高く室内が陰圧の建物で働く

人々に生じた呼吸器症状、記憶力、集中力の低下が、廃棄物処理場からの排出ガスに関連して

いることが示唆されている(Fourtes, 1990)。さらに東ら(2004)は、壁紙の張り替えや開放燃焼

型石油ストーブの使用とシックハウス様症状との関連性を報告している。壁紙を張り付ける接

着剤に揮発性の有機溶剤が含まれていると、施工後に室内空気が汚染される可能性がある。

Wieslander ら(1997)は、1 年以内に部屋の塗装を塗り替えた住宅では、喘息様症状を有する居

住者が有意に多いと報告している。開放燃焼型石油ストーブの使用は、刺激性のある窒素酸化

物を室内に放散して室内空気を汚染するため、適度な換気が必要であるといわれている(石黒ら, 

1989)。 

部屋の臭いとシックハウス様症状との関連性がいくつか報告されている。真鍋ら(2001)が報

告した強い臭気、上気道刺激臭、眼刺激臭、有機溶剤臭、農薬臭は、粘膜刺激性を有する化学

物質、有機溶剤、農薬が臭いの原因であった可能性がある。この調査では換気の不十分さとの

関連性も報告されている。十分に換気を行い、室内空気汚染物質を削減することは、シックハ

ウス様症状を軽減する措置として効果的であると考えられる。西條ら(2002)は、気になる臭い

のある家具との関連性を報告しているが、家具の表面塗装剤や表面仕上げ剤、接着剤が使用さ

れた木質材料などから放散された化学物質が臭いの原因であった可能性がある。 

結露、かび、真菌、水漏れなどの湿度指標とシックハウス様症状との関連性が多数報告され

ている(真鍋ら, 2001; 西條ら, 2002; 東ら, 2004; 岸ら, 2005; 岸ら, 2006)。また、室内で洗濯

物を乾かす、あるいは観葉植物の使用との関連性も報告されている(東ら, 2004)。これらの項目

も湿度指標の 1 つと考えることができる。かびや真菌が直接アレルゲンとなって居住者の健康
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に影響する可能性もあるが、微生物自体が 3-メチルフランやブタン-1-オールなどの揮発性有機

化合物を発生することが 近の研究で明らかとなっている(Wessen et al., 1996)。このような

物質は、微生物由来揮発性有機化合物(MVOC: Microbial Volatile Organic Compounds)と呼ば

れている。MVOC に関する研究報告は少なく、どのような微生物からどのような MVOC が発

生しているかということや、その分析技術に関する研究が中心である(朴ら, 2002; 朴ら, 2004)。

スウェーデンでシックビルディング症候群が発生している建物において、室内の方が屋外より

も MVOC 濃度が高かったと報告されている(Wessen et al., 1996)。MVOC の研究は、分析技術

に課題が多く、研究が始まったばかりである。湿気が多い建物内はかび臭いと感じられること

があるが、MVOC による臭いが原因となっている可能性がある。居住者の健康影響との関連性

など、今後の疫学研究が必要と考えられる。 

 
３－４．まとめ 

本章では、居住環境に関わる環境因子と健康影響について、シックハウス様症状と環境因子

との関連性に関わる日本の疫学研究を調査し、以下の知見を得た。 

 
(1) 室内空気中のさまざまな化学物質がシックハウス様症状に関連していた。そして、幹線道

路、工場、産業廃棄物処理場などの周辺環境、内装建材など住宅の建築設計に関わるもの、

家具や開放型石油ストーブなど室内に持ち込まれるものが環境因子としてシックハウス様

症状に関連していた。 

(2) 結露の発生、かびの発生、水漏れの発生、観葉植物の設置、室内で洗濯物を干すなどの湿

度指標に関わる項目が環境因子としてシックハウス様症状に関連していた。 

(3) 十分に換気を行い、室内空気汚染物質を削減することは、シックハウス様症状を軽減する

措置として効果的であると考えられる。 

 
以上のことから、居住地の周辺環境に対する配慮、住宅に使用される建材に対する配慮、室

内に持ち込む家具や機器に対する配慮、十分な換気を行うことによって、居住者の健康リスク

要因を減らすことができる。例えば、幹線道路や産業廃棄物処理場の近くに居住しない、化学

物質の放散量を低減した建材や家具を使用する、機械換気設備等の設置により室内空気汚染を

削減する、開放燃焼型石油ストーブなど室内空気を汚染する可能性のあるものを室内に持ち込

まない、室内で洗濯物を乾かさない、通風や換気等により室内の湿気を抑制する、といった建

築設計や住まい方が居住者の健康を保持増進するうえで効果的であると考えられる。 
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第４章 我が国の室内空気質規制の現状と課題 
 

 
４－１．はじめに 

近年、我が国ではいわゆるシックハウス症候群(以下、シックハウス症候群)と呼ばれる公衆

衛生問題が社会的に大きくなっている。図 4-1 に示すように、1987 年以降に掲載された一般紙

「朝日新聞」及び業界紙「日刊工業新聞」の記事を、「シックビル」「シックハウス」「シックス

クール」「化学物質過敏症」「ホルムアルデヒド」「揮発性有機化合物」「室内空気汚染」で検索

した結果、1995 年頃から関連記事が飛躍的に増大している。 

シックハウス症候群の主な特徴は、建物の中に入ると、目や鼻の刺激、頭痛、吐き気などの

症状が現れ、建物の外にでると症状が軽減または消失することであると我が国では考えられて

いる。またその主な原因は、建材等から放散される化学物質による室内空気汚染であると考え

られている (厚生省, 2000a)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
このような状況を踏まえ、関係省庁は、化学物質の室内濃度指針値の策定、建築基準法にお

ける化学物質の使用規制、建築物衛生法の改正、住宅における化学物質濃度の任意表示制度、

学校環境衛生の基準の改正、工業規格における化学物質の放散基準の改正等を行った。 

一方、化学物質の多様化や量的拡大にともない、個々の化学物質の有害性に着目した従来の

規制措置は限界にきている。そのため、化学物質による健康障害に対処するには、化学物質に

よるリスクの実態を評価し、そのリスクを適正に管理する必要がある。また、我々は日常、生

活時間の約 9割を室内で過ごしており、そのうち約 6～8割の時間を住宅の中で過ごしている(塩

津ら, 1998)。住宅には、乳幼児、高齢者、アレルギー症状を患う人々など、外的要因に対して

傷つきやすい感受性の高い人たちが生活している。それゆえ、あらゆる居住者にとって、健康
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図 4-１ 室内空気汚染に関連する新聞記事の年次推移 
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的な室内空気質を確保する必要がある。 

本章の目的は、居住環境を対象として、我が国でこれまで実施されてきた化学物質による室

内空気汚染に対する取り組みにおいて残されている課題を明確にすることである。そして、今

後の政策課題を提案することが本章の目標である。 

 
４－２．研究方法 

関係省庁による規制、法律、ガイドラインの策定、関係業界の自主基準や自主規制、研究者

らによる実態調査など、およそ過去 40 年間における室内空気汚染に関する調査研究と対策を

既往の文献や報告書をもとに整理した。そして、居住者の健康リスク削減の観点から、我が国

において残されている課題を分析した。得られた課題には（課題）を記した。 

 
４－３．結果および考察 

4-3-1. 調査研究と対策の動向 

室内空気汚染に関する我が国の調査研究と対策の動向を表 4-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1 室内空気汚染に関する我が国の調査研究と対策の動向 

年代 調査研究 対策

1970年代 ◆ 食器戸棚の合板由来のホルムアルデヒ

ドによる悪臭に関する報告(東京都消費者

センター; 1970)
◆ 日用品の化学物質と健康影響に関する

研究（豊川ら; 1971）

● 建築物衛生法(厚生省; 1970)
● 食器戸棚のホルムアルデヒドに関する指導通知

(林野庁; 1970)
● 住宅の内装材のホルムアルデヒドに関する指導通

知(林野庁, 農林省; 1971)
● 事務所衛生基準規則(労働省; 1972)
● 有害物質を含有する家庭用品の規制法(厚生省;
1974)

1980年代 ◆ 室内ホルムアルデヒドとVOCsの小規

模実態調査（松村; 1980、林; 1982、三谷

ら; 1985）
◆ 家具中のホルムアルデヒドの実態調査

（佐藤ら; 1981）

● 住宅の省エネ基準(通産省, 建設省; 1980)
● 合板等のホルムアルデヒド放散量の日本農林規格

(JAS)(農林省; 1980)
● PB等のホルムアルデヒド放散量日本工業規格

(JIS)(通産省; 1983)
● クロルデン類が製造・輸入・使用禁止（1986）

1990年代
以降

◆ ビルの室内ホルムアルデヒドとVOCs
の全国調査(国立公衆衛生院; 1996)
◆ 建材、機材等のVOCsの全国調査(国立

公衆衛生院; 1998)
◆ ホルムアルデヒドの全国調査(国立衛

研; 1997)
◆ 居住環境中のVOCs全国調査(国立衛研;
1999)
◆ 学校の室内ホルムアルデヒドとVOCs
全国調査(文部科学省; 2001, 2004)
◆ 居住環境中のホルムアルデヒドと

VOCs全国調査(国土交通省; 2000, 2001,
2003)

● 住宅の新省エネ基準告示(通産省, 建設省; 1992)
● ホルムアルデヒド室内濃度指針値(厚生省; 1997)
● 住宅の次世代省エネ基準告示(通産省 , 建設省 ;
1999)
● 12物質室内濃度指針値(厚生省; 2000-2002)
● TVOC暫定目標値(厚生省; 2000)
● 住宅品質確保促進法(国土交通省; 2000)
● 改正建築物衛生法(厚生労働省; 2003)
● 学校環境衛生の基準改訂(文部科学省; 2002)
● 改正建築基準法(国土交通省; 2003)
● 地域保健法の基本指針改訂(厚生労働省; 2003)
● 農薬取締法の省令改正(農林水産省; 2003)
● 事務所衛生基準規則の改訂(厚生労働省; 2004)

参考：WHO欧州空気質ガイドライン(1987)，WHO空気質ガイドライン(1999)
VOCs：揮発性有機化合物，TVOC：総揮発性有機化合物
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4-3-1-1. 特定建築物および事務所の衛生基準に関する法律  

我が国では 1970 年に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）」が

制定された。この法律は、延べ面積が 3,000 ㎡以上である建築物及び 8,000 ㎡以上の学校（総

じて以下、特定建築物）が対象であった。空気環境基準として、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃

度、二酸化炭素濃度、温度、湿度、気流に関する維持管理基準及び 2 ヶ月以内に 1 回の定期点

検が規定された。また、1972 年に制定された労働安全衛生法の事務所衛生基準規則では、事務

所に対して建築物衛生法と同様の基準が規定された。我が国ではこれらの基準により、欧米諸

国で大問題となったシックビルディング症候群の発生が抑えられたと考えられている。 

 

4-3-1-2. 家具や家庭用品による健康被害－1970 年代の室内空気汚染－  

1970 年、東京都消費者センターは、食器戸棚の合板から放散されるホルムアルデヒドによる

健康被害を公表した(厚生省, 1991)。ホルムアルデヒドの放散源は、合板の接着に使用されるユ

リア樹脂系接着剤であった。そこで関係省庁は、食器戸棚だけでなく、住宅の内装材に使用さ

れる合板に対しても、合板の製造時に接着剤及び接着作業の適正な管理を行うよう関係業界に

対して行政指導を行った(林野庁, 1970; 林野庁, 1971)。そして 1980 年代に関係省庁は、合板

やパーティクルボード等の木質建材から放散されるホルムアルデヒド放散量の規格(JIS, JAS)

を定めた。 

1960 年代から 1970 年代にかけて、衣類やスプレー剤等の日用品から放散される化学物質に

よる健康被害が発生した。そして、日用品等に含まれる化学物質よる健康影響に関する調査結

果が 1971 年に報告された(厚生省, 1991)。この報告は豊川レポートと呼ばれている。これは、

1974 年に「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」（以下、家庭用品規制法）が施

行されるに至った根拠となる重要な報告であった。この法律で定められた基準は、衣類からの

遊離ホルムアルデヒド濃度、スプレー剤に含まれるメタノール濃度や塩化ビニル濃度等であっ

た。 

このように、我が国では 1970 年代にホルムアルデヒドに関する調査や規制が家庭用品を中

心に行われた。そして、その対策のための法律や基準が定められた。 

 
4-3-1-3. ホルムアルデヒド濃度の実態調査と室内濃度指針値－1980 年代～1990 年代－  

松村ら(1980)は、住宅におけるホルムアルデヒド濃度の実態調査を行った。結果は、一般家

庭の洋間 0.17ppm、同居間及び台所 0.14ppm、新築プレハブ住宅 0.11ppm、外気 0.005ppm で

あった。つまり、室内空気は外気よりホルムアルデヒド濃度が高く、建材や家具類に使用され

ている接着剤が主な原因であろうと推測された。 

これ以降、一般住宅の室内空気に関する小規模な調査がいくつか報告された。例えば、林ら

(1982)は、目の刺激や皮膚の湿疹等の苦情があった住宅から平均 0.12ppm（ 小 0.09～ 大

0.15）のホルムアルデヒド濃度を検出した。また、三谷ら(1985)は、入居後まもなく化学物質
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による目の刺激と診断された居住者が住む築 3 ヶ月の新築住宅を調査したところ、平均

0.26ppm( 小 0.2～ 大 0.38)のホルムアルデヒド濃度を検出した。 

当時、我が国ではホルムアルデヒドの室内環境基準がなかった。松村ら(1983)は、デンマー

クやスウェーデン等では室内環境基準として 0.1ppm が定められていたことを根拠に、室内環

境基準の設定を 1983 年に提案した。しかし表 4-1 から明らかなように、我が国でホルムアル

デヒドの室内環境基準が定められたのは、1997 年であった(厚生省, 1997)。 

佐藤ら(1981)は、食器戸棚やタンス等の家具から放散されるホルムアルデヒド濃度の実測を

行った。その結果、1965 年以降に購入された家具(平均 1.15μg/m2･24hr)は、それ以前に購入

された家具(平均 0.10μg/m2･24hr)よりもホルムアルデヒド放散量が約 10 倍高かった。また佐

藤ら(1981)は、1977 年から 1980 年に横浜市の居住者が室内で悪臭の苦情を訴えた家具のホル

ムアルデヒド放散量を測定した。その結果、居住者は、10μg/m2･24hr 付近で臭気を感じ、数

10μg/m2･24hr になると目の痛みを訴えていた。この報告は、1960 年代から 1970 年代にかけ

て、食器戸棚などによる悪臭等の健康被害が増加したことを裏付けたものであり、家具からの

ホルムアルデヒド放散量と健康影響との関連性を示した貴重な報告である。しかし、前述のよ

うに、1980 年に合板等のホルムアルデヒド放散量の規格が定められたものの、家庭用品規制法

等の法律によりホルムアルデヒド放散量が規制されるには至らなかった。 

このような小規模な報告の後、1995 年に国立公衆衛生院の池田ら(1998)は、築後半年以内の

19 の新築戸建住宅と、12 の中古戸建住宅におけるホルムアルデヒド濃度の実態調査を行った。

その結果、中古戸建住宅は世界保健機関(WHO)欧州事務局が 1987 年に定めた気中濃度のガイ

ドライン 0.1mg/m3 (0.08ppm) (WHO Europe, 1987)を越えていなかった。しかし、冬・春季約

26％、夏・秋季約 5％の新築戸建住宅が、WHO 欧州事務局のガイドラインを越えていた。 

1996 年に国立医薬品食品衛生研究所 (安藤, 1997a)は、さらに調査規模を拡大し、全国 230

の住宅に対してホルムアルデヒド濃度の全国調査を行った。その結果、約 25％強の住宅におい

て、WHO のガイドラインを越えていた。この結果をふまえ、1997 年 6 月に厚生省（2000 年 1

月から厚生労働省に改編）は、人の鼻咽頭粘膜に対する刺激からホルムアルデヒドの室内濃度

指針値 0.1mg/m3(0.08ppm)を策定した (厚生省, 1997)。  

 

4-3-1-4. しろあり防除剤クロルデンの規制  

近代戦争後、殺虫剤の開発が進む中、殺虫性が高く環境中での残留性が高いクロルデンなど

の有機塩素系殺虫剤がしろあり防除剤として住宅で多用された。しかし、1968 年に発生したカ

ネミ油症事件をきっかけに、化学物質による環境汚染や人の健康障害を未然に防止することを

目的として、1973 年に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下、化審法）が制定

された。そして、生体内で蓄積性が高く、自然界で分解し難く、人の健康に有害な影響が大き

い化学物質に対する規制が強化された。 

この法律により、1986 年にクロルデンが化審法の第一種指定化学物質に指定された。その結
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果、クロルデン類の製造・輸入及び使用が禁止された。1987 年に社団法人日本しろあり対策協

会(1988)が会員企業を対象に調査したところ、使用薬剤が 1 種類の場合、クロルピリホスの使

用割合が約 76%と も多く、次いでホキシムの使用割合が約 14%と多かった。つまり、クロル

デン類の規制により、しろあり防除薬剤は主にクロルピリホスへと置き換わった。 

後述するが、国土交通省は 2002 年に建築基準法を改正し、我が国で広く使用され、かつ被害

事例が多いクロルピリホスに対し、居室を有する建物内での使用を禁止した。つまり、ある化

学物質を規制しても、他の化学物質へと置き換わり、その後、その物質による健康影響が確認

されると、さらにその物質を規制する悪循環を招いた。（課題Ａ）  

 

4-3-1-5. 揮発性有機化合物(以下、VOCs)の実態調査と室内濃度指針値―1990 年代― 

1995 年頃から室内空気汚染に対する社会的関心が高まったことを踏まえ、厚生省(1999)は、

ホルムアルデヒド以外の 44 種類の VOCs に関して一般住宅を対象とした全国調査を行い、そ

の結果を 1999 年に公表した。これらの VOCs は、接着剤や塗料などの溶剤、防虫剤、消臭剤

などに利用されている化学物質であった。これらの一部はすでに欧州で実態調査が行われ、

1987 年に WHO 欧州事務局が気中濃度のガイドラインを定めていた。調査の結果を以下に示す。

1) 全般的に VOCs 濃度は室外より室内の方が高かった。2) 防虫剤に利用されていたパラジク

ロロベンゼンは、厚生省による耐容平均気中濃度を越えた住宅が約 5%であった。3) 接着剤や

塗料の溶剤として利用されていたトルエンは、WHO 欧州事務局による気中濃度のガイドライ

ンを越えた住宅が約 6％存在した。 

厚生省は、この調査結果を踏まえ、室内空気中の化学物質による健康被害防止策を推進する

ために、これまでに 12 の化学物質の室内濃度指針値と総揮発性有機化合物（TVOC）の暫定目

標値を策定した(表 4-2)。これらの化学物質は、以下に示す指標(厚生省, 2000a)をもとに選定さ

れた。 

(1) WHO などにより気中濃度のガイドラインが提示されている。 

(2) 全国調査(厚生省, 1999)の結果から室内濃度が高く、その理由が室内の発生源によると考

えられる。 

(3) パブリックコメントから特に要望があった。 

(4) 外国で新たな規制がかけられたこと等の理由により早急に指針値の策定を考慮する必要

がある。 

(5) 主要な用途からみて万遍なく網羅している。 

(6) 主要な構造分類からみて万遍なく網羅している。 

 
本来ならば、対策を行うべき要因を健康リスクの大きさから優先付けし、許容できないリス

クの化学物質に対して対策を行うべきである。しかし、1995 年以降、室内空気汚染による健康

被害の問題が社会的に大きくなる中、厚生省は、化学物質による健康被害を生じさせないうえ
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で望ましいと判断された値を早急に策定する必要があった。そこで、全国調査の結果から室内

濃度が比較的高く、室内に発生源があると考えられる物質に、諸外国における既存の規制等を

指標として指針値が策定された。そのため、この指針値は、リスク評価に基づいて優先付けさ

れたものではなかった。（課題Ｂ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-3-1-6. 総揮発性有機化合物（TVOC）の暫定目標値  

厚生省 (2000b) は 2000 年に TVOC の暫定目標値を定めた。これは、室内空気汚染の目安を

示すもので、個別の VOCs の総量である。個別の VOCs の室内濃度指針値は、リスク評価に基

づいた健康指針値であり、その濃度以下であれば通常の場合、健康への有害な影響は起こさな

いと推定された数値である。しかし、室内には複数の VOCs が存在することが全国調査 (厚生

省, 1999)で明らかになっており、順次これらの VOCs の指針値を検討していく必要がある。だ

た、そのためには膨大な時間がかかり、指針値が策定されていない VOCs による汚染を未然に

防止する必要がある。このような考えに基づき、TVOC の暫定目標値が設定された。 

この目標値の設定にあたっては、リスク評価における毒性の用量／反応評価から耐容一日摂

取量(TDI)または実質安全量(VSD)を算出するだけの科学的知見が確立されていないため、全国

調査結果 (厚生省, 1999)から TVOC の中央値を算出した。厚生労働省は、この数値を「合理的

に達成可能な限り低い(ALARA: as low as reasonably achievable)」と判断される数値と仮定し、

TVOC の暫定目標値に採用した。 

TVOC の概念は、室内濃度指針値が設定されてない化学物質への代替を管理するうえで重要

表 4-2 厚生省（現 , 厚生労働省）による化学物質の室内濃度指針値  

化学物質 室内濃度指針値：μg/m
3 毒性指標 主な排出源 設定日

ホルムアルデヒド 100 （0.08) 鼻咽頭粘膜への刺激 合板、接着剤 1997.6.13

トルエン 260 (0.07) 神経行動機能、生殖毒性 接着剤、塗料 2000.6.26

キシレン 870 (0.2) 出生児の神経毒性 接着剤、塗料 2000.6.26

パラジクロロベンゼン 240 (0.04) 肝臓、腎臓への影響 防虫剤 2000.6.26

エチルベンゼン 3800 (0.88) 肝臓、腎臓への影響 断熱材、塗料、床材 2000.12.15

スチレン 220 (0.05) 脳、肝臓への影響 断熱材、塗料、床材 2000.12.15

クロルピリホス 1 (0.00007)※小児0.1 新生児の神経、脳への影響 シロアリ駆除剤 2000.12.15

フタル酸ジ-n-ブチル 220 (0.02) 新生児の生殖毒性 軟質塩ビ樹脂、塗料 2000.12.15

テトラデカン 330 (0.04) 肝臓への影響 接着剤、塗料 2001.7.5

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 120 (0.0076) 精巣毒性 軟質塩ビ樹脂、塗料 2001.7.5

ダイアジノン 0.29 (0.00002) ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ活性阻害 シロアリ駆除剤 2001.7.5

アセトアルデヒド 48 (0.03) 鼻腔嗅覚上皮への影響 合板、接着剤 2002.1.22

フェノブカルブ 33 (0.0038) ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ活性阻害 シロアリ駆除剤 2002.1.22

ノナナール 41 (0.007)暫定値 毒性学的影響 合板、接着剤 検討継続

総揮発性有機化合物(TVOC) 400 暫定目標値 ー 内装材、家具、家庭用品 2000.12.15

（　　）内は25℃換算時の体積濃度ppm



第４章 我が国の室内空気質規制の現状と課題 

 - 53 - 

である。しかし一方で、TOVC は、毒性学的な見地からガイドラインを設定することが困難な

ため、その概念の使用に懸念を示す報告がある(Wolkoff, 2003)。図 4-2 及び図 4-3 に接着剤及

び塗料の出荷統計の年次推移を示す。ホルムアルデヒドの指針値が策定された 1997 年を境に、

ホルムアルデヒド縮合系接着剤の出荷数量が減った。しかし、接着剤や塗料が溶剤系から非溶

剤系へと置き換わった傾向はほとんどみられなかった。 

一般に、水系の接着剤や塗料は、溶剤系のものと比べて耐水性、耐熱性、耐久性などの性能

が劣る。また、水は有機溶剤に比べて揮発速度が遅いため、より多くの作業時間がかかるとい

う問題もある。そのため容易には置き換えが進まず、室内濃度指針値が策定されたトルエンや

キシレンから、指針値が策定されていない酢酸エチルなどの他の有機溶剤へ置き換えられてい

ると考えられる。このような動きは、実際にはリスクが削減されない、あるいは新たなリスク

が生じてしまうことになる可能性が懸念される。そのためにも、健康リスクの指標となるよう

に、TVOC の暫定目標値を見直す必要がある。（課題Ｃ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-3-1-7. 関連法規等の改正―2000 年代― 

厚生労働省が化学物質の室内濃度指針値を策定したことを踏まえ、関係省庁は、実際の建物

における曝露評価を行うために、全国の住宅 (国土交通省, 2001; 国土交通省, 2002; 国土交通

省, 2003; 国土交通省, 2004)や学校 (文部科学省, 2001; 文部科学省, 2004)における化学物質

濃度の実態調査を行った。その結果を表 4-3 に示す。調査の結果、ホルムアルデヒドの指針値

を越えていた住宅や学校の比率が高かった。また、住宅ではホルムアルデヒド、トルエン、キ

シレンの指針値超過率は年々低下傾向にあり、関係業界による対策が急速に進んでいることが

わかる。今後、指針値が策定された化学物質は、関係業界等の対策により、室内濃度指針値を
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図 4-3 塗料出荷数量の年次推移  
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図 4-2 接着剤出荷数量の年次推移
   （社団法人日本接着剤工業会公表値）  
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超える住宅の割合はほとんどゼロになると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
関係省庁は、これらの全国調査の結果を踏まえ、関連法規等を改正した。その概要を表 4-4

に示す。全国調査の結果、指針値超過率が も高かったホルムアルデヒドに対する対策が も

厳しい。改正建築基準法では、ホルムアルデヒドの室内濃度が も高くなる夏場の室温 28℃に

おいて指針値を超えないよう、ホルムアルデヒド発散建材の使用制限が行われた。この制限は、

建材のホルムアルデヒド放散速度と部屋の換気回数の２つの因子から規定されている。ホルム

アルデヒド発散建材は、ホルムアルデヒドの放散速度に応じ、その速度が遅いものから F☆☆

☆☆、Ｆ☆☆☆、Ｆ☆☆の分類記号が日本工業規格(JIS)や日本農林規格(JAS)（表 4-5 参照）

により定められた。この記号は製品にラベリングされている。設計施工業者は、このラベリン

グを参考に使用する建材を選定することができる。 

建築基準法では、しろあり防除剤として使用されるクロルピリホスを使用禁止にした。その

主な理由は、アメリカ環境保護庁が 2000 年に室内用途への使用を禁止したこと、代替の薬剤

や防除工法が選定できること、の２点であった(本橋, 2004)。 

建築物衛生法、事務所衛生基準規則、学校環境衛生の基準では、維持管理基準が改訂された。

いずれも１回／年の測定が義務づけられている。管理基準を超えた場合、管理者は換気設備や

建材等の見直しを行わねばならない。 

一方、住宅は個人が管理するため、法規による維持管理基準は定められていない。しかし、

住宅品質確保促進法の住宅性能表示制度を利用すれば、居住者は、指定検査機関の測定により

化学物質濃度を知ることができる。本来、このような性能表示は、建築設計者が行うべきであ

ろう。しかし、高精度の分析機器を用いて化学物質濃度を測定することは、それを専門としな

い建築設計者にとって容易なことではない。住宅性能表示制度は、個人の「知る権利」を確保

表 4-3 住宅と学校における全国調査結果 
指針値超過率 (%)

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

ホルムアルデヒド 28.7 13.3 7.1 5.6 4.3 4.3 0 0.4
トルエン 13.6 6.4 4.8 2.2 1.1 0.4 1.5 1.5
キシレン 0.2 0.3 0 0.1 0 0 0 0
エチルベンゼン 0 0 0 0 0 0 0 0
スチレン 1.1 0 0.1 0 0.4 0 0
アセトアルデヒド 9.2 9.5
パラジクロロベンゼン 0 0 0 0
クロルピリホス

フタル酸ジ-n-ブチル

テトラデカン 0 0 0 0
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

ダイアジノン 0 0

0 0
0 0

2000 冬2000 夏

0 0

※空白部は測定対象外、住宅：国土交通省、学校：文部科学省

学校

化学物質

住宅

2000 2001 2002 2003 2001 冬2001 夏
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した点で、特筆すべき制度と言える。この表示制度は、空気環境だけでなく、耐震性、防火性、

遮音性、採光性、省エネルギー対策、高齢者への配慮等の分野にも適用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-4 室内空気汚染の関連法規 

関連法規 建築基準法 建築物衛生法
事務所衛生
基準規則

学校環境衛生
の基準

住宅品質確保
促進法

家庭用品
規制法

健康増進法

監督省庁 厚生労働省 厚生労働省 厚生労働省 国土交通省 国土交通省 厚生労働省 厚生労働省

適用範囲
居室を有する

建物
特定建築物 事務所 学校

新築住宅
既存住宅

家庭用品
多数の人の
利用施設

手段 規制 維持管理基準 維持管理基準 維持管理基準
任意申請によ
る性能表示

規制 指針

ホルムアルデヒド
100μg/m3以下を
目標とした内装建
材の使用制限

100 100 100
・濃度表示
・使用建材
　の表示

樹脂加工剤
中の含有量 *

アセトアルデヒド

ノナナール

トルエン 260
濃度表示

(任意)

キシレン 870 (必要時)
濃度表示

(任意)

エチルベンゼン 3800 (必要時)
濃度表示

(任意)

スチレン 220 (必要時)
濃度表示

(任意)

テトラデカン

パラジクロロ
ベンゼン

240 (必要時)

フタル酸ジ-n－
ブチル

フタル酸ジ-2－
エチルヘキシル

クロルピリホス 使用禁止

ダイアジノン

フェノブカルブ

クレオソート油 ppm
PAH

**
含有量

薬剤: 10
処理木材: 3

たばこ煙
受動喫煙
防止策

一酸化炭素 ppm 10 * 10 * 10 *

二酸化炭素 ppm 1000 * 1000 * 1500 *

二酸化窒素 ppm 0.06

浮遊粉じん mg/m3 0.15 * 0.15 * 0.1 *

落下細菌 CFU/room 10 *

ダニ 個/m
2 100

温度 ℃ 17～28 * 17～28 * 冬: >10 *

夏: <30 *

相対湿度 %RH 40～70 * 40～70 * 30～80 *

換気 回/hr
住宅: 0.5

その他: 0.3

2.2: 小学以下 *

3.2: 中学 *

4.4: 高校 *

設備の表示

気流 m/s 0.5 * 0.5 * 0.5 *

その他の関連法規

*: 室内濃度指針値策定（シックハウス症候群対策）以前に設定済

**: 多環芳香族炭化水素（ジベンズ[a,h]アントラセン、ベンズ[a]アントラセン、ベンゾ[a]ピレン）

因
子

生
物

物
理
因
子

化
学
因
子

環境因子

　地域保健法：行政機関によるシックハウス症候群の相談窓口

　農薬取締法：住宅地で散布する際の遵守事項

μg/m
3
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4-3-1-8. ラベリング  

化学物質の放散量や放散速度によって製品を分類することは、建物の設計者や居住者が、よ

り健康に配慮した製品を選択する上で重要な目安となる。できる限り有害な化学物質を放散し

ない製品を使用したい場合、その分類に応じて も放散量や放散速度が小さい製品を選択する

ことができる。我が国で定められているラベリングを表 4-6 に示す。 

改正建築基準法に基づき、JIS 規格や JAS 規格において、ホルムアルデヒド発散建材の基準

が改正された。これらの規格では、前述の F☆☆☆☆等の分類記号が用いられている。壁紙関

連製品の関係団体は、自主的に VOCs を規格の対象物質としている。これは、主にドイツの制

度を自主的に取り入れたものである。木質建材や家具など、塗料や接着剤が使用される製品に

は、有機溶剤が使用されている場合がある。しかし我が国では、ホルムアルデヒド以外の化学

物質を対象としたラベリングはほとんどない。（課題Ｄ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-6 室内空気汚染に関連するラベリング 

表 4-5 ホルムアルデヒド発散建材の規格 

等級区分 関連規格

0.12以上 1種 分類なし 使用禁止

0.02-0.12 2種 F☆☆

(JIS, JAS) 大臣認定品 使用制限

0.005-0.02 3種 F☆☆☆

(JIS, JAS) 大臣認定品 使用制限

0.005以下 規格対象外
F☆☆☆☆

 (JIS, JAS) 大臣認定品 制限なし

*測定条件; 温度: 28ºC, 相対湿度: 50%
                      ホルムアルデヒドの濃度基準: 0.1 mg/m3

国土交通大
臣の認定

内装仕上げにお
ける使用制限

ホルムアルデヒド
放散速度

(mg/m2h)

ホルムアルデヒド
発散建材

規格 省庁、団体 対象物質 対象製品

日本工業規格 (JIS) 経済産業省 ホルムアルデヒド
繊維板、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ (PB)、壁紙
接着剤、塗料、断熱材、

日本農林規格 (JAS) 農林水産省 ホルムアルデヒド 合板、フローリング、集成材

BL認定 ベターリビング ホルムアルデヒド
建具、内装ユニット、洗面器
冷暖房システム、キッチンシステム

ISM 日本壁装協会
ホルムアルデヒド
VOCs、重金属等

壁紙、カーテン、カーペット
内装用水性塗料、壁紙張り用接着剤

SV 壁紙製品規格協議会
ホルムアルデヒド
VOCs、重金属等

壁紙（紙、無機質材、プラスティック）

室内環境配慮マーク 全国家具工業連合会 ホルムアルデヒド
家具に使用する材料（合板、繊維板、
パーティクルボード、接着剤、塗料）
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4-3-2. 室内空気汚染に関連する健康被害の実態  

化学物質の有害性評価による室内濃度指針値策定、室内空気中の化学物質濃度の実測による

曝露評価により、関係省庁や関係業界による対策が行われてきた。しかし、室内空気汚染と居

住者の健康被害の因果関係が疫学調査等で明らかにされたわけではない。現在のところ、我が

国ではシックハウス症候群の診断基準は確立されていない。そのため、医療機関の診断表の調

査により健康被害の実態を把握することはできない。一方、消費者の相談窓口である国民生活

センターには、さまざまな健康被害の相談が寄せられている。そこで、国民生活センター(2002)

が公表した報告書をもとに、室内空気汚染に関連する健康被害状況を考察した。図 4-4 に、要

因別の健康被害相談件数の年次推移を示す。調査結果が公表されている 1997 年以降、約 300

件前後の相談が寄せられていた。また、家具類や害虫駆除関連の要因が 2000 年以降増えてい

た。次いで、1997 年から 2002 年 9 月までに寄せられた 1,570 件の内訳を図 4-5 に示す。家具・

寝具類が全体の約 9％、防虫・殺虫用品が約 4.6％を占めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 4-7 に、社団法人日本化学工業協会の化学製品 PL 相談センター(2003, 2004)に寄せられた

商品群別クレーム件数の年次推移を示す。建材だけでなく、家具、殺虫剤、防虫剤、芳香剤・

消臭剤など、家庭用品から発生する化学物質による室内空気汚染が原因と思われる体調不良の

クレームが多数寄せられていた。 

以上、室内空気汚染に関する健康被害の状況を概観すると、家庭用品等からの被害が少なか

らず発生していることがわかる。つまり、多数の汚染源が健康被害に関連しており、建材の規

制だけでは十分ではないと言える。（課題Ｅ） 

 

図 4-4 室内空気汚染に関連する健康被害の概要 
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図 4-5 健康被害の内訳 

 (1997 年～2002 年 9 月) 
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一般に人の健康に有害な影響を及ぼすと考えられている濃度よりもはるかに低い濃度の様々

な化学物質に曝露することにより、多種多様な症状を引き起こす(Buchwald et al., 1994)多種

化学物質過敏症(multiple chemical sensitivity: MCS)という病態が知られている。しかし、

MCS の発生機序は不明であり、慢性疲労症候群や繊維筋痛症との区別が難しく、医学界で認め

られた病態ではない。そのため、多くの科学者や医学関係者の間では、医学的に原因不明の病

態(medically unexplained diseases)として MCS の定義に関する議論を進めている。宮田ら

(1999)は、眼科検診を中心とする独自の診断基準に基づき、MCS の想定発症原因に関する調査

を行った（表 4-8）。その結果、MCS と診断した 144 件の想定原因の内訳は、新築やリフォー

ムが 51 件、しろあり防除や防ダニ剤が 6 件であった。つまり、住宅の室内環境における化学

物質曝露を原因とするものが多数であった。 

内山ら(Uchiyama et al., 2003)は、MCS の全国規模の実態調査を行った。20 歳以上の 4000

人に対して、アメリカの Miller が開発した MCS に関するアンケート調査票 (Quick 

Environmental Exposure and Sensitivity Inventory: QEESI)を配布し、2582 人から回答を得

た。その結果、回答者の 0.74%が MCS のリスクを有するとの結果が得られた。これは、日本

の人口から推算すると、約 70 万人に相当し、公衆衛生学的にも問題ととらえられる数値であ

る。この調査から、MCS の発症は、化学物質に対する感受性の個人差が影響していると考えら

れている。人の個人差は、一般的なリスク評価において不確実係数として考慮されている。し

かしながら、これらの調査結果から、人の個人差は、伝統的に考えられてきたレベルよりもさ

らに大きなレベルを考えなければならないと考えられる 

子どもは、大人よりも体重あたりの呼吸量や飲食量が多い。そのため、体重あたりに曝露す

る化学物質の量は、大人よりも多い。また、免疫機能等が発達段階にある子どもの体は、大人

表 4-7 商品群別クレーム件数の年次推移 

建材 20 建材 28 建材 16 洗剤・洗浄剤 12 建材 22
自動車用品 13 洗剤・洗浄剤 22 洗剤・洗浄剤 16 自動車用品 10 生活用品 21
生活用品 12 生活用品 16 殺虫剤 14 接着剤・粘着剤 10 家具 12
家具 11 殺虫剤 15 自動車用品 12 生活用品 8 しろあり防除剤 11
しろあり防除剤 11 家具 14 生活用品 10 家具 7 洗剤・洗浄剤 11
塗料 9 しろあり防除剤 12 家具 9 殺虫剤 6 接着剤・粘着剤 8
殺虫剤 8 塗料 9 芳香剤・消臭剤 8 繊維製品 5 塗料 6
染毛剤 8 繊維製品 8 接着剤・粘着剤 7 塗料 5 繊維製品 6
入浴剤 8 化粧品 7 塗料 6 しろあり防除剤 5 Plastics 6
工業製品 7 芳香剤・消臭剤 7 防虫剤 6 その他 62 芳香剤・消臭剤 5
洗剤 7 染毛剤 7 繊維製品 6 殺虫剤 5
防虫剤 7 その他 81 その他 55 その他 52
その他 67

総数 188 総数 226 総数 165 総数 130 総数 165

平成15年度平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
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よりも化学物質への曝露などの外的要因に対して傷つきやすい。そのため、子どもの環境保健

は、予防的取組方法を基本概念とすることが国際的な動向となっている(WHO Europe, 2004)。

予防的な取組方法とは、「深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科

学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きな措置を延期する理由とし

て使われてはならない。」と 1992 年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議

（UNCED）における「環境と開発に関するリオ宣言」第 15 原則で定義されている。しかしな

がら、感受性の高い人たちの個人差は我が国の室内空気質規制では考慮されていない。（課題

Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-3-3. 化学物質による健康リスクの初期評価  

環境省は、化学物質排出把握促進法(以下、PRTR 法)対象化学物質のうち、有害性に関する

知見が豊富にある 73 の化学物質に対してリスク評価を行った(環境省, 2002; 環境省, 2003; 環

境省, 2004)。その結果を表 4-9 に示す。この評価では、化学物質の有害性評価と曝露評価から、

曝露余裕度(以下、MOE: Margin of Exposure)が計算された。MOE の数値が 10 未満を A「相

対的にリスクが高い可能性があり、詳細な評価を行う候補」、10 以上 100 未満を B「リスクは

A より低いと考えられるが、関連情報の収集が必要」としている。MOE が 100 未満で曝露経

路が室内である化学物質として、o-ジクロロベンゼン、1,2-ジクロロプロパン、アクリロニト

リル、n-ヘキサン、1,2-ジクロロエタン、モノクロロベンゼン、クロロホルムがある。しかし、

これらの化学物質は室内濃度指針値が策定されていない。そのため、これまでの対策では、こ

れらの化学物質のリスクは低減されない可能性がある。これは、我が国の室内濃度指針値が、

リスク評価に基づいて優先付けされなかったことに起因している。（課題Ｇ）  

 

 

 

想定原因 件数

新築、リフォーム 51
しろあり防除剤、防ダニ剤 6
家庭での化学物質の使用 8
室内労働環境 7
特定化学物質 2
大気汚染 18
入れ歯 2
家畜の消毒 1
不明 49
総計 144

表 4-8 MCS の想定発症原因 
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本研究より得られた課題  

本研究の調査結果から得られた室内空気汚染対策に関する７つの課題を以下の 6 つにまとめ

た。 

1) 代替物質への置き換えにより許容できない新たなリスクを生じさせない予防策（課題 A）  

2) リスク評価により室内空気汚染化学物質を分類し、対策を検討する枠組みの構築（課題 B、

G） 

3) 健康リスクを指標とした TVOC 評価手法の開発（課題 C） 

4) ホルムアルデヒド以外の化学物質を含めたラベリングの充実（課題 D） 

5) 化学物質を放散する家庭用品の対策（課題 E） 

6) 高感受性集団を考慮した化学物質対策の検討（課題 F） 

 

表 4-9 化学物質による健康リスクの初期評価結果 

動物種 NOAEL等 曝露経路 予測最大量

ピリジン ラット 0.1mg/kg/day 経口 (飲料水, 食事) 52μg/kg/day 0.19 Ａ

ホルムアルデヒド ヒト 0.1mg/m3 吸入 （室内） 230μg/m3 0.43 Ａ

パラジクロロベンゼン ラット 7.5mg/m3 吸入 （室内） 530μg/m3 1.4 Ａ

アクロレイン ラット 0.05mg/kg/day 経口 (飲料水, 食事) 2.3μg/kg/day 2.2 Ａ

アセトアルデヒド ラット 4.9mg/m3 吸入 （室内） 140μg/m3 3.5 Ａ

フタル酸ジ-(2-エチルヘキシル) ラット 3.7mg/kg/day 経口 44μg/kg/day 8.4 Ａ

オルトクロロベンゼン ラット 0.024mg/m3 吸入 （室内） ＜0.2μg/m3 >12 Ｂ

ホルムアルデヒド ヒト 0.1mg/m3 吸入 （環境） 5.5μg/m3 18 Ｂ

キシレン ヒト 2.2mg/m3 吸入 （室内） 115μg/m3 19 Ｂ

オルトクロロベンゼン ラット 0.024mg/m3 吸入 （環境） 0.12μg/m3 20 Ｂ

1,2-ジクロロプロパン ラット 0.12mg/m3 吸入 （環境） 0.53μg/m3 22 Ｂ

ホルムアルデヒド ラット 15mg/kg/day 経口 62μg/kg/day 24 Ｂ

トルエン ヒト 7.9mg/m3 吸入 （室内） 270μg/m3 29 Ｂ

クロロメタン マウス 1.8mg/m3 吸入 （環境） 6.3μg/m3 29 Ｂ

フェノール ラット 1.2mg/kg/day 経口 4.0μg/kg/day 30 Ｂ

アクリロニトリル ラット 0.77mg/m3 吸入 （環境） 2.5μg/m3 31 Ｂ

1,2-ジクロロプロパン ラット 0.12mg/m3 吸入 （室内） 0.36μg/m3 33 Ｂ

クロロホルム マウス 4.3mg/m3 吸入 （環境） 13μg/m3 33 Ｂ

クロロホルム イヌ 1.3mg/kg/day 経口 (飲料水) 3.6μg/kg/day 36 Ｂ

ヒドラジン ヒト 0.0009mg/m3 経口 0.024μg/kg/day 38 Ｂ

アクリロニトリル ラット 0.77mg/m3 吸入 （室内） 1.9μg/m3 41 Ｂ

ノルマルヘキサン ヒト 1mg/m3 吸入 （室内） 24μg/m3 42 Ｂ

塩化ビニルモノマー ラット 0.56mg/m3 吸入 （環境） 1.1μg/m3 51 Ｂ

クロロホルム イヌ 1.3mg/kg/day 経口 (地下水) 2.4μg/kg/day 54 Ｂ

ノルマルヘキサン ヒト 1mg/m3 吸入 （環境） 17μg/m3 59 Ｂ

キシレン ヒト 2.2mg/m3 吸入 （環境） 34μg/m3 65 Ｂ

1,2-ジクロロエタン ラット 8.3mg/m3 吸入 （室内） 12μg/m3 69 Ｂ

臭化メチル ラット 0.14mg/kg/day 経口 ＜0.20μg/kg/day >70 Ｂ

モノクロロベンゼン ラット 0.71mg/m3 吸入 （室内） 0.88μg/m3 81 Ｂ

アセトアルデヒド ラット 4.9mg/m3 吸入 （環境） 5.5μg/m3 89 Ｂ

クロロホルム マウス 4.3mg/m3 吸入 （室内） 4.7μg/m3 91 Ｂ

1,4-ジオキサン ラット 9.6mg/kg/day 経口 (地下水) ＜0.4μg/kg/day >2400 Ｂ
*

* 浄水場の水源井戸からの検出例として820mg/Lの報告が得られたため判定はBとしている

評価結果化学物質

有害性評価 曝露評価
MOE
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４－４．まとめ  

1997 年の安藤(1997b)の報告によると、室内空気からは、1989 年時点で約 900 種類の化学

物質が確認されている。その排出源は、建材、家庭用品、暖房器具、家具、農薬、空調機器な

ど、室内空間を取り巻く大半の製品である。これらの化学物質による健康リスクを許容できる

範囲内に低減し、管理することが、良質な室内空気質を維持するために必要である。 

本研究により得られた教訓のうち、課題 1)は、代替物質に関する放散レベルと有害性情報が

得られれば、そのリスクを事前に把握することが可能である。また、室内空気中に放散される

あらゆる化学物質が特定され、その放散レベルと有害性情報が得られれば、TVOC の概念を用

いなくても課題 3)は解決できると考えられる。これにより、TVOC に含まれていない沸点が

260℃以上の半揮発性有機化合物(以下、SVOC)や浮遊粒子状物質(以下、SPM)をリスク評価対

象物質に含めることができる。 

つまり、課題 1),3)の対処法の１つは、製品の提供者が提供する化学物質情報を充実させるこ

とである。現在我が国では、製品に使用される化学物質情報を得る手段として、化学物質等安

全性データシート(以下、MSDS)がある。しかし、MSDS には性状や取り扱いに関する情報は

記載されているが、放散レベルに関する情報は記載されていない。他方、我が国には表 4-6 に

示す建材ラベリングはあるが、課題 4)に示す課題がある。 

以上より、課題 1),3),4)に対しては、化学物質を放散する可能性のある製品のラベリングを

充実させる必要がある。このラベリングに表示すべき情報は、各放散成分と放散速度あるいは

放散量である。製品の提供者は、それらの情報を実測により把握し表示することができる。そ

して、製品の対象を家庭用品に広げることにより、課題 5)へ対処することが可能となる。さら

に、ラベリングにより得られた化学物質の情報をもとに、室内空気汚染化学物質を分類し、課

題 2)へ対処することが可能となろう。そして、課題 6)への対処は、リスク評価において高感受

性集団の個人差を考慮することである。図 4-6 に、本章で得られた 6 つの課題に対応可能と考

えられる室内空気汚染対策のスキームを示した。 
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第５章 諸外国の室内空気質規制の現状と特徴 
 

 
５－１．はじめに 

近年、いわゆるシックハウス症候群等、化学物質による室内空気汚染が原因とされる居住者

の健康問題が社会的に大きくなった。その主な背景は、省エネ対策による建物の高気密化と化

学物質を放散する建材の使用量が増加したことにあると考えられている(厚生省, 2000)。そこで

厚生労働省(2002)は、これまで 13 の化学物質に対して室内濃度指針値を策定し、この問題に

対応してきた。これらの指針値は、室内空気質（Indoor Air Quality: IAQ）の望ましい基準を

示したものであり、規制とは異なる誘導的な解決手法の１つである。その後 2003 年には、室

内における発生源が明確で、実態調査等により実際の建物で指針値を超過していることが確認

されたホルムアルデヒドとクロルピリホスに対し、改正建築基準法により使用規制がなされる

に至った。このような背景から、我が国の室内空気汚染による健康問題に対する施策は、大き

な進展を遂げてきた。 

化学物質による居住環境の室内空気汚染は、欧米諸国では 1970 年代より問題が顕在化し、

その対策が講じられてきた。そして、世界保健機関（WHO）は、1987 年に欧州事務局(WHO 

Europe, 1987)、1999 年に本部(WHO Headquarters, 2000)が空気質ガイドラインを公表した。

WHO Europe (2000a)は、2000 年に欧州空気質ガイドライン第 2 版を公表した。 WHO の空

気質ガイドラインは、我が国の室内濃度指針値策定に多大な影響を与えている(厚生省 2000)。 

一方、室内空気質は、化学物質などの化学的因子、カビやダニなどの生物学的因子、温湿度

などの物理的因子が複雑に関与している(UNCHS, 1997)。これらの発生源は、建材、生活用品、

暖房や調理器具、喫煙・換気・清掃等の生活行為など多数存在する。つまり、室内空気質に対

する取り組みは、建物側だけの規制では十分な対処ができないほど複雑な因子が関与している。

また、ドイツ連邦環境庁の Seifert (1990)は、居住環境の室内空気質に対する規制の難しさに

ついて、大気や労働環境と異なり管理責任者が単一ではないこと、室内濃度は温度や発生源か

らの減衰の影響を受けて大きく変動するため単一の測定結果では判断できないことなどをあげ

ている。そのため、行動を起こすべき、あるいは目標とすべき濃度として汚染物質濃度のガイ

ドラインを定め、それを目標に建材や家具等の汚染源に対する放散基準を設定する取り組みが

適切だとしている。 

今後の我が国の施策や課題を考察するうえで、良質な室内空気質を維持増進するために諸外

国が実施してきた取り組みを調査することは重要である。WHO Europe (1999)と欧州諸国アレ

ルギー気道疾患患者協会（EFA）の THADE（Towards Healthy Air in Dwellings in Europe）

プロジェクト(Carrer, 2004)が欧米諸国の室内空気質規制の現状を報告している。しかし、こ

れらの報告書は現状報告にとどまっており、諸外国の室内空気質規制の経緯や現状を体系的に

調査・解析した既往の研究はほとんど見あたらない。 
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本章では、諸外国の室内空気質規制に関する取り組みの経緯と現状を調査し、それぞれの特

徴を明らかにした。特に、室内空気質ガイドラインと汚染源対策に着目し、それらの現状と社

会背景を検証した。そして、我が国の室内空気質規制に関する今後の施策や課題を提言するこ

とが、本章の目標である。 

 
５－２．研究方法 

調査は、先進工業国、あるいは急速に産業の発展が進み室内空気汚染問題が既往の文献等で

顕在化している諸外国を対象とした。主に、欧州、北米、アジア、オセアニアを調査対象地域

とした。WHO Europe と THADE プロジェクトの報告書に加え、国際機関や諸外国の室内空

気質規制に関する報告書、関連学会の資料、関連論文を収集・分析した。資料の収集は、諸外

国の関係諸機関のホームページ、独立行政法人科学技術振興機構のデータベース（JOIS）、ア

メリカ国立医学図書館のデータベース（Pubmed）等を利用した。さらに、電子メールや関連

学会および国際シンポジウムで諸外国の関係組織の研究者や行政官に直接問い合わせて最新の

情報を入手した。 

本調査で室内空気質規制に関する情報が得られた諸外国は、欧州 21 カ国（ドイツ、ノルウ

ェー、フィンランド、ポーランド、イギリス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、リト

アニア、オランダ、スロバキア共和国、スロベニア、スイス連邦、オーストリア、ベルギー、

ブルガリア、フランス、イタリア、ポルトガル、スペイン、スウェーデン）、ロシア連邦、中国、

韓国、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダの合計 29 カ国

であった。 

 
５－３．結果および考察 

5-3-1. 諸外国の取り組みの経緯 

諸外国における室内空気質規制の取り組みの経緯を以下に示す。 

 

5-3-1-1. 1970 年代後半から 1980 年代前半 

デンマーク(Anderson, 1974)、ドイツ(Burdach, 1980)、オランダ(Van Der Wal, 1982)、ス

ウェーデン(Dally, 1981)で住宅室内のホルムアルデヒド濃度の小規模な実態調査が報告されて

いる。ドイツでは、学校で子供が頭痛や吐き気などの症状を訴えたことをきっかけに、ホルム

アルデヒドの室内濃度と健康影響との関係が調査された。その結果、ホルムアルデヒドの室内

濃度が高い教室の子供ほど、症状を訴えていることが明らかになった。この調査がきっかけと

なり、1977 年にホルムアルデヒドのガイドライン 0.1ppm (Hollowell, 1979)が策定された。 

アメリカ(CPSC, 1978)やカナダ(Lansink, 1985)では、尿素樹脂系発泡断熱材（UFFI）を使

用した住宅の居住者が目や鼻の刺激等の症状を訴える事例が数多く報告されていた。そのため、

カナダ保健省(Lansink, 1985)が 1980 年、アメリカ消費者製品安全委員会(CPSC, 1982)が 1982
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年に UFFI の使用を禁じた。しかし、アメリカの第 5 巡回控訴裁判所(CPSC, 1983)は、UFFI

による実際の曝露濃度のレベルでは、用量／反応の関係を確認するための信頼できるデータが

不十分であることを理由に UFFI の使用禁止を 1983 年に無効とした。 

ホルムアルデヒドによる室内空気汚染の問題が多発したことを受け、1980 年にドイツ(CEC, 

1990)は、小型チャンバーによる放散試験で 0.1ppm を越える気中濃度となるパーティクルボー

ドの使用を禁じた。そして同様に、UFFI の使用を 1985 年に規制した。アメリカでは住宅都市

開発省(GPO, 2002)が、合板 0.2ppm、パーティクルボード 0.3ppm のホルムアルデヒド放散基

準を 1984 年に定めた。 

1978 年にスウェーデン(Hollowell, 1979)、オランダ(Anderson, 1979)、デンマーク(Anderson, 

1979)でホルムアルデヒドの室内空気質ガイドラインが勧告されている。しかし、それぞれ 1989

年のホルムアルデヒド発散建材規制(Keml, 1993)、1991 年の建造物法令(Carrer et al., 2004)、

1995 年の建築物法(EC, 2003)でチャンバー法による木質建材の放散基準が定められ、法規で規

制されるに至った。また、オーストラリア国立保健医療研究審議会（NHMRC, 1996)が、1979

年から 1995 年にかけて室内空気質ガイドラインを勧告している。 

1970 年代後半から 1980 年代前半は、ホルムアルデヒドによる室内空気汚染の問題が諸外国

で多発し、室内空気質ガイドラインの策定や深刻な健康問題が生じている汚染源の建材が規制

された。 

 
5-3-1-2. 1980 年代後半  

イタリア(Bortoli et al., 1986)、オランダ(Lebert et al., 1986)、ドイツ(Krause et al., 1987)

で揮発性有機化合物（VOCs）の大規模な実態調査が報告されている。アメリカ(Wallace et al., 

1987)では総曝露評価手法（TEAM）が開発され、VOCs の個人曝露濃度や住宅の室内濃度が調

査された。これらの調査結果を受けて、WHO Europe は、1987 年に空気質ガイドラインを作

成した。同年カナダ(Health Canada, 1989)も居住環境の室内空気質ガイドラインを策定した。 

アメリカ環境保護庁（USEPA）は、室内空気質問題に関する連邦政府の活動を同調させるこ

とを目的として、連邦省庁間室内空気質委員会(FICIAQ, 2005)を 1989 年に発足した。この委

員会は、現在でも 4 回／年開催され、省庁間の情報交換が実施されている。 

1980 年代後半は、VOCs による室内空気汚染の実態調査が行われ、WHO Europe やカナダ

が空気質ガイドラインを策定した。 

 
5-3-1-3. 1990 年代 

ドイツ(Hoffmann, et al., 2000)とアメリカ(Moschandreas et al., 2001; Levy et al., 2002)で

大規模な VOCs の実態調査が行われた。いずれも全国規模の曝露調査である。 

1996 年に USEPA (2003)は殺虫剤プログラムを開始した。このプログラムでは、特に乳幼児

や子供への影響を考慮し、2006 年 8 月までに 469 種の殺虫剤によるリスクの再評価を進めて
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いる。その結果、2000 年 6 月にクロルピリホス、同年 12 月にダイアジノンに対して建物等の

用途への使用が禁止された。 

1991 年にカリフォルニア州(CARB, 1991)とスイス(Waeber, 2005)がホルムアルデヒドの室

内空気質ガイドラインを策定した。1996 年にポーランド(Fabiánová et al., 2001)、シンガポー

ル(ME, 1996) 、1999 年にノルウェー(Becher et al., 1999)、1996 年以降ドイツ(IAHC, 2005)

で室内空気質ガイドラインが策定された。WHO Europe は、1999 年に室内空気の政策決定の

ための戦略的取り組み方法に関する指針書 (WHO Europe, 1999)を公表した。さらに同年、

WHO 本部が空気質ガイドラインを公表した。 

室内空気汚染物質の放散源である建材に対する取り組みを関係業界が自主的に進めた。ドイ

ツ(RAL, 2005; Gut, 2005; GEV, 2004)（カーペット、塗料、木質建材、床用製品、壁紙）、ア

メリカ(CRI, 2005)（カーペット）、フィンランド(RTS, 2002)（内装材）、デンマーク(DSIC, 2005)

（建具、床材、カーペット等）でラベリングが開発された。 

1990 年代は、室内空気質ガイドラインを策定する諸外国が増加し、WHO Europe が取り組

み方法の指針書を公表した。また、放散源対策として、関係業界によるラベリングの自主開発

が進められた。 

 
5-3-1-4. 2000 年代 

ドイツ(GerEs, 2004)で子どもと青少年を対象とした曝露調査が開始された。ホルムアルデヒ

ドと VOCs 等の化学物質、ハウスダスト、カビ、ペットアレルゲン等の生物汚染物質の室内濃

度が 2006 年初めまで調査される。ドイツ(RAL, 2005)（接着剤、家具）、アメリカ(GEI, 2005)

（建材、家具、オフィス機器等）、カナダ (ECP, 2005)（床仕上げ材）、スカンジナビア諸国

(Ecolabelling Norway, 2005)（フローリング、接着剤、壁装材料）でラベリングが開発された。 

2000 年に WHO Europe (2000a)が空気質ガイドラインを改訂した。2001 年にフィンランド

(Säteri, 2002)、2002年に中国(SEPA, 2002)、2003年に中国香港特別行政区(IdIAQMG, 2003)、

韓国(環境部, 2004)、2004 年にイギリス(COMEAP, 2004)で室内空気質ガイドラインが策定さ

れた。2000 年代は、室内空気質ガイドラインを策定する諸外国がさらに増加し、関係業界によ

るラベリングの自主開発が拡大した。また、ドイツでは外的要因に対して大人よりも傷つきや

すい子どもや青少年を対象とした曝露調査が全国規模で開始された。 

 
5-3-2. WHO の室内空気質に対する取り組み  

WHO Europe は 1987 年に空気質ガイドラインを発表した後、専門家会合を繰り返し、良質

な室内空気質を維持増進するための取り組みに関する議論を行ってきた。そして、1999 年に「室

内空気の政策決定のための戦略的取り組み方法」の指針書(WHO Europe, 1999)（以下、IAQ

指針書）、2000 年に「健康な室内空気への権利」(WHO Europe, 2000b)の報告書、2000 年に

「欧州空気質ガイドライン第２版」(WHO Europe, 2000a)を公表した。 
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空気質ガイドラインの目的は、人の健康に対して有害である、あるいは有害である可能性が

ある空気汚染物質による公衆の健康影響を保護するための基礎資料を提供することである。そ

して、環境基準値の設定など、関係諸国のリスク管理における政策決定に利用可能な情報や指

針を提供することである。空気質ガイドラインは、そのまま環境基準値とすべきではなく、環

境基準値が設定される前に、曝露レベル、環境、社会、経済、文化的な状況が考慮されなけれ

ばならないと定義されている。 

IAQ 指針書の目的は、以下に示す欧州諸国の室内空気質に関するプログラムの開発を支援す

る指針を作成することであった。 

 
(1) 戦略：各国の実状に合わせた実行計画を作成すること。 

(2) 責務：全ての関係省庁が責務を有する。そのため合同の作業部会が必要である。 

(3) 行動原則：室内空気に対する取り組みは、最善の利用可能な科学的根拠と、予防原則、協働

原則、汚染者負担原則、知る権利原則の 4 つの原則を基礎とすべきである。 

(4) 法的および政策的手段：法規、モニタリング、環境影響評価、経済手法、情報、研究等のツ

ールを活用すること。 

(5) 室内空気質のアセスメント：WHO 空気質ガイドラインによる健康リスク評価等のアセスメ

ントを利用すること。 

(6) 費用便益分析：新しい法律や規制が実行される前に適用すべきである。 

 

「健康な室内空気への権利」の報告書の目的は、室内空気質に関連した政策や行動のもとと

なる基本原則を示すことであった。これらの基本原則に対する認識や理解が乏しいため、特に

住宅での対策が不十分な事例が多いと報告している。基本原則は、(1)健康に対する人権、(2)

自治尊重、(3)加害行為なし、(4)善意、(5)社会正義、(6)説明責任、(7)予防原則、(8)汚染者の負

担、(9)持続可能性の 9 原則が明示されている。 

1999 年 12 月、WHO 本部が空気質ガイドラインを公表している。このガイドラインの目的

は、欧州空気質ガイドラインと同じである。欧州以外の世界各国へと適用対象を拡大したもの

である。2003 年より空気質ガイドラインの改訂作業が進められている。 

 
5-3-3. 諸外国の室内空気質ガイドラインとその特徴 

5-3-3-1. 諸外国の室内空気質ガイドライン 

室内空気質ガイドラインを策定している諸外国は、13 の国や州であった。これらのガイドラ

インを表 5-1、表 5-2 に示す。参考までに、日本、WHO Europe、WHO Headquarters のガイ

ドラインを併記した。 

韓国を除き、これらの諸外国は、ガイドライン値等による非規制戦略を採用している。また、

WHO の空気質ガイドラインの影響を受けているのではなく、各国独自の実態と戦略に基づき
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室内空気質ガイドラインが策定されている。室内空気質ガイドラインが策定されている 13 の

国や州の特徴を以下に示す。 

 
(1) 全ての諸外国がホルムアルデヒドの室内空気質ガイドラインを策定していた。 

(2) 総揮発性有機化合物（TVOC）の室内空気質ガイドラインを策定している国や州の数は 8

であった。 

(3) ラドンの室内空気質ガイドラインを策定している国や州の数は 8 であった。 

(4) 主に化石燃料の燃焼に伴い発生する多環芳香族炭化水素の 1 つであるベンゾ[a]ピレンの

室内空気質ガイドラインをイギリスと中国が策定していた。 

(5) 主に家庭用防虫剤として利用されるナフタレンの室内空気質ガイドラインをドイツとポ

ーランドが策定していた。 

(6) 一般廃棄物や人の排泄物が主な汚染源であるアンモニアの室内空気質ガイドラインをフ

ィンランド、ポーランド、中国が策定していた。 

(7) ド イ ツ と ポ ー ラ ン ド が 化 石 燃 料 の 燃 焼 で 放 散 さ れ る 水 銀 、 ス イ ス (Waeber and 

Brüschweiler, 2002)は建物の目地材から放散されるポリ塩化ビフェニルの室内空気質ガ

イドラインを策定していた。 

(8) シンガポール、中国、中国香港特別行政区、韓国が細菌の室内空気質ガイドラインを策定

していた。シンガポールはオフィスビル、韓国は医療施設を対象としていた。 

(9) ノルウェーは、アスベスト、人工鉱物繊維、ハウスダスト、受動喫煙（ニコチン）の室内

空気質ガイドラインを策定していた。 

(10) フィンランドは臭気強度の室内空気質ガイドラインを作成していた。 

(11) 韓国は、大規模店舗、医療施設、保育施設等の多重利用施設を対象とした室内空気質管理

法を制定している。粒子状物質、二酸化炭素、ホルムアルデヒド、総浮遊細菌、一酸化炭

素に対しては維持基準を設定し、違反時は罰金を科すなどの制裁措置がある。外部に汚染

源がある等の理由で危険度が比較的低い二酸化窒素、ラドン、TVOC、アスベスト、オゾ

ンに対しては勧告基準を設定している。しかし現時点において、一般住宅等を対象とした

居住環境に対する室内空気質規制はない。 

(12) ドイツ、フィンランド、香港は、ガイドラインを複数に分類し、それぞれの分類に応じた

要求水準を定めていた。 
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＊ (   ): y(年 )，mh(月 )，h(時間 )，m(分 )の各平均曝露時間

b) RWI：長時間曝露でも健康影響を引き起こす十分な科学的根拠はないが、健康上望ましくない平均曝露濃度よりも高いため、予防のために行動する必要がある濃度

d) 光イオン化検出器で測定（トルエン基準）　　e) 建築物衛生管理法の建築物環境衛生管理基準　　　 f) ユニットリスク：一生涯曝露の発がん確率

c) S1：最良質な室内空気質（アレルギーや呼吸器系疾患等を有する居住者の要求を満たす濃度）　　S2：良質な室内空気質　　S3：満足できる室内気候

    RWII：既存の毒性・疫学的知見をベースとした健康影響に関連した濃度

a) TSP：総浮遊粒子状物質，PM10：粒径10μm以下の浮遊粒子状物質，PM2.5：粒径2.5μm以下の粒子状物質

表 5-1 諸外国の室内空気質ガイドライン 

 

RW I RWII S1 S2 S3

－ 60 (1w) － 300 (1h) 0.08ppm (24h) 100 (長期) －

－ 350 (30m) － 40 (1y) 0.25ppm (1h) 480 (1h) －

1.5 (8h) 15 (8h) 10 (8h) 3 (24h) 10 (8h) 9ppm (8h) 11ppm (8h) －

6 (30m) 60 (30m) 25 (1h) 6 (8～10h) 30 (1h) 20ppm (1h) 25ppm (1h)

二酸化炭素 mg／m3
－ － 1300 1650 2200 1800(最大値) － － － 6300 (長期) －

50 (長期)

100 (24h)
150 (8～10h)

TSP a) µg／m3 － － － － － － － － － － －

PM10 a) µg／m3 － － 20 40 50 － － － 50 (24h) － －

40 (長期)
100 (1h)

鉛 µg／m3 － － － － － － － － － － －

50 (24h) 120 (行動)
100 (8～10h) 60 (目標)

10 (24h)
20 (8～10h)
200 (24h)

250 (8～10h)
100 (24h)

150 (8～10h)
20 (24h)

30 (8～10h)
100 (24h)

150 (8～10h)

クロロホルム µg／m3 － － － － － － － － － － －

四塩化炭素 µg／m3 － － － － － － － － － － －

1,2-ジクロロベンゼン µg／m3 － － － － － － － － － － －

1,4-ジクロロベンゼン µg／m3 － － － － － － － － － － －

100 (24h)
150 (8～10h)

150 (24h)
200 (8～10h)

テトラデカン µg／m3 － － － － － － － － － － －

二環式テルペン µg／m3 200 2000 － － － － － － － － －

2 (24h)
6 (8h)

100 (24h)
150 (8～10h)

フタル酸ジ-2-エチルヘ

キシル
µg／m3

－ － － － － － － － － － －

リン酸トリス(2-クロ
ロエチル)

µg／m3 5 50 － － － － － － － － －

ベンゾ-a-ピレン µg／m3
－ － － － － － －

0.00025 (1y)
暫定値

－ － －

ジイソシアート µg／m4
－ － － － － － － － －

総揮発性有機化合物
(TVOC) µg／m3 200 300 600 不必要な曝露を避

ける
－

1mg/m3以上の値と感覚
や刺激の症状が報告
された場合は汚染源
調査と対策実施

－ － －

5 (24h)
10 (8～10h)

クロルピリホス µg／m3 － － － － － － － － － － －

ダイアジノン µg／m3 － － － － － － － － － － －

フェノブカルブ µg／m3 － － － － － － － － － － －

300 (24h)
300 (8～10h)

アスベスト fibres／ml － － － － － 0.001 － － － － －

人工鉱物繊維 fibres／ml － － － － － 0.01 － － － － －

ラドン Bq／m3
－ － 100 100 200 200-400 － － － 800 (1y) －

1 (喫煙場所）

10 (レストラン禁

煙エリア)

ハウスダスト
µg Der I

allergen／g － － － － － 1 － － － － －

硫酸塩 µg／m3 － － － － － － － － － － －

1 (24h)
3 (8～10h)

細菌 CFU／m3 － － － － － － － － － － －

カビ CFU／m3 － － － － － 臭いが生じない － － － － －

臭気強度 強度指数 － － 3 4 5.5 － － － － － －

23-24 (夏) 23-26 (夏) 22-27 (夏)
21-22 (冬) 20-22 (冬) 20-23 (冬)

30-80 (夏)
30-55 (冬)

0.20 (夏) 0.25 (夏) 0.30 (夏)
0.13 (冬) 0.16 (冬) 0.19 (冬)

－ － －30 30 40 －

カリフォル
ニア州

大気資源局
(2005)

カナダ
保健省
(1987)

－ 1000(5m)

2 3 8

－ －

－ 240 (1h)

－

－

－

－

－

－

120

－

－

－

－

－

－

－

－

スイス
連邦公衆
衛生局
(1991-
2002)

－

－

－

－

－

－

65 (24h)

27ppb (8h)

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

ポリ塩化ビフェニル µg／m3 － － － － － －－ － － －

－
室内での曝露
は避けるべき

－ －

－ －

－ －

－

トリクロロエチレン µg／m3
－ － － － －

気流 m／s － － － －

－ － － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

50 100

20

－ － －

－ － －

30

－

－ －－ －

－ －
過剰な湿度が長時

間生じない
－－ － －

－

－

－

－

－

－

－

－

100 (30m)

20 (24h) －

－

－

－

－

ドイツ
連邦環境庁

(1996-2004) b)

ノルウェー
厚生省
(1999)

ポーランド
保健省
(1996)

35物質から抜粋

100 (1h)

フィンランド
室内空気質
気候学会

(2001) c)

－ － －

－ －

－

－50 80

－

300

－ －

－ －

3,000

120
(1977年設定値)

－ －

－ －

30 300

単位

有
機

汚
染
物

質

古
典
的
な
空
気
汚
染
物
質

一酸化炭素

二酸化窒素

PM2.5 a)

汚染物質

µg／m3

µg／m3

mg／m3

µg／m3
オゾン

二酸化硫黄

µg／m3

湿
熱
等

µg／m3

%RH

水銀 µg／m3

室温 ℃

そ
の

他

相対湿度

受動喫煙
(ニコチン濃度)

キシレン

スチレン

ペンタクロロフェノー
ル

µg／m3

µg／m3

µg／m3

エチルベンゼン µg／m3

ジクロロメタン µg／m3

10000～25000
(改装等の一時)

1000～3000未満

(長期間の居住)
200～300未満

(最大長期平均目標)

硬化後に長期暴露はな
いが使用時は換気

－ －0.1 1

－ －

フタル酸ジ-n-ブチル µg／m3 － －

テトラクロロエチレン µg／m3 － －

－

アンモニア µg／m3 － －

0.035 0.35

－

µg／m3

µg／m3

µg／m3

ホルム
アルデヒド

ベンゼン

アセトアルデヒド µg／m3

トルエン

－ － － －

－ －

－

－

－

－

－

－

－－

－

200 2,000
 (24h) － － － － －

－ －

－

－

－ － － －

－ －

イギリス保健省
(2004)

100 (30m)

5 (1y)

－

－

－

－

－

－

－

－

－ － － －ナフタレン µg／m3 2 20

－

－

－

－ －－
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事務所
の建物

最良質 良質 大規模
店舗等

医療機
関等

室内駐
車場

－ － 200 (1h) 200 (1h)
－ － 40 (1y) 40 (1y)

10 (8h) 10 (8h) 10 (8h) 10 (8h)
30 (1h) 30 (1h)

二酸化炭素 mg／m3
－ 1800 (8h) 800ppm 1000ppm 1000ppm (24h) 1000ppm e) 1000ppm －

700 (10m) 500 (10m) 500 (10m)
700 (1h) 125 (24h) 125 (24h)
60 (1y) 50 (1y) 50 (1y)

TSP a) μg／m3 90 (1y) － － － － － － － － － －

PM10 a) μg／m3 － 150 20 180 150 (24h) 150 100 200 150 e) － －

鉛 μg／m3 1.5 (3mh) － － － － － － － － 0.5 (1y) 0.5 (1y)

50 (1y)
2000 (24h)

260 (1w) 260 (1w)
1000 (30m) 1000 (30m)
4800 (24h)

870 (1y)
260 (1w) 260 (1w)
7 (30m) 70 (30m)

クロロホルム μg／m3
－ － － 163 － － － － －

4.2×10－7

(μg／m3)－1 f)
－

四塩化炭素 μg／m3 － － － 103 － － － － － － －

1,2-ジクロロベンゼン μg／m3 － － － 500 － － － － － － －

1,4-ジクロロベンゼン μg／m3 － － － 200 － － － － 240 1000 (1y) －

250 (24h)
8000 (30m)

450 (1w)
3000 (24h)

テトラデカン μg／m3 － － － － － － － － 330 － －

二環式テルペン μg／m3 － － － － － － － － － － －

フタル酸ジ-2-エチルヘ

キシル
μg／m3

－ － － － － － － － 120 － －

リン酸トリス(2-クロロ

エチル) μg／m3
－ － － － － － － － － － －

ベンゾ-a-ピレン μg／m3 － － － － 0.001 (24h) － － － －
8.7×10－2

(μg／m3)－1 f)
9×10－2

(μg／m3)－1 f)

ジイソシアネート μg／m3
－ － － － － － － － － － －

総揮発性有機化合物
(TVOC) μg／m3 500 (1h) 3 ppm d) 200 600 600 (8h) 500 4000 1000 400

暫定目標値
－ －

クロルピリホス μg／m3 － － － － － － － － 1 (小児0.1) － －

ダイアジノン μg／m3 － － － － － － － － 0.29 － －

フェノブカルブ μg／m3 － － － － － － － － 33 － －

アスベスト fibres／ml － － － － － － －
10－5

～10－4

(0.0005 f／ml)－1 f)

人工鉱物繊維 fibres／ml － － － － － － － － － － －

ラドン Bq／m3 200 (1y) － 150 200 400 (1y) － － 100 (1y)

ハウスダスト
μg Der I

allergen／g － － － － － － － － － － －

硫酸塩 μg／m3 15 (1y) － － － － － － － － － －

細菌 CFU／m3
－ 500 500 1000 2500 － 800 － － － －

カビ CFU／m3
－ 500 － － － － － － － － －

臭気強度 強度指数 － － － － － － － － － － －

22-28 (夏)
16-24 (冬)
40-80 (夏)
30-60 (冬)

0.3 (夏)
0.2 (冬)

－ －

そ
の

他

－ － － －－ － － 200 (1h)アンモニア μg／m3

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ － －－ － －－ポリ塩化ビフェニル

－

－

－

－

－

－

－ －

500 (1h)

240 (1h)

10 (1h)

160 (1h)

100 (1h)

110 (1h)

－

－

0.2 0.3 0.5 e)

－20～25.5 25.5未満 17～28 e)－ －

10ppm e)2 10

1447

－ －

－

－

40 150 0.05ppm 0.3ppm

－

40～70 e) －40～70 70未満－ － －

－ －

－ －

－

－ －

－ － 220

－ － －

－

100 (30m)

3,800

30 100

200 (1h)

200 (1h)

220

870－ －

－

100 (30m)

－ 16.1

－ 1092

－

－

120 (天井値)
学校･住居

1447

－ －

770

－ 250

日本
厚生労働省
(1997-2001)

中国
環境保護総局

(2002)

中国
香港特別行政区

(2003)
(8hr)

シンガ
ポール
環境省
(1996)

オースト
ラリア

国立保健医療
研究審議会
(1979-1995)

120

260

－

－ － －

48

240 (1h)

－

－

100

－

－ － －－

50

－

－－ －

－ －

－

－ － －

WHO
Headquarters

(1999)
抜粋

大気・室内

WHO Europe
(2000)
抜粋

大気・室内

－

－

－

22000 (1y)

－

－

4.4～7.5×10－6

(μg／m3)－1 f)
6×10－6

(μg／m3)－1 f)

120 (8h) 120 (8h)

－

－

250 (1y)

4.3×10－7

(μg／m3)－1 f)

－

4.3×10－7

(μg／m3)－1 f)

－

－

－ 1 (1y)

4 pCi/l

0.01

－

－ －

－ －

1×10－3

(μg／m3)－1 f)

3000 (24h)

1 (1y)－

受動喫煙
(ニコチン濃度) μg／m3

水銀

1×10－3

(μg／m3)－1 f)

－

－

－－ジクロロメタン μg／m3 － －－

－－ － － － － －

韓国
環境部
(2003)

μg／m3

オゾン

1000ppm

120

10ppm 25ppm

－ － －

0.06ppm 0.08ppm

－

－

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－

－ － －

－ － －

－ －

－

－ －

－ －

－ －

－

フタル酸ジ-n-ブチル μg／m3

μg／m3

－

－

－

－

－トリクロロエチレン μg／m3
－

テトラクロロエチレン μg／m3

－

－

－

汚染物質 単位

古
典

的
な
空

気
汚
染
物

質

二酸化窒素 μg／m3

一酸化炭素 mg／m3

二酸化硫黄

μg／m3

PM2.5 a) μg／m3

有
機

汚
染
物

質

ホルム
アルデヒド

μg／m3

アセトアルデヒド μg／m3

ベンゼン μg／m3

トルエン μg／m3

キシレン μg／m3

スチレン μg／m3

エチルベンゼン μg／m3

ナフタレン μg／m3

ペンタクロロフェノー
ル

相対湿度 %RH

気流 m／s

－

100 (8h)

－

120 (8h)

－

－

－

－

－

－

－

－

μg／m3

μg／m3

湿
熱

等

室温 ℃ 22.5～25.5

70以下

0.25－

表 5-2 諸外国の室内空気質ガイドライン（続き） 
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5-3-3-2. 室内空気質ガイドラインの対象 

各国独自の実態と戦略に基づき室内空気質ガイドラインが策定されている。中国の都市部の

建物ではホルムアルデヒドやベンゼンなどの汚染物質が問題となっている、しかし、地方の発

達途上地域では、調理や暖房時に使用される化石燃料から排出される、一酸化炭素、二酸化炭

素、二酸化窒素、二酸化硫黄が問題となっている。シンガポールは熱帯性気候で高層ビルが密

集している。そのため、空調設備を有するオフィスビルを対象にシックビルディング症候群等

を考慮し、細菌やカビの室内空気質ガイドラインが策定されている。韓国は、医療施設や大規

模店舗など、建物の室内空気汚染の実態に応じて維持基準や勧告基準を個別に設定している。 

今後、我が国においても、気候風土、生活習慣、建物の室内空気汚染の実態等を考慮して汚

染要因を網羅的に調査し、室内空気質ガイドラインの対象を再評価する必要があろう。 

 
5-3-3-3. 要求水準に応じた室内空気質ガイドラインの分類 

ドイツの室内空気質ガイドライン(IAHC, 2005)は、RW I と RW II の２つの値が定められて

いる。RW II は、既知の毒性および疫学的知見に基づき定められた値である。RW II を越えて

いたならば、特に、長時間在住する感受性の高い居住者の健康に有害となる濃度と判断し、即

座に濃度低減のための行動を起こすべきと定義されている。 

RW I は、長期間曝露したとしても健康影響を引き起こす十分な科学的根拠がない値である。

しかしながら、RW I を越えていると、健康上望ましくない平均的な曝露濃度よりも高くなる

ため、予防のために、RW I と RW II の間の濃度である場合には行動する必要があると定義さ

れている。RW I は、RW II に不確実係数 10 を除した値、つまり RW II の 10 分の 1 の値が定

められている。RW I は、改善の必要性を示す値としての役割を果たすことができる。可能で

あれば、RW I の達成を目指すのではなく、それ以下の濃度に維持することを目指すべきであ

ると勧告されている。 

ドイツの戦略(WHO Europe, 1999)には一般概念として予防原則がある。この原則は、WHO 

Europe の IAQ 指針書や健康な室内空気への権利に採用された。予防原則は、十分な科学的根

拠がなくても、有害な室内空気への曝露リスクがある場合、それを防ぐ費用対効果の良い手段

があるのであれば、それを見合わせるべきではないという概念(WHO Europe, 2000b)である。 

フィンランドの分類は、アレルギーや呼吸器系疾患を有する居住者への対応が考慮されてい

る。日本では、アレルギー様症状の有症率が 1991 年 42.1%(厚生省, 1992)、2003 年 35.9%(厚

生労働省, 2003)と報告されている。 

WHO の空気質ガイドラインを含め、諸外国のガイドラインは、既存の毒性や疫学的知見に

よるリスク評価に基づいている。予防やアレルギー性疾患の有症率の高さを考慮すれば、ドイ

ツやフィンランドの分類に対する基本的な概念は、今後多くの諸外国に広まっていくと考えら

れる。 

 



第５章 諸外国の室内空気質規制の現状と特徴 

 - 76 - 

5-3-4. アメリカの基本戦略 

アメリカは、室内空気質のガイドラインの策定を行わず、1989 年に連邦省庁間室内空気質委

員会(FCIAQ)を発足して省庁間の連携を強化した。そして、1)自ら実例を示して導く（Leading 

by example）、2)研究の実施、3)教育の提供、4)民間の責任の強化等の非規制戦略(WHO Europe, 

1999)を実行してきた。アメリカ環境保護庁の Slack (2005)によると、アメリカが居住環境の

室内空気質ガイドラインを策定しない理由として次の 5 つをあげている。 

(1) 住宅の管理責任は居住者にある。「A man's home is his castle」 

(2) 住宅建設業界が自主改善を希望している。 

(3) 揮発性有機化合物（VOCs）による健康影響は、年間死亡者数が多いラドン、受動喫煙、一

酸化炭素よりも小さい。 

(4) 居住環境の基準を作成する要求が業界団体（財界、医学界、州）からなかった。 

(5) 工業界が市場導入した後に問題を引き起こすことが明らかとなった化学物質に限り市場か

ら除去することが許可されるべきであるという化学工業界優先指向がある。 

 
5-3-5. 汚染源対策 

室内空気を汚染する化学物質の放散源は、内装建材、建具、家具、家庭用品など多種類存在

する。室内空気質ガイドラインを満たすためには、建築に使用する、あるいは室内に持ち込む

これらの製品の選定が重要となる。そこで、化学物質の放散速度に応じて製品を分類したラベ

リングが諸外国で開発されている。ドイツ、北欧諸国、アメリカ、カナダにラベリングがある。

これらのラベリングは、主に製品を製造販売している関係業界が自主的に開発している。諸外

国のラベリングの現状を表 5-3 に示す。 

ラベリングは汚染源対策の有効な手段の１つである。欧米諸国では、1990 年代以降、関係業

界によるラベリングの開発が進められ、その対象部材は多岐に及んでいる。さらに、個々の対

象部材特有の放散物質に対して放散基準が定められている。我が国のラベリングは建材が中心

であるが、その対象物質は、壁装材料を除けばホルムアルデヒドのみである。今後、我が国に

おいても、個々の部材特有の放散物質の基準を定めたラベリングを充実させる必要がある。 
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5-3-6. 諸外国の室内空気質規制に対する基本概念 

一般論として、我々が室内空間で過ごす比率は 1 日のうち 80%から 90%以上であり、曝露経

路として室内空気が重要であるとの認識は各国共通である。そのため、多くの諸外国で室内空

気質に対する取り組みが実施されている。 

居住環境の室内空気質に対する諸外国の取り組みの基本概念は「情報提供」である。国民の

大半が健康影響を引き起こさない良質な室内空気質の目安として室内空気質ガイドラインが策

定されている。また、汚染源対策として、化学物質の放散源である建材や家具のラベリングを

関係業界が自主的に開発している。 

表 5-3 諸外国のラベリング

国 名称 対象部材 放散基準設定物質
一般建材、床材、接着、壁紙、塗
料、天井材、断熱材、消費者製品

HCHO、全アルデヒド、TVOC、
VOCs、PM10

オフィス家具、 HCHO、全アルデヒド、TVOC、
VOCs

オフィス機器、電気製品、繊維製
品、清掃用品

HCHO、全アルデヒド、TVOC、
VOCs、オゾン、PM10、粉じん

Green Label カーペット、クッション、接着剤 HCHO、TVOC、VOCs
Green Label
Plus

カーペット HCHO、TVOC、他アルデヒド
類、VOCs、カプロラクタム、ナフ
タレン

竹及び他の木質代替床材 HCHO、VOCs
カーペット HCHO、TVOC
線維製床仕上げ材 HCHO、TVOC、VOCs
可動間仕切り、オフィス家具等 HCHO、VOCs
コピー機 オゾン、粉じん、TVOC
布張り家具 HCHO、全アルデヒド(HCHO除

く)、TVOC、SVOCs、発がん性物
質

床用接着剤 HCHO、アセトアルデヒド、
TVOC、SVOCs、発がん性物質

合板、繊維板、木質ボード HCHO、MDI、フェノール
室内用木質製品（家具、ドア、パ
ネル、フローリング）

HCHO、VOCs、CMT物質

壁用塗料 HCHO
壁紙 HCHO、TVOC、VOCs

Gut カーペット、カーペット用接着剤 HCHO、TVOC、VOCs、発がん
性物質、臭気試験

EMICODE 床用製品（接着剤、レベリング剤、
タイル、モルタル、下塗り剤）

TVOC、発がん性物質

フィンランド RTS 壁材、床材、塗料、接着剤等 HCHO、TVOC、アンモニア、発
がん物質、臭気試験

フローリング、壁装材料 HCHO
接着剤 TVOC

デンマー
ク、ノル
ウェー

THE INDOOR
CLIMATE
LABEL

室内ドア、折り畳み式間仕切り、
天井・壁システム、床材、木質系
床タイル、窓、外装ドア、キッチ
ン、浴室、洋服収納棚、カーペット

VOCs、粒子状物質、臭気試験

日本工業規格
(JAS)

合板、構造パネル、フローリング、
積層板、構造用積層板、集成材、
構造用集成材

HCHO

日本農林規格
(JIS)

繊維板、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙボード、壁紙、
火山性ｶﾞﾗｽ質複層板、接着剤、
保温材、断熱材、塗料、塗材

HCHO

ISM 壁紙、カーテン、カーペット内装塗
料、壁張り接着剤

HCHO、TVOC

SV 壁紙 HCHO、TVOC、VOCs
室内環境配慮
マーク

家具に使用する材料（木質建材、
接着剤、塗料）

HCHO

注）HCHO：ホルムアルデヒド　　TVOC：総揮発性有機化合物　　VOCs：揮発性有機化合物

　　MDI：ジフェニルメタン-4,4’-ジイソシアネート

　　SVOCs：準揮発性有機化合物　　CMT物質：発がん性,変異原性,催奇形性物質

日本

Nordic Swan
Label

スカンジナ
ビア諸国

カナダ

ドイツ

アメリカ GREENGUARD

EcoLogo

RAL
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一方、室内空気を汚染している化学物質の有害性が高く幅広く使用され、深刻な公衆衛生問

題を引き起こしていると判断された場合のみ、放散源の規制基準勧告や使用禁止措置がなされ

ている。例えば、アメリカ、ドイツ、スウェーデン、オランダ、デンマークなどのホルムアル

デヒド発散建材の放散基準に基づく規制、カナダの UFFI の使用規制、アメリカのクロルピリ

ホスとダイアジノンに対する使用規制である。我が国も同様にホルムアルデヒドとクロルピリ

ホスを改正建築基準法で規制している。 

居住環境の室内空気汚染は、特定の化学物質に高濃度曝露する労働環境とは異なり、多種類

の低濃度の化学物質に複合曝露する。そのため、特定の化学物質を対象とした法的拘束力のあ

る規制だけではなく、情報提供を基本とした非規制戦略を諸外国は採用していると考えられる。

これらの取り組みは、多種類の低濃度化学物質による複合汚染であり、その汚染濃度には、換

気、建築様式、住まい方、維持管理、屋外気候などの要因が複雑に関与している居住環境の室

内空気汚染の最大の特徴であると言えるであろう。 

ニュージーランドでは室内空気質ガイドラインが策定されていない。保健省の Graham 

(2005)は、その理由は住宅が個人の所有物であるためとしている。しかし、室内空気質ガイド

ラインがあると、国民の室内空気汚染に関するリスクやその対策に関する知識と理解が増加し、

室内空気質を改善するための手段や行動の必要性に関して首尾一貫した決定を個人や行政が作

成するのに役立つ、と述べている。2002 年に大気質ガイドラインが策定された。Graham 氏は、

今後、室内空気もその適用対象に含めるよう大気質ガイドラインを改正する可能性を示唆して

いる。 

1996 年頃から室内空気質ガイドラインを策定する諸外国が徐々に増えている。国民の大半が

健康影響を引き起こさない良質な室内空気質の指標として室内空気質ガイドラインは必要であ

る。それを参考に、関係業界は汚染源のラベリングを自主開発できる。 

アメリカ、カナダ、オーストリア、中国香港特別行政区などの諸外国が室内空気質に関連す

る情報を一般向けのパンフレットやファクトシートで提供している。汚染物質や汚染源などの

基本情報、汚染時の対策、汚染防止方法などが主な内容である。その情報量はアメリカ環境保

護庁 (USEPA, 2005)が最も多い。インターネットで豊富な情報を提供している。欧州地域は

WHO Europe(2005)がパンフレットを多数提供している。これらの一般向け情報は、建築設計

者、居住者、施設管理者などの関係者による自主的な取り組みを促進するうえで重要である。 

 
５－４．まとめ 

本章では、諸外国の室内空気質規制に関する取り組みの経緯と現状を調査し、それぞれの特

徴を明らかにした。特に、室内空気質ガイドラインと汚染源対策に着目し、それらの現状と社

会背景を検証した。そして、以下の知見を得た。 

(1) 居住環境の室内空気質に対する諸外国の取り組みの基本概念は「情報提供」である。その方

法は、室内空気質ガイドライン、関係業界による自主的な建材等のラベリング、一般向けの
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パンフレットやファクトシートなどである。アメリカは室内空気質ガイドラインを策定して

いないが、環境保護庁がインターネット等を通じて室内空気質に関する豊富な情報を提供し、

関係業界や国民の自主的な取り組みを促進している。 

(2) 室内空気を汚染している化学物質の有害性が高く幅広く使用され、深刻な公衆衛生問題を引

き起こしていると判断された場合のみ、放散源の規制基準勧告や使用禁止措置がなされてい

る。 

(3) 欧米諸国のラベリングは、汚染源対策として、個々の対象部材特有の放散物質が網羅される

よう関係業界が開発していた。 

(4) 13 の国や州が室内空気質ガイドラインを策定していた。これらのガイドラインは、気候風

土、生活習慣、建物の室内空気汚染の実態等の各国独自の実態と戦略に基づいて策定されて

いた。 

(5) ノルウェーのハウスダスト、中国の細菌など、生物学的因子等の住まい方が関与する汚染物

質の室内空気質ガイドラインが策定されていた。 

(6) ドイツとフィンランドは、予防やアレルギー疾患への配慮からガイドラインを複数に分類し

ていた。 

 
諸外国の室内空気質規制に対する取り組みは、ホルムアルデヒドから VOCs へと対策が進み、

この 30 年間で大きな進展を遂げた。これらは化学的因子に重点を置いた取り組みとなってい

る。しかし、ドイツでは、子どもや青少年を対象に、化学的因子のみならず、ハウスダスト、

カビ、ペットアレルゲン等の生物学的因子の実態調査が開始されている。本論の第３章にまと

めた調査においても、アレルギー様症状と室内ペットの飼育やカビとの関連性が示唆されてい

る。これらのことを踏まえれば、今後、生物学的因子等、住まい方が関与する汚染物質の実態

調査と施策の検討が必要である。また、室内空気汚染物質による健康影響は、アレルギーや呼

吸器系疾患を有する居住者など、汚染物質に対して感受性の高い集団への対応が重要となって

いる。ドイツやフィンランドが実施している予防や高感受性集団への対応を考慮したガイドラ

インの分類は、今後の政策課題として重要であると考えられる。 
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第６章 室内空気質規制におけるリスク評価の現状と課題 
 

 
６－１．はじめに 

本章では、室内空気質のリスクに基づく評価スキームを研究するために、諸外国において導

入あるいは検討されている室内空気質規制におけるリスク評価の現状に関する調査を行った。 

我が国では近年、いわゆるシックハウス症候群等、化学物質による室内空気汚染が原因とさ

れる居住者の健康問題が社会的に大きくなった。そこで厚生労働省(2002)は、これまで 13 の

化学物質に対して室内濃度指針値を策定し、この問題に対応してきた。これらの化学物質は、

実際の建物の調査で汚染濃度が高かった、室内に発生源があると考えられる、諸外国で規制さ

れている、などの指標を参考に選定されてきた。 

しかし近年、市場に流通する化学物質の多様化と量的拡大に伴い、個々の化学物質の有害性

に着目した規制措置は限界にきている。特に、居住環境の室内空気は労働環境と異なり、多種

類の低濃度の化学物質に複合曝露する。そのため、化学物質のリスクを適切に評価し、許容で

きないリスクの化学物質を優先的に管理する枠組みが必要である。 

本論の第４章において、我が国の室内空気質規制に対する課題をこれまでの取り組みの経緯

や社会背景から検討した。そして、リスク評価の観点から規制対象物質を優先付けする評価手

法、同様の観点から汚染物質の総量を規制する枠組みの必要性を明らかにした。また、本論文

の第３章において、我が国ではシックハウス様症状の有症率が高いことを明らかにした。さら

に我が国では、化学物質に対して感受性の高い集団の存在が(Uchiyama and Murayama, 2003)

明らかになっており、室内空気汚染物質に対して感受性の高い集団への対応をリスク評価の観

点から検討する必要があることは明らかである。 

そこで本章では、これらの課題を研究するにあたり、諸外国における既存の室内空気質規制

において導入あるいは検討されているリスク評価に係わる取り組みの現状および動向を調査し

た。特に、規制対象物質の優先付け方法、汚染物質の総量規制および高感受性集団への対応に

着目し、我が国の現状と対比して今後の政策あるいは研究課題を明らかにした。 

 
６－２．研究方法 

調査は、先進工業国、あるいは急速に産業の発展が進み室内空気汚染問題が既往の文献等で

顕在化している諸外国を対象とした。主に、欧州、北米、アジア、オセアニアを調査対象地域

とした。国際機関や諸外国の室内空気質規制に関する報告書、関連学会の資料、関連論文を収

集・分析した。資料の収集は、諸外国の関係諸機関のホームページ、独立行政法人科学技術振

興機構のデータベース（JOIS）、アメリカ国立医学図書館のデータベース（Pubmed）等を利

用した。さらに、電子メールや関連学会および国際シンポジウムで諸外国の関係組織の研究者

や行政官に直接問い合わせて最新の情報を入手した。 
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６－３．結果および考察 

6-3-1. 諸外国の室内空気質規制の現状 

本研究で室内空気質規制に関する情報が得られた諸外国は、欧州 21 カ国、ロシア連邦、中

国、韓国、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダの合計 29

カ国であった。表 6-1 にこれらの諸外国の室内空気質規制の現状を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6-1 諸外国における室内空気汚染物質に対する取り組みの現状 

HCHO 個別VOCs TVOC ラドン その他

世界保健機関
(WHO)本部

* * n.a. n.a.
アセトアルデヒド,ベンゾ-a-ピレン,ニ
コチン,水銀,防虫剤など

世界保健機関
(WHO) 欧州事務局

* * n.a. *
ベンゾ-a-ピレン,アスベスト,水銀,セ
ラミック繊維など

欧州連合
イギリス * n.a. + n.a. ベンゼン、ベンゾ[a]ピレン
イタリア n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
エストニア n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
オーストリア HCHO（木質建材）
オランダ HCHO（木質建材） n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
スイス * n.a. n.a. n.a. ポリ塩化ビフェニル

スウェーデン HCHO（木質建材） n.a. n.a. n.a. * n.a.
NFTAフローリング（自主）
Swan（自主）

スペイン n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
スロベニア n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
スロバキア共和国 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
チェコ共和国 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

デンマーク
HCHO
（木質建材,UFFI）

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
室内気候ラベリング（自主）
Swan（自主）

ドイツ
HCHO
（木質建材,UFFI）

** ** *** n.a.
防腐剤,水銀,防虫剤,難燃剤,二環式
テルペンなど

RAL（自主）Gut（自主）
EMICODE（自主）

ノルウェー * n.a. n.a. *
アスベスト、人工鉱物繊維、ニコチ
ン、ハウスダスト

室内気候ラベリング（自主）
Swan（自主）

フィンランド(FiSIAQ) *** n.a. *** * アンモニア、臭気強度 FiSIAQ(自主), Swan（自主）
フランス HCHO（主にUFFI） n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ブルガリア n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ベルギー n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ポーランド * * * n.a.
防腐剤、アンモニア,フタル酸ジブチ
ル、水銀、クレゾールなど

ポルトガル n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
リトアニア n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ロシア連邦 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

中国
カーペットとその接着剤、
木質家具、木質建材

* * * *
アンモニア、ベンゾ-a-ピレン
ベンゼン、細菌、オゾン

中国（香港） ** * ** * 細菌
シンガポール * n.a. * n.a. 細菌、カビ

韓国
HCHO,TVOC（一般資材、
接着剤）

* n.a. * * 細菌、アスベスト、オゾンなど

日本
HCHO（木質建材、接着
剤、塗料など）

* * * n.a.
アセトアルデヒド,フタル酸-2-エチル
ヘキシル,防蟻剤,防虫剤など

ISM（自主）,SV（自主）、室内
環境配慮マーク（自主）

アメリカ HCHO（合板,PB） * (CA) n.a. n.a. * クロルデン(NAS) GEI（自主）、CRI（自主）
カナダ UFFI使用禁止 ** n.a. n.a. * n.a. EcoLogo（自主）
オーストラリア * n.a. * * 硫酸塩

ニュージーランド n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

FiSIQA：室内空気質気候学会　　PB：パーティクルボード　　UFFI：ユリア樹脂系発泡断熱材　CA：カリフォルニア州　NAS：国立科学アカデミー

建材の放散基準
（チャンバー試験）

国、組織 建材ラベリング

*：１種類のガイドライン値　　**：２種類のガイドライン値　　***：３種類のガイドライン値　　n.a.：ガイドライン値なし

室内空気質ガイドライン値の設定状況

INDEXプロジェクトで検討中

農林・環境・水資源管理省で検討中

+：概念を提示（1mg/m3以上の濃度と感覚や刺激の症状が報告された場合は汚染源調査と対策を実行すべきであることは明白）
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諸外国の主な特徴は、日本を含む 14 の国や州が毒性学的見地から室内空気質ガイドライン

を策定していることである。また、室内空気汚染による健康障害が確認されているホルムアル

デヒド（HCHO）に関しては、日本を含む 11 か国が排出源である建材の放散基準を定めてい

る。さらに日本を含む 8 か国で建材の放散レベルに応じたラベリングが開発されている。これ

らのラベリングは、建築設計者や消費者がより化学物質の放散量の少ない製品を選択しやすい

よう、主に製品を提供する工業界が自主的に開発したものである。 

室内空気質ガイドラインを策定している汚染物質は諸外国により異なっている。また、個々

の揮発性有機化合物（VOCs）の総量を表す総揮発性有機化合物（TVOC）の概念を利用し、化

学物質の総量を抑制する取り組みを、日本を含む 9 か国が実施している。 

 
6-3-2. 室内空気質のリスク評価フロー 

1983 年にアメリカ国立科学アカデミー(National Academy of Sciences: NAS)とアメリカ研

究審議会(NRC)が開発した基本原則(NRC, 1983)が欧米諸国のリスク評価のモデルとなってい

る。さらに NRC は、汚染物質の排出と健康影響の関係を考慮する際の枠組み(NRC, 1985)を開

発している。我々は、これらのモデルをベースに図 6-1 に示す室内空気質のリスク評価フロー

を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6-1 室内空気質のリスク評価フロー 

室内排出源
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室内空気質規制における規制対象物質の優先付け、汚染物質の総量規制、高感受性集団への

対応をリスク評価の観点から検討するためには、図 6-1 の評価フローの各ステップにおいて、

以下の項目を検討する必要がある。 

(1) 汚染物質の室内挙動を適切に把握して曝露評価を実施する 

(2) リスクの大きさに基づき管理すべき汚染物質を優先付ける 

(3) 個別の汚染物質だけでなく汚染物質の総量をリスク評価する 

(4) 有害性評価で高感受性集団の個人差を考慮する 

以下、これらの項目に対する諸外国の取り組み状況を示す。 

 

 
6-3-3. 諸外国の取り組み状況 

6-3-3-1. 室内挙動 

化学物質が室内のさまざまな要因で化学反応を引き起こし、新たな刺激物質を生じる現象が

報告されている。このような現象は、建材から最初に放散される初期放散（Primary emission）

に対して二次放散（Secondary emission）と呼ばれている(Knudsen et al., 2003)。Wolkoff ら

(2000)は、室内でテルペン類とオゾンが反応し、刺激物質を生成する研究を行っている。また、

Anderberg (2005)は、床スラブのコンクリートと、その上に設置されたフローリング材や接着

剤が反応し、室内に揮発性有機化合物が放散されるメカニズムを実験的に研究している。 

二次放散は、室内のさまざまな環境因子によって、室内の化学物質間で二次的な化学反応が

起こり、新たな化学物質が室内に放散することを意味する。例えばこれらの環境因子として、

オゾン、湿熱、光（特に紫外線）などがある。オゾンは強い酸化作用を有する化学物質であり、

高い化学反応性を有している。紫外線は活性エネルギーが高いため化学反応を起こしやすく、

特に 300nm 以下の低い波長の紫外線は人体に対して有害である。また、アクリル酸エステル

系樹脂、ポリエステル系樹脂、アミド系樹脂、ウレタン樹脂、尿素樹脂など、エステル結合、

アミド結合、ウレタン結合、尿素結合を有する化学物質は加水分解することがある。特に、高

温多湿下、酸や塩基性物質が共存すると、その反応は進行しやすくなる。また、このような反

応は、数十年経過しても進行することがある。表 6-2 に二次反応によって生成する物質の一例

を示す。 

Wolkoff ら(2000)の報告によると、人を使ったボランティアによる小型チャンバー実験でカ

ーペットにオゾンを曝露したところ、臭いの閾値を下回るわずか 10ppb のオゾン濃度でも、オ

ゾンを曝露していない対照群よりも臭気強度の増加や臭気好みの変化が確認されている。

Wilkins ら(2001)は、イソプレンとオゾンの混合気体に曝露したマウスにおいて感覚刺激によ

る呼吸数の減少を確認している。 

欧州委員会の共同研究センター(EC, 2003)がリスク評価を行うべき 13 の優先評価物質を選

定し、その作業を進めている。これらの物質に α-ピネンと d-リモネンがある。ドイツ連邦環境
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庁(Sagunski und Heinzow, 2003)は、α-ピネンなどの二環式テルペンの室内空気質ガイドライ

ンを策定している。これらの化学物質は、オゾンとの共存により気道への強い刺激が生じると

報告されている。つまり、欧州連合とドイツ連邦環境庁は、二次放散で生じる室内空気汚染を

取り組みの対象に含めている。 

二次放散は、化学物質間の反応を予測あるいは把握しなければならない。α-ピネンや d-リモ

ネンは、毒性としてはさほど強くない。しかし、オゾンとの共存で気道に対する刺激が強まる

のであれば、そのリスクを適切に評価し、そのレベルに応じて管理しなければならない。室内

空気汚染物質の室内挙動は、曝露評価に大きく影響する。どのような反応が生じているか、そ

れを防ぐにはどうすべきかなど、室内挙動に関するさらなる研究が必要である。 

 

 
表 6-2 二次反応によって生成する物質の一例（Wolkoff et al., 2000, 大勝  1997 に加筆） 

もとの物質 反応種 二次生成物 

テルペン オゾン アルデヒド類、ケトン類 

紫外線硬化樹脂に残留する光開始剤 紫外線 アルデヒド類、ケトン類、アルコール

類等 

ポリエチレン 紫外線 アルコール類、ケトン類 

アクリル酸エステル系樹脂 加水分解 アルコール類等 

ポリスチレン 紫外線 不飽和ケトン類、アルデヒド類、スチ

レン、スチレントリマー等 

ウレタン樹脂 加水分解 アゾ化合物、キノンイミド 

 
 

6-3-3-2. 汚染物質の優先付け 

欧州連合 (EC, 2003)、アメリカ環境保護庁 (USEPA, 2000; Slack, 2005)、カナダ保健省

(Health Canada, 1989)、中国環境保護総局(SEPA, 2002)、イギリス保健省(COMEAP, 2001; 

COMEAP, 2004)、日本の厚生労働省(厚生省, 2000)において採用されている室内空気汚染物質

の選定基準を表 6-3 に示す。日本を除く諸外国は、人の健康に対する既知の有害性や健康障害

の実態の有無を基準としている。また、欧州連合、カナダ、日本は室内に排出源があることを

基準としている。さらに日本は、国民の要望や他国の規制、主要な用途や構造分類を考慮して

いる。しかし、いずれの諸外国もリスクの大きさに基づく選定はなされていなかった。 

アメリカ環境保護庁(USEPA and EH&E, 2000)は、室内空気汚染化学物質をリスクの大きさ

で順位付けする研究を行っている。この研究の目的は、室内空気中から検出されている多種類

の化学物質のリスクをスクリーニングすることであった。主に、1990 年代に USEPA 等が  
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実施した室内濃度の実態調査から 112 種類の化学物質が選定されている。そして、健康ベース

の曝露基準値やガイドラインを用いて汚染物質のリスクベース濃度（RBCs）が算出されてい

る。そして室内濃度／RBCs を求めてリスクランキングが作成されている。スクリーニングの

結果、ホルムアルデヒドのリスクが高かった。また、ヘプタクロル、アルドリン、ディルドリ

ン、クロルデンなど、現在では規制されている有機塩素系殺虫剤や、アセトアルデヒドのリス

クが高かった。 

このリスクランキングには曝露データにいくつかの不確実性がある。例えば、屋外の曝露を

含む個人曝露データが使用されていること、短時間の曝露データが使用されていること、製造

後の経過時間が長い建材は汚染物質の放散量が減衰するため、その時間に応じて曝露濃度が変

化することなどである。予備検討として室内空気汚染物質のリスクをスクリーニングすること

は可能である。スクリーニングにより、優先評価対象物質を絞ることができる。しかし、それ

だけで規制対象物質の優先付けを行うには高い不確実性が伴う。 

我が国では一般居住環境の室内空気を対象とした化学物質のリスクスクリーニングは実施さ

れていない。これまで策定された 13 の化学物質の室内濃度指針値以降の取り組みを検討する

うえで、室内空気汚染物質のリスクスクリーニングを行う必要がある。そのうえで、スクリー

ニングにおけるデータの不確実性を考慮し、室内空気質ガイドラインの対象を検討する必要が

ある。 

一方、リスクスクリーニングには重要な課題がある。アメリカ環境保護庁のリスクスクリー

ニングで選定された 112 の化学物質のうち、リスク評価を実施するために必要なリスクベース

濃度(RBCs)の決定が可能であった化学物質は、そのうち 50 物質に過ぎなかった。信頼できる

室内空気汚染化学物質の毒性データベースを充実させることは、今後の重要課題である。 

 

 

表 6-3 諸外国における室内空気汚染物質の選定基準

有害性
健康障害

室内汚染
濃度

室内
排出源

その他
既存の
規制有

科学的
知見不足

管轄外

欧州連合 ＋ ＋ ＋ ＋

アメリカ環境保護庁 ＋
既往の実態調査からリス
クスクリーニングを試行

カナダ保健省 ＋ ＋ ＋

中国環境保護総局 ＋

イギリス保健省 ＋ ＋ ＋

日本厚生労働省 ＋ ＋
WHO空気質ガイドライン
国民の要望、他国の規制
主要な用途や構造分類を網羅

取り組み対象物質の選定基準 除外基準
国,機関及び
所管省庁

備考
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6-3-3-3. 総量規制 

居住環境の室内空気からは、約 900 種類の化学物質が確認されている。その排出源は、建材、

家庭用品、暖房器具、家具、農薬、空調機器など、室内空間を取り巻く大半の製品である。つ

まり、室内空気汚染は、特定の化学物質に高濃度曝露する労働環境とは異なり、多数の低濃度

の化学物質に複合曝露することに特徴がある。それゆえ、化学物質の総量を抑制する取り組み

が必要とされる。 

Mølhave (1991)は、個々の揮発性有機化合物（VOCs）の量を総計し、容積当たりの重量（例

えば mg/m3）で表す総揮発性有機化合物（TVOC）の概念を提唱した。しかし、有害性の高い

VOC が多く含まれている TVOC と、そうでない TVOC ではリスクの大きさが異なる。つまり、

TVOC は毒性学的な見地からガイドラインを設定することが困難である。そのため化学物質の

総量や複合曝露のリスクを表すことはできない。 

スウェーデン国立保健福祉局 (NBHW, 1998)は、室内空気のリスクをあらわす指標として

TVOC を使用できないとしている。同一の材料を規定の評価法で試験し、建材を分類するため

の指標として用いることは可能と述べている。表 6-4 に示すように、諸外国のラベリングの多

くは、TVOC を評価項目としている。しかし、現実には個別物質のガイドラインだけでは多種

類の化学物質で汚染された室内空気を良質にすることは難しい。そのため表 6-1 に示すように、

多くの諸外国で TVOC のガイドラインが定められており、それに代わる新しい手法は導入され

ていない。 

USEPA(1986, 2000)は、化学物質の複合曝露によるリスク評価に関して 1986 年にガイドラ

インを公表している。このガイドラインは、個々の化学物質のリスクを総和した式(1)の有害性

指数(HI)を用いている。これはいわゆる相加モデルである。有害性指数が 1 以下なら許容でき

る。しかし 1 以上であれば、どれほど 1 を越えているか、あるいは許容可能なレベルを算出す

る際の不確実係数の大きさに応じてリスクの許容度が判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HI ：有害性指数 

E  ：曝露レベル 

AL ：許容可能なレベル

Hazard Index (HI) = Σ [Ei / ALi] 
 i=1 

n 

･････(1) 
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表 6-4 諸外国のラベリング 

HCHO 個別VOCs TVOC その他
一般建材、床材、接着、壁紙、塗
料、天井材、断熱材、消費者製品 * * *

全アルデヒド、PM10

オフィス家具、 * * * 全アルデヒド

オフィス機器、電気製品、繊維製
品、清掃用品 * * *

全アルデヒド、オゾン、
PM10、粉じん

Green Label カーペット、クッション、接着剤 * * *

Green Label
Plus

カーペット
* * *

ナフタレン

竹及び他の木質代替床材 * n.a. *
カーペット * n.a. *

線維製床仕上げ材 * * *

可動間仕切り、オフィス家具等 * n.a. *

コピー機 n.a. n.a. * オゾン、粉じん

布張り家具
* n.a. *

全アルデヒド、SVOC、
※AgBBスキーム

床用接着剤
* * *

SVOC、※AgBBスキー
ム

合板、繊維板、木質ボード * * n.a.
室内用木質製品（家具、ドア、パ
ネル、フローリング） * n.a. *

CMT物質

壁用塗料 * n.a. n.a.

壁紙
* n.a. *

芳香族TEX

環境配慮カーペット
協会

Gut カーペット、カーペット用接着剤
* * *

SVOC、※AgBBスキー
ム

GEV EMICODE 床用製品（接着剤、レベリング
剤、タイル、モルタル、下塗り剤） n.a. n.a. *

発がん性物質

フィンランド 建築情報財団(RTS) RTS 壁材、床材、塗料、接着剤等
* * *

発がん性物質、臭気
試験

フローリング * n.a. n.a.
接着剤 n.a. n.a. *
壁装材料 * n.a. n.a.

デンマー
ク、ノル
ウェー

デンマーク室内気候
協会(DSIC)、ノル
ウェー室内気候
フォーラム(NFIC)

THE INDOOR
CLIMATE
LABEL

室内ドア、折り畳み式間仕切り、
天井・壁システム、床材、木質系
床タイル、窓、外装ドア、キッチ
ン、浴室、洋服収納棚、カーペット

n.a. *

*個別の
VOCsの
リスクを

総計

粒子状物質、臭気試
験

農林水産省 JAS 合板、構造パネル、フローリン
グ、積層板、構造用積層板、集成
材、構造用集成材

* n.a. n.a.

経済産業省 JIS 繊維板、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙボード、壁紙、
火山性ｶﾞﾗｽ質複層板、接着剤、
保温材、断熱材、塗料、塗材

* n.a. n.a.

全国家具工業連合会室内環境配慮
マーク

家具に使用する材料（木質建材、
接着剤、塗料） * n.a. n.a.

壁紙製品規格協議会SV 壁紙
* n.a. *

芳香族TEX

壁装材料協会 ISM 壁紙、カーテン、カーペット内装塗
料、壁張り接着剤 * n.a. *

ベターリビング BL認定基準 木質系内装部品 * n.a. n.a.

注） HCHO：ホルムアルデヒド　　SVOC：半揮発性有機化合物　　TVOC：総揮発性有機化合物　　VOCs：揮発性有機化合物
　　　PM10：粒子状物質　　CMT物質：発がん性、変異原性、催奇形性を示す物質　　芳香族TEX(トルエン、エチルベンゼン、キシレン)

対象部材

GREENGUARD
™

国 機関 規格、法律

Nordic Swan
Label

日本

エコラベリング・ノル
ウェー

スカンジナ
ビア諸国

放散基準設定物質

カナダ 環境省の環境選択
プログラム(ECP)

ドイツ 商品安全・表示協会
(RAL)、連邦環境庁

EcoLogo

RAL

アメリカ

カーペット・ラグ協会
(CRI)

グリーンガード環境
研究所(GEI)
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ドイツでは、毒性学的見地から TVOC のガイドライン値を明白には策定できないため、TVOC

概念の不確実性に対処するために、個別の数値を用いず濃度の範囲を設定している (Seifert, 

1999; IRK, 2005)。その内容を表 6-5 に示す。 

 

 

表 6-5 ドイツの TVOC ガイドライン 

分類 ガイドライン 

改装中等の一時的な部屋の濃度 10000～25000 μg/m3 

長期間居住する部屋の濃度 1000～3000 μg/m3 未満の範囲を長期間超過しない 

最大長期平均目標濃度  200～300 μg/m3 未満、あるいはより可能な限り常に低く  

 

 

 

TVOC にリスクの概念を導入している建材評価法が２つある。ドイツ連邦環境庁の「建材の

健康影響評価委員会 (the Committee for Health-related Evaluation of Building Products; 

Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – AgBB(2003)」とデンマー

ク室内気候協会(DSIC, 2003)の室内気候ラベルである。 

これらの評価法は、複数の VOC が検出された場合、USEPA が提唱したリスクの相加モデル

を用いている。そして、それぞれ独自の毒性データベースを作成している。AgBB は最小影響

濃度(LCI)、室内気候ラベルは VOCBASE である。しかし、USEPA のリスクランキングで述

べたように、信頼できる室内空気汚染化学物質の毒性データベースの情報量は少ない。ところ

が LCI が定められた化学物質は、2003 年 6 月時点で 138 物質ある。これほど多くの LCI が定

められている理由の１つは、アルデヒド類やアルコール類など、同じ構造分類の化学物質であ

れば、LCI を同じ数値にできる規定を採用しているからである。しかし、同じアルデヒド類で

も、ホルムアルデヒドとノナナールの最小影響濃度は同じではない。このことは、我が国の室

内濃度指針値(厚生労働省, 2002)から明らかである。さらに LCI が定められている個々の物質

は、エンドポイントが異なるものが混在している。そのため AgBB スキームの相加モデル（式

(2)）はエンドポイントが異なる化学物質のリスクを相加する可能性がある。基本的に複合曝露

のリスクの相加モデルは、エンドポイントが同じ化学物質のリスクを相加しなければならない。

これらのことから AgBB スキームは、相加したリスクを過小あるいは過大に見積もる可能性が

課題として残されている。 

VOCBASE には 800 種類以上の VOCs の臭気閾値と目や鼻や気道の刺激閾値がデータベース

化されている。デンマーク気候ラベルの相加モデル（式(3)）は刺激閾値のみが用いられる。そ

のため、神経毒性や生殖毒性などの他のエンドポイントは評価できない。 
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室内空気中には TVOC 以外にも多種類の化学物質が存在する。例えば、フタル酸エステル類

などの半揮発性有機化合物（SVOC）、クロルピリホスやベンゾ [a]ピレンなどの粒子状物質

（POM）である。室内空気汚染化学物質の総量を抑制する取り組みは、TVOC のみならず、こ

れらの化学物質を含めた複合曝露のリスクを考慮しなければならない。しかし、複合曝露のリ

スク評価にはいくつかの課題がある。現実には複合曝露のリスクを相加しても、単純には相加

通りの結果は得られない。基本的に、化学物質の毒性は、代謝酵素活性がある閾値を超えた場

合に代謝システムの限界を超えて影響が出現すると考えられる。そのため、複合曝露のリスク

評価は、複数の化学物質への曝露により代謝酵素活性の限界を超えているかどうかを定量的に

把握する必要があると考えられる。また、ベンゼンやフタル酸エステル類のように、代謝産物

が強い毒性を有するものがある。つまり、代謝半減期が異なる化学物質が複数混在している場

合、代謝産物との複合曝露も考慮しなければならない。これらのことからも、複合曝露のリス

ク評価を行うには解明すべき課題が残されている。 

今後、我が国で複合曝露のリスク評価スキームを開発するにあたり、代謝酵素活性や代謝産

物の影響など、低濃度化学物質の複合曝露による毒性発現のメカニズムに関する研究が必要で

ある。 

 

6-3-3-4. 高感受性集団  

リスク評価で使用される不確実係数は、同種関係数として一般的に 10 が使用されている。

しかし近年、大人と子どもの体格の違いや汚染物質に対する感受性の違いから、その数値の妥

当性が懸念されている。 

ドイツ連邦環境庁(FEA, 2004)は、胎児期、乳児期、幼児期、就学前児童から青年期の各発

達段階の曝露状況、毒物動態学、毒物動力学、騒音、紫外線や電磁波への曝露、社会経済学的

要因等について、大人と子どもの違いを研究している。そして、ドイツ国内で実施される規制

等の数値を定めるにあたり、特に子どもを対象とした安全要因がどのように適当されるかにつ

いての概要をまとめている。その結果、最も脆弱度が高い年齢群であっても、個体間の差違を

適正に考慮した対応が確実に取られるためには、現在一般的に使用されている同種関係数 10

C ：チャンバー試験濃度 
LCI：最小影響濃度 室内適合基準値 R = Σ     ≦1 

i=1 

n Ci 

LCIi 

Cs ：チャンバー試験濃度 
CL：室内許容可能濃度（刺激閾値）Σ     ＜1 

i=1 

n Csi 

CLi 

･････(2) 

･････(3) 



第６章 室内空気質規制におけるリスク評価の現状と課題 

 - 97 - 

は適正であるとしている。ただし、室内空気に関しては、子どもは大人よりも体重あたりの呼

吸量が多いことから、さらに 2 を掛けた同種間係数 20 を使用すべきとしている。この係数は、

ドイツ連邦環境庁の室内空気衛生委員会(Innenraumlufthygiene-Kommission: IRK, 1996)が

提唱したものである。IRK が定めた室内空気質ガイドラインのうち、子どもの曝露が懸念され

るトルエン(Sagunski 1996)、ジクロロメタン(Witten 1997)、スチレン(Sagunski 1998)、水銀

(Link 1999)、二環式テルペン(Sagunski und Heinzow 2003)、ナフタレン(Sagunski und Heger 

2004)で子どもの不確実係数 2 が採用されている。この係数は、大人と子どもの呼吸量の差違

を考慮したものであり、化学物質への感受性の個人差を考慮したものではない。図 6-2 にドイ

ツの室内空気質ガイドライン RW II の不確実係数を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO(A)EL (人) LO(A)EL (動物) 

バイオアッセイ作用の増

人の閾値 

感受性の高い人たちの閾値 

感受性の高い人たちの閾値 

個体差

1 

3 

10 

子どもを含む感受性の高い人たちの閾値 

2 

1 

5（168 h/40 h = 4.2 より） 

10 

RW II 

種

職業と継続的なストレスを区別

子どもを考慮する必要がない時は「1」を用い

他の影響、他の経路、複合影響？

図 6-2 ドイツの室内空気質ガイドライン RW II の不確実係数 (IRK 1996) 
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表 6-6、表 6-7 に示すように、ドイツとフィンランドは、室内空気質ガイドラインにおいて

化学物質への感受性の個人差を考慮している。現時点では毒性学的な見地からではなく概念的

に室内空気質ガイドラインを複数に分類している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RWI RWII S1 S2 S2
－ 60 (1w) － 200 (1h) 200 (1h)
－ 350 (30m) － 40 (1y) 40 (1y)

1.5 (8h) 15 (8h) 10 (8h) 10 (8h)
6 (30m) 60 (30m) 30 (1h) 30 (1h)

二酸化炭素 mg／m3 － － 1300 1650 2200 1000 ppm a) 1000 ppm －

オゾン μg／m3 － － 20 50 80 － 120 (8h) 120 (8h)
PM10 μg／m3 － － 20 40 50 150 a) － －

ホルムアルデヒド μg／m3 30 50 100 100 100 (30m) 100 (30m)
260 (1w) 260 (1w)

1000 (30m) 1000 (30m)
260 (1w) 260 (1w)
7 (30m) 70 (30m)

ナフタレン μg／m3 2 20 － － － － － －

450 (1w)
3000 (24h)

二環式テルペン μg／m3 200 2000 － － － － － －

リン酸トリス(2-クロロエチル) μg／m3 5 50 － － － － － －

ジイソシアート μg／m3 － － － － － －

総揮発性有機化合物
(TVOC) μg／m3 200 300 600 400 － －

ペンタクロロフェノール μg／m3 0.1 1 － － － － － －

アンモニア μg／m3 － － 30 30 40 － － －

ラドン Bq／m3 － － 100 100 200 － － 100 (1y)
水銀 μg／m3 0.035 0.35 － － － － 1 (1y) 1 (1y)
細菌 CFU／m3 － － － － － － － －

臭気強度 強度指数 － － 3 4 5.5 － － －
23-24 (夏) 23-26 (夏) 22-27 (夏)
21-22 (冬) 20-22 (冬) 20-23 (冬)

相対湿度 %RH － － － － － 40～70 a) － －
0.20 (夏) 0.25 (夏) 0.30 (夏)
0.13 (冬) 0.16 (冬) 0.19 (冬)

2000
 (24h)

－ －

10 ppm a)

＊(   ): y(年)，w(週)，h(時間)，m(分)の各平均曝露時間

トルエン μg／m3 260

ジクロロメタン μg／m3 3000 (24h)200

室温

WHO
(1999)
抜粋

WHO欧州
(2000)
抜粋

日本
厚生労働省
(1997-2001)

抜粋

℃

スチレン μg／m3

汚染物質

μg／m3

mg／m3

300

単位

一酸化炭素

二酸化窒素

120 (1977年設定)

a) 建築物衛生法の建築物環境衛生管理基準

220

ドイツ
連邦環境庁
(1996-2004)

フィンランド
室内空気質気候学会

(2001)

－ － －

300 3000

30

－ － －

2 3 8

気流 m／s － － － －0.5 a)

－ －－ － 17～28 a)

－ － －

1000～3000未満
(永住空間)

200～300未満
(長期平均濃度目標)

硬化後の長期曝露はな
いが使用時は換気励行

－ －

表 6-6 ドイツとフィンランドのガイドラインの分類 
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例えばドイツ(IRK, 1996)は、既知の毒性および疫学的な科学的知見に基づき定められた室内

空気質ガイドライン RW II と、さらに不確実係数 10 で除した RW I を定めている。RW I は、

長期間曝露したとしても健康影響を引き起こす十分な科学的根拠がない値である。しかしなが

ら、RW I を越えていると、健康上望ましくない平均的な曝露濃度よりも高くなる。そのため

RW I と RW II の間の濃度であった場合には、予防のために行動する必要があると定義されて

いる。フィンランド(Säteri, 2002)は、アレルギーや呼吸器系疾患等を有する居住者の要求を満

たす水準と定義した室内空気質ガイドラインを定めている。 

我が国の室内濃度指針値は、既知の毒性および疫学的な科学的知見に基づき定められている。

クロルピリホスの指針値は、子どもの影響に関して信頼できる科学的知見が存在した。そのた

め、同種関係数 10 を追加した子どもの指針値が別途策定された(厚生労働省, 2002)。 

今後、アレルギー性疾患の有症率の高さや体重当たりの大人と子どもの呼吸量の差を考慮し

た不確実係数を検討し、室内濃度指針値に反映させる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－４．まとめ 

室内空気質規制に係わるリスク評価について、諸外国の取り組みの現状と課題を調査し、我が

国と対比した。本研究で得た今後の政策課題等を以下に示す。 

(1) 室内空気汚染物質のリスクスクリーニングによる優先付け 

(2) 室内空気汚染物質の毒性データベースの充実 

(3) 室内空気汚染物質の室内挙動に関する研究 

(4) 低濃度化学物質の複合曝露によるリスク評価スキームの開発 

(5) 高感受性集団の個人差や大人と子どもの体格や生理機能の違いを考慮したリスク評価ス

キームの開発 

 

表 6-7 ドイツとフィンランドのガイドラインの分類の要求水準 

国 分類 要求水準

RW I
長時間暴露でも健康影響を引き起こす十分な科学的根
拠はないが、健康上望ましくない平均暴露濃度よりも高
いため、予防のために行動する必要がある濃度

RW II
既存の毒性・疫学的知見をベースとした健康影響に関連
した濃度

S1
良質な室内空気質（アレルギーや呼吸器系疾患等を

有する居住者の要求を満たす濃度）

S2 良質な室内空気質

S3 満足できる室内気候

ドイツ

フィンランド
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第７章 日本における室内空気汚染化学物質のリスク分析 
 

 
７－１．はじめに 

第６章において、室内空気質規制に係わるリスク評価に関する諸外国の取り組みの現状と課

題を調査し、我が国と対比した結果、我が国における室内空気汚染物質のリスクスクリーニン

グが重要課題であることを明確にした。また、リスクスクリーニングを行うにあたっては、毒

性データベースの充実が重要課題であることも明確にした。 

アメリカ環境保護庁(USEPA)が、室内空気汚染化学物質のリスクスクリーニングについて試

験的に調査を行っている(USEPA and EH&E, 2000)。しかし、化学物質の有害性を評価するに

あたり、不確実係数の設定条件が異なる種々のデータベースの耐容濃度を採用している、ある

いは曝露調査で得られた 112 の化学物質のうち耐容濃度が得られたものは 50 物質に過ぎない

などの課題が残されていた。 

本章では、室内空気汚染化学物質のリスクスクリーニング手法を開発し、我が国の実態を明

らかにする。そして、今後の優先取り組み物質を明らかにすることが本章の目標である。 

 
７－２．研究方法 

7-2-1. 曝露データの作成 

居住環境中の室内濃度の実態調査データを収集した。収集期間は 1995 年 1 月以降の約 10 年

間とした。独立行政法人科学技術振興機構のデータベース（JOIS）による検索、厚生労働科学

研究の報告書、関係省庁の報告書等から合計 19（安藤ら, 1997; 2000; 2001; 2002; 2003; 大貴

ら , 2002; 2003; 国土交通省 , 2001; 2002; 2003; 2004; 国立医薬品食品衛生研究所 , 1998a; 

1998b; 斉藤ら, 2001; 2002; 2003a; 2003b; 東京都, 2003; Dai et al., 2003）の文献を採用した。

データを採用するにあたっては、①全国規模あるいは都道府県等の規模の大きい調査であるこ

と、②アレルギー性疾患を有する集団等の特定集団を対象とした調査ではないこと、③室内濃

度の平均値あるいは 95 パーセンタイル値が算出されていること、などを条件とした。 

 
7-2-2. 有害性データの作成 

有害性データは表 7-1 に示す国際機関及び各国の関係省庁が公表している評価文書を利用し

た。非発がん影響については、信頼性のある亜急性毒性、慢性毒性または生殖発生毒性の

NOAEL または LOAEL が評価文書の中で明記されている化学物質を対象とした。複数の毒性

量がある場合、①動物よりもヒト優先、②LOAEL よりも NOAEL を優先、③ も感受性の高

いエンドポイントを優先、④長期曝露期間を優先、などの指標を総合的に判断し、図 7-1 のフ

ローに基づき推定ヒト無毒性量を算出した。国際がん研究機関 (IARC)の発がん性分類で

Group1 または Group2A に属するものは、図 7-2 のフローに基づきユニットリスク(UR)を算出
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した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
我々は日常、居住環境中で室内空気汚染物質に曝露する場合、一般的に毎日継続的に曝露す

る。しかしながら、ヒトの疫学調査や動物実験における曝露期間は、労働環境を想定している

ため、一般的に断続的に行われる。例えば、１日 6 から 8 時間、１週間に 5 日間の曝露期間で

行われる。そこで、居住環境を想定した継続的な曝露にこれらの曝露データを換算するために、

曝露補正が行われる。具体的には、実際の曝露濃度から時間加重平均濃度を算出する(USEPA, 

1994)。吸入曝露の場合、１日(24 時間)あたりの実際の曝露時間(H)と１週間(7 日)あたりの実

際の曝露日数(D)をもとに、実際の曝露濃度(Cobs)から時間加重平均濃度(Cavg)を算出する。経

No. 評価文書

(1) 厚生労働省: 室内空気汚染問題に関する検討会中間報告書－第1回～第3回のまとめ(2000a), 第4回～第5回のまとめ(2000b),
第6回～第7回のまとめ(2001), 第8回～第9回のまとめ(2002)

(2) 環境省：化学物質の環境リスク評価: 第1巻(2002), 第2巻(2003), 第3巻(2004)
(3) Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR): Toxicological Profile Information Sheet
(4) U.S. National Toxicology Program, Center for the evaluation of risks of human reproduction (CERHR): NTP-CERHR expert panel report
(5) International Programm on Chemical Safety: Concise International Chemical Assessment Documents (CICAD), No. 1-66
(6) European Chemicals Bureau (ECB): European Union Risk Assessment Report
(7) International Programm on Chemical Safety: Environmental Health Criteria (EHC), No. 1-231
(8) U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pollution Prevention & Toxics (OPPT): Chemical Fact Sheets
(9) U.S. Environmental Protection Agency (EPA): Pesticide Tolerance Reassessment & Reregistration Documents
(10) U.S. Environemtal Protection Agency (EPA): Integrated Risk Information System (IRIS)
(11) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Screening Information Data Set (SIDS)
(12) California Environmental Protection Agency, Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA): Chronic Reference Exposure Levels
(13) WHO Headquarters (2000) Guidelines for Air Quality
(14) WHO Europe (2000) Air Quality Guidelines for Europe 2nd edition., WHO Regional Publication, Europeans Series, No. 91, Copenhagen

表 7-1 有害性に関する評価文書  

図 7-2 ユニットリスクの算出フロー

IARC Group 1,2A

ユニットリスク (μg/m3)-1

スロープファクター
(mg/kg/day)-1

吸入量へ換算
（体重50kg、呼吸量15m3/day）

Yes

No

経口曝露 (mg/kg/day)

吸入曝露(mg/m3)

IARC Group 1,2A

ユニットリスク (μg/m3)-1

スロープファクター
(mg/kg/day)-1

吸入量へ換算
（体重50kg、呼吸量15m3/day）

Yes

No

経口曝露 (mg/kg/day)経口曝露 (mg/kg/day)

吸入曝露(mg/m3)吸入曝露(mg/m3)

図 7-1 推定ヒト無毒性量の算出フロー

24時間, 7日間

曝露に換算

推定ヒト無毒性量 (mg/m3)

(1) NOAEL: 1, LOAEL:10
(2) 曝露期間: 試験動物の対平均寿命
　　<8%→10, 8%～12%→3, >12%→1
(3) 種差:10

吸入曝露(mg/m3)

吸入量へ換算
（体重50kg、呼吸量15m3/day）

7日間摂取に換算

経口曝露 (mg/kg/day)

曝露補正

不確実係数

NOAEL,LOAEL

Yes

No

24時間, 7日間

曝露に換算

推定ヒト無毒性量 (mg/m3)

(1) NOAEL: 1, LOAEL:10
(2) 曝露期間: 試験動物の対平均寿命
　　<8%→10, 8%～12%→3, >12%→1
(3) 種差:10

吸入曝露(mg/m3)吸入曝露(mg/m3)

吸入量へ換算
（体重50kg、呼吸量15m3/day）

7日間摂取に換算

経口曝露 (mg/kg/day)経口曝露 (mg/kg/day)

曝露補正

不確実係数

NOAEL,LOAEL

Yes

No
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口曝露の場合、１日あたりの食餌への投与量は換算する必要がないためそのまま使用し、１週

間あたりの投与日数(D)をもとに、実際の投与量(Icon)から時間加重平均濃度(Iavg)を算出する

吸入曝露、経口曝露の計算式をそれぞれ式(1)および式(2)に示す。 

 

 

 

 

 
また、我々は日常、生活時間の約 9 割を室内で過ごしており、そのうち約 6～8 割の時間を

住宅の中で過ごしている(塩津ら, 1998)。そのため、居住環境における室内空気汚染物質による

健康影響は、そのリスクをより安全側に見積もるためにも、生涯にわたる長期間の曝露を考慮

しなければならない。しかしながら、ヒトの疫学調査や動物実験における曝露期間は、一般的

に短期間である。例えば、ヒトの疫学調査の場合、曝露期間は 5 年から 20 年である。また、

動物実験の場合、その平均寿命の 10%未満で実施される。そこで、これらの曝露データを生涯

曝露に換算するために、曝露補正が行われる。例えば、アメリカ環境保護庁(USEPA, 1994)は、

平均生涯寿命の 10%未満の曝露期間で試験された亜急性曝露のデータに対しては、不確実係数

(UF)として 10 を用いることを推奨している。しかしながら、その論理的根拠は明確ではなく、

実際には主観的な判断に基づいて使用されてきた。そこで、カリフォルニア州環境保護庁の環

境保健有害性評価局（Office of Environmental Health Hazard Assessment: OEHHA, 2000）

は、一貫性のある曝露補正の不確実係数を提案している。この提案によるアプローチは、平均

寿命に対する比率に基づき、(1)平均寿命の 8%未満では不確実係数 10、(2)同 8～12%以下では

不確実係数 3、同 12%超では不確実係数 1 としている。本論では、この提案によるアプローチ

が も実用的であると判断し、この方法を採用した。表 7-2 に不確実係数の一覧表を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavg = Cobs × (H 時間 ／ 24 時間) × (D日 ／ 7 日) 式 (1)

Iavg = Icon × (D 日 ／ 7 日) 式 (2)

表 7-2 動物種による曝露期間と不確実係数  

12%超 8%未満 単位

ヒヒ 55 6.6 4.4 年

ネコ 15 >94 <63 週

イヌ 15 >94 <63 週

モルモット 6 >38 <25 週

ハムスター 2.5 >16 <11 週

ヒト 70 >8.4 <5.6 年

マウス 2 >13 <9 週

ウサギ 6 >38 <25 週

ラット 2 >13 <9 週

アカゲザル 35 >4.2 <2.8 年

1 10

* 平均寿命に対する比率から算出

不確実係数設定値

動物種 平均寿命（年）
曝露期間 *

8%以上、12%以下

9～13

25～38

9～13

2.8～4.2

63～94

25～38

11～16

5.6～8.4

3

4.4～6.6

63～94
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7-2-3. リスクの判定 

式(3)または式(4)に基づき Margin of Exposure (MOE)またはがん過剰発生率を算出した。そ

して、表 7-3 に基づきリスクを判定した。判定 A は、リスク削減対策を実施すべきと判断され

る分類である。判定 B は、汚染源や曝露濃度について、さらに詳細な調査が必要と判断される

分類である。判定 C は、現時点では調査等の必要がないと判断される分類である。 

判定にあたっては、室内濃度の 95 パーセンタイル値を第一優先に、次に算術平均値をもと

に判定した。室内汚染化学物質の濃度は、調査全体の濃度分布から極端にかけ離れた高い異常

値が検出される場合がある。そのため、 大値ではなく 95 パーセンタイル値を高曝露濃度の

指標とした。ただし、95 パーセンタイル値が計算されていない調査データの場合、算術平均を

代替指標とした。 終的に、MOE あるいはがん過剰発生率のうち、いずれか厳しい側の判定

結果をリスクの総合判定とした。本研究で用いたリスクスクリーニングスキームの全体概要を

図 7-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 7-3 リスクスクリーニングスキームの概要 

表 7-3 リスク判定表  

MOE

10未満 A （対策要）

10以上100未満 B （調査要）

100以上 C （静観）

10-5以上

10-6以上10-5未満

10-6未満

がん過剰発生率 判定MOE

10未満 A （対策要）

10以上100未満 B （調査要）

100以上 C （静観）

10-5以上

10-6以上10-5未満

10-6未満

がん過剰発生率 判定

MOE＝
室内濃度

推定ヒト無毒性量

がん過剰発生率＝ 室内濃度×UR

式 (3)

式 (4)

MOE＝
室内濃度

推定ヒト無毒性量

がん過剰発生率＝ 室内濃度×UR

式 (3)

式 (4)

NOAEL, LOAELNOAEL, LOAEL

推定ヒト無毒性量推定ヒト無毒性量

IARC Group 1, 2AIARC Group 1, 2A

リスクの判定

非発がん影響 発がん影響

曝露補正
不確実係数

ユニットリスクユニットリスク

曝露評価 有害性評価

室内濃度室内濃度

95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値
平均値

MOEMOE がん過剰発生率がん過剰発生率

用量／反応評価

用量／反応評価

NOAEL, LOAELNOAEL, LOAEL

推定ヒト無毒性量推定ヒト無毒性量

IARC Group 1, 2AIARC Group 1, 2A

リスクの判定

非発がん影響 発がん影響

曝露補正
不確実係数

ユニットリスクユニットリスク

曝露評価 有害性評価

室内濃度室内濃度

95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値
平均値

MOEMOE がん過剰発生率がん過剰発生率

用量／反応評価

用量／反応評価
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７－３．結果および考察 

曝露データとして 159 物質の室内濃度を得た。そのうち 92 物質の推定ヒト無毒性量、5 物

質のユニットリスクを得た。推定ヒト無毒性量が得られた 92 物質のうち、吸入曝露に基づく

ものは 51 物質、ユニットリスクを得た全ての物質が吸入曝露に基づいて算出された。総じて

MOE あるいはがん過剰発生率のいずれかの判定結果が得られた化学物質は 93 であった。表

7-4 及び 7-5 に本研究で算出した推定ヒト無毒性量を示す。表 7-6 にユニットリスクの算出結

果を示す。 

一般に、吸入曝露の実験は、低濃度であるほど曝露濃度の管理が難しくなる。しかし、経口

曝露の場合、食餌への投与量は正確に管理しやすい。そのため、経口曝露の実験データはあっ

ても吸入曝露の実験データが存在しない化学物質は多い。 

化学物質の代謝による体内動態、標的組織における有効量、実験動物とヒトの間の種差が明

確な場合は、それらのパラメータを用量／反応評価に利用できる。しかし、それらのパラメー

タに関する信頼できるデータが存在しない場合が大半である。そこで、このような場合、経口

曝露で発がんする化学物質は、吸入曝露においても同様の発がんを生じると仮定するガイドラ

インが提案されている(OEHHA, 2005)。これは、標的組織が同じである場合、吸入曝露であっ

ても経口曝露であっても、体内への吸収経路は異なるが、体内への分布後に標的組織に達した

際に、同じ影響が生じるとの考えに基づくと考えられる。本論では、非発がん影響の場合でも、

標的組織が同じであれば、同様の仮定が利用可能であると考えた。例えば、肝臓への影響がエ

ンドポイントである場合、吸入と経口のいずれの曝露経路であっても、肺や消化器官から血液

を通じて肝臓に到達する。そこで、経口曝露の毒性量が得られない場合、式(5)に基づき吸入曝

露の毒性量に換算した。EH-NOAELoral は、経口曝露による推定ヒト無毒性量を示す。

EH-NOAELinh は、吸入曝露に換算した推定ヒト無毒性量を示す。日本人の平均体重 50kg お

よび平均呼吸量 15m3/day をもとに、EH-NOAELinh を計算した。 

 

 

 

 
本論では、リスクスクリーニング用に NOALE あるいは LOAEL をもとに不確実係数の設定

条件を独自に作成して推定ヒト無毒性量を算出した。あわせて吸入曝露の毒性量が得られない

場合、経口曝露の毒性量から吸入量を換算した。その結果、より多くの物質のリスクを一定の

条件下で判定することを可能とした。 

図 7-4 に平均室内濃度の MOE が 100 未満の物質における MOE の範囲、図 7-5 にがん過剰

発生率の範囲を示す。この範囲は本論で採用した実態調査データの平均値の範囲である。本論

で得たリスクスクリーニング結果を表 7-7 及び表 7-8 に示す。 I/O は、室内濃度 (Indoor 

concentration)と外気濃度(outdoor concentration)の比率を示す。 

＝
50 (kg)

15 (m3/day)
式 (5)

×
EH- NOAELinh (mg/m3)

EH-NOAELoral (mg/kg-day) 
＝

50 (kg)

15 (m3/day)
式 (5)

×
EH- NOAELinh (mg/m3)

EH-NOAELoral (mg/kg-day) 
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表 7-4 推定ヒト無毒性量の算出結果 

1,1,1-トリクロロエタン NOAEL 吸入 384.00 スナネズミ 神経障害(GFA蛋白の増加) 30 12.800 (3)
1,2,3-トリメチルベンゼン LOEL 吸入 494.33 ラット 母体の体重減少、出生児の体重低下 100 0.883 (8)
1,2,4-トリメチルベンゼン LOEL 吸入 494.33 ラット 母体の体重減少、出生児の体重低下 100 0.883 (8)
1,2-ジクロロエタン NOAEL 吸入 40.00 ラット 肝・腎臓の機能変化 10 0.833 (2)
1,2-ジクロロプロパン LOAEL 吸入 69.30 ラット 鼻腔の呼吸粘膜の過形成 300 0.041 (2)
1,3,5-トリメチルベンゼン LOEL 吸入 494.33 ラット 母体の体重減少、出生児の体重低下 100 0.883 (8)
1,4-ジオキサン NOAEL 吸入 400.00 ラット 肝・腎臓の機能変化、血液の変化 10 8.333 (2),(3),(6)
1,4-ジクロロベンゼン NOAEL 吸入 120.00 ラット 鼻腔粘膜の組織変化 10 2.143 (1)
1-オクテン NOEL 経口 50.00 ラット 腎臓の病理組織学的変化 30 5.556 (11)
1-ブタノール LOAEL 吸入 73.00 ヒト 鼻・咽頭の刺激 10 7.300 (2)
1-プロパノール NOAEL 吸入 9001.00 ラット 発生毒性 10 900.100 (7)
1-メトキシ-2-プロパノール NOAEL 吸入 1112.20 ラット 変質した肝細胞の好酸球の増加 10 19.861 (12)
2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェ
ノール

NOAEL 経口 25.00 ラット 甲状腺活発性過度、肝臓の腫大と酵素誘導 10 8.333 (11)

2-エトキシエタノール NOAEL 吸入 380.00 ウサギ 睾丸の変性、血液パラメータの変化 100 0.679 (2),(12)
2-ブトキシエタノール NOAEL 吸入 2.92 ヒト 血液パラメーターの変化 10 0.069 (3)
2-ブトキシエトキシエタノール NOAEL 吸入 94.00 ラット 肝臓への影響 30 0.560 (6)
2-プロパノール NOAEL 吸入 1245.60 ラット,マウス腎臓の損傷 10 22.243 (12)
2-メチル-1-プロパノール NOAEL 吸入 3030.00 ラット 血液パラメーターの変化 30 18.036 (11)
2-メチルオクタン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
2-メチルノナン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
2-メトキシエタノール NOAEL 吸入 93.00 ウサギ 睾丸の重量減少及び変性 100 0.166 (2),(10),(12)
3,5-ジメチルオクタン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
3-メチルオクタン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
d-リモネン NOEL 経口 10.00 ラット 肝重量の増加 30 0.794 (5)
i- プロピルベンゼン NOAEL 吸入 490.00 ラット 自発運動への影響、肝臓重量の増加 30 2.917 (5)
i-バレルアルデヒド NOAEL 吸入 151.00 ラット 咽頭粘膜の扁平上皮化生、鼻炎 30 0.899 (11)
n-ウンデカン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
n-オクタン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
n-デカン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
n-テトラデカン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
n-ドデカン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
n-トリデカン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
n-ノナン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
n-ヘキサデカン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
n-ヘキサン LOAEL 吸入 204.00 ヒト 頭痛、四肢知覚異常、筋力低下 30 1.619 (2),(3)
n-ペンタデカン NOAEL 経口 100.00 ラット 肝重量の増加 30 11.111 (1)
α-メチルスチレン NOEL 経口 40.00 ラット 肝・腎臓・胸腺の組織変化 100 1.333 (2)
ε-カプロラクタム NOAEL 吸入 24.00 ラット 咽頭部腹側上皮の扁平上皮化生 30 0.143 (2)
アクロレイン LOAEL 吸入 0.92 ラット 鼻甲介部の粘膜下リンパ球凝集 1000 0.00016 (2)
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシ
ル

NOAEL 経口 28.00 ラット 胎仔の尿管奇形、骨格異常等 10 9.333 (2)

アセトアルデヒド NOEL 吸入 275.00 ラット 嗅覚上皮の変性 100 0.491 (1),(2),(10)
アセトフェノン NOAEL 経口 423.00 ラット 血液パラメータの変化、発育等の検査所見 10 141.000 (10)
アセトン NOAEL 経口 900.00 ラット 腎症、貧血 30 100.000 (10)
エタノール NOAEL 経口 2400.00 ラット 肝黄変、肺の二次小葉中心部の脂肪変性 30 266.667 (11)
エチルベンゼン NOAEL 吸入 327.47 ラット 体重減少、脳下垂体の過形成 10 5.848 (11),(12)
オクタナール NOAEL 経口 12.40 ラット 毒性学的影響 30 1.378 (1)
* 吸入（mg/m3）、経口 （mg/kg/day）

毒性
指標

推定
ヒト無毒性量

mg/m3
毒性量 * 動物種 評価文書

不確実
係数

化学物質
曝露
経路

エンドポイント
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表 7-5 推定ヒト無毒性量の算出結果（続き）

キシレン LOAEL 吸入 91.00 ヒト 感覚刺激、中枢神経の自覚症状 30 0.722 (2)
クロルデン NOAEL 吸入 0.10 ラット 肝細胞の空胞化、血液パラメータの変化 30 0.00079 (3)
クロルピリホス LOAEL 経口 0.30 ラット 新生児の神経発達と脳への影響 100 0.010 (1),(9)
クロロジブロモメタン NOEL 経口 30.00 ラット 肝細胞の空胞化 30 2.381 (10)
クロロホルム NOAEL 吸入 24.00 マウス 腎臓で異型尿細管過形成 10 0.429 (2)
酢酸-2-エトキシエチル NOEL 吸入 135.00 ラット 胎仔の体重減少、骨化遅延 10 3.375 (2)
酢酸-2-メトキシエチル NOAEL 吸入 145.00 ウサギ 睾丸重量の減少、胚上皮の変性 100 0.259 (2)
酢酸-n-ブチル NOAEL 吸入 2400.00 ラット 自発運動量の低下、嗅上皮の壊死 30 14.286 (5)
酢酸エチル NOEL 経口 900.00 ラット 体重減少 30 100.000 (10)
酢酸ビニル NOAEL 吸入 176.00 ラット,マウス嗅上皮の化生変化及び萎縮など 10 3.143 (2),(10),(12)
酢酸メチル NOAEL 吸入 1057.00 ラット 鼻嗅覚の変性、肝細胞の機能傷害 100 1.888 (6)
酢酸リナリル NOAEL 経口 148.00 ラット 肝・腎臓重量の増加 100 4.933 (11)
四塩化炭素 NOAEL 吸入 6.10 ラット 肝細胞毒性 30 0.042 (7)
シクロヘキサノン NOAEL 吸入 2000.00 ウサギ 雄の受精率低下、出生児の生存率減少 10 50.000 (11)
シクロヘキサン NOAEL 吸入 1720.00 ラット,マウス神経行動への影響 30 10.238 (6)
ジクロロメタン LOAEL 吸入 140.00 ヒト 一酸化炭素ヘモグロビン濃度の増加 10 3.333 (12)
スチレン LOAEL 吸入 64.26 ヒト 神経心理テストへの影響 10 1.530 (12)
デカナール NOAEL 経口 12.40 ラット 毒性学的影響 30 1.378 (1)
テトラクロロエチレン LOAEL 吸入 101.63 ヒト 神経行動テストにおける応答時間の延長 10 2.420 (3)
トリクロロエチレン LOAEL 吸入 170.00 ヒト 眼の刺激、眠気、倦怠感、頭痛 30 1.349 (12)
トルエン LOAEL 吸入 332.00 ヒト 神経行動機能への影響 30 2.635 (1),(2),(14)
ナフタレン LOAEL 吸入 52.00 マウス 嗅上皮の化生、気道上皮の過形成 100 0.093 (3),(10),(12)
ノナナール NOAEL 経口 12.40 ラット 毒性学的影響 30 1.378 (1)
ビスフェノールA NOAEL 吸入 10.00 ラット 鼻腔上皮の炎症、過形成 30 0.060 (2),(6)
フェニトロチオン NOAEL 経口 0.13 イヌ 血漿コリンエステラーゼ活性阻害 100 0.0042 (9)
フェノール NOAEL 吸入 19.00 ヒト 上気道刺激症状 1 4.524 (2)
フェンチオン NOAEL 経口 0.02 サル 血漿コリンエステラーゼ活性阻害 100 0.00067 (9)
ブタナール NOAEL 吸入 151.00 ラット 咽頭粘膜の扁平上皮化生、鼻炎 30 0.899 (11)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル NOAEL 経口 3.70 ラット 睾丸セルトリ細胞の空胞化 30 0.411 (1),(2)
フタル酸ジ-n-ブチル LOAEL 経口 52.00 ラット 胎児毒性（発情周期、精巣毒性） 100 1.733 (6)
フタル酸ジエチル NOAEL 経口 150.00 ラット 体重増加の抑制 10 50.000 (2)
フタル酸ジシクロヘキシル NOAEL 経口 16.00 ラット 体重増加の抑制 30 1.778 (2)
フタル酸ブチルベンジル NOAEL 経口 20.00 ラット 腎臓重量の増加 30 2.222 (2)

プロピレングリコール NOAEL 経口 80.00 ネコ
ハインツ小体形成、肝臓と脾臓の血鉄素沈
着

100 2.667 (11)

ペルメトリン NOEL 経口 5.00 ラット 肝臓重量の増加 10 1.667 (10)
ベンズアルデヒド NOEL 経口 200.00 ラット 前胃の上皮細胞の過形成、角質増殖 30 15.873 (2)
ベンゼン NOAEL 吸入 1.70 ヒト 血液パラメータの変化 3 0.135 (12)
ホルムアルデヒド NOAEL 吸入 0.09 ヒト 鼻のへん平上皮化生、鼻や眼の刺激 1 0.021 (12)
メタクリル酸メチル NOAEL 吸入 102.00 ラット 嗅上皮の変性、鼻腔粘膜の炎症 10 1.821 (2)
メタノール NOAEL 吸入 1317.76 マウス 胎児の頚肋の異常、脳脱出、口蓋裂 10 38.435 (12)
メチル-t-ブチルエーテル NOAEL 吸入 1440.00 ラット 肝・腎臓重量の増加、運動失調、瞼痙攣 10 25.714 (2)
メチルイソブチルケトン NOAEL 吸入 1026.00 ラット,マウス胎仔の体重減少、骨格異常、死亡率増加 10 25.650 (10)
メチルエチルケトン NOAEL 吸入 2978.00 マウス 胎児の体重の減少と胸骨の異常 10 86.858 (7), (10)
リン酸トリ-n-ブチル NOEL 経口 9.00 ラット 膀胱上皮の過形成、体重増加の抑制 10 3.000 (2)
リン酸トリス(2-クロロイソプロピ

ル) NOAEL 経口 80.00 ラット 肝臓重量の増加 30 8.889 (11)

リン酸トリス(2-クロロエチル) NOEL 経口 22.00 ラット 肝・腎臓重量の増加 10 5.238 (2)
* 吸入（mg/m3）、経口 （mg/kg/day）

不確実
係数

推定
ヒト無毒性量

mg/m3
評価文書

曝露
経路

毒性量 * 動物種 エンドポイント化学物質
毒性
指標
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テトラクロロエチレン マウス 吸入 肝細胞の腺種及び癌腫 5.9x10-6 (12)
トリクロロエチレン マウス 吸入 肝細胞の腺種及び癌腫、

肺の腺癌、悪性リンパ腫
2.0x10-6 (12)

ベンゼン ヒト 吸入 労働者の白血病 2.9x10-5 (12)
ベンゾ(a)ピレン ヒト 吸入 肺癌 8.7x10-2 (13),(14)
ホルムアルデヒド ラット 吸入 鼻腔扁平上皮癌 1.3x10-5 (10)

エンドポイント化学物質
曝露
経路

動物種
評価
文書

UR
(μg/m3)-1

表 7-6 ユニットリスクの算出結果 

図 7-4 MOE が 100 未満の物質における MOE の範囲 

図 7-5 がん過剰発生率の範囲 
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表 7-7 リスクスクリーニング結果 

外気

平均値 I/O 95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ
ホルムアルデヒド 1997-2004 46.910 6.5 0.021 0.5 A 1.3x10-5 6.1x10-4 A A A
アクロレイン 2000-2003 0.267 3.0 0.00016 0.6 A A A
1,4-ジクロロベンゼン 1997-2003 114.149 49.2 318.989 2.143 18.8 B 6.7 A A C
アセトアルデヒド 2000-2004 25.140 6.8 0.491 19.5 B B C
2-ブトキシエタノール 2001-2003 2.891 90.3 5.897 0.069 24.0 B 11.8 B B C
四塩化炭素 1997-2003 1.542 2.2 1.132 0.042 27.5 B 37.4 B B B
キシレン 1997-2004 24.888 3.9 60.831 0.722 29.0 B 11.9 B B B
d-リモネン 1997-2003 27.164 58.5 60.339 0.794 29.2 B 13.2 B B C
ベンゼン 1997-2003 4.554 1.7 7.125 0.135 29.7 B 19.0 B 2.9x10-5 1.3x10-4 A 2.1x10-4 A A A
トルエン 1997-2004 80.443 3.8 140.432 2.635 32.8 B 18.8 B B B
ナフタレン 2001-2003 2.078 14.3 8.896 0.093 44.7 B 10.4 B B B
1,2,4-トリメチルベンゼン 1997-2003 15.325 7.1 28.694 0.883 57.6 B 30.8 B B C
1,2-ジクロロプロパン 1997-2003 0.444 3.8 0.639 0.041 92.9 B 64.6 B B C
クロルデン 1999-2002 0.0062 24.8 0.00079 128.0 C C C
ε-カプロラクタム 2001-2003 0.889 59.0 0.609 0.143 160.7 C 234.6 C C C
ノナナール 1997-2003 7.925 7.5 1.378 173.9 C C C
1,3,5-トリメチルベンゼン 1997-2003 4.710 4.6 6.561 0.883 187.4 C 134.5 C C C
1,2,3-トリメチルベンゼン 1997-2003 3.616 5.4 8.197 0.883 244.1 C 107.7 C C C
n-ヘキサン 1997-2003 6.619 2.3 13.076 1.619 244.6 C 123.8 C C C
エチルベンゼン 1997-2004 17.977 3.5 35.139 5.848 325.3 C 166.4 C C C
スチレン 1997-2004 4.683 13.3 13.069 1.530 326.7 C 117.1 C C C
ジクロロメタン 1997-2003 9.842 5.0 21.659 3.333 338.7 C 153.9 C C C
デカナール 1997-2003 3.975 6.9 1.378 346.6 C C C
クロロホルム 1997-2003 1.147 2.6 1.654 0.429 373.6 C 259.1 C C C
フェンチオン 1999 0.0017 n.a. 0.00067 398.7 C C n.a
トリクロロエチレン 1997-2003 3.045 3.9 4.104 1.349 443.1 C 328.8 C 2.0x10-6 6.1x10-6 B 8.2x10-6 B B B
ブタナール 2000-2003 1.900 5.4 0.899 473.1 C C C
n-デカン 1997-2003 18.763 9.8 61.455 11.111 592.2 C 180.8 C C C
酢酸メチル 2001-2003 2.938 115.1 17.089 1.888 642.6 C 110.5 C C C
n-ノナン 1997-2003 16.245 13.2 45.771 11.111 684.0 C 242.8 C C C
クロルピリホス 1999-2002 0.014 5.0 0.123 0.010 690.8 C 81.0 B B C
2-ブトキシエトキシエタノール 2001-2003 0.692 1.9 4.435 0.560 809.1 C 126.2 C C B
オクタナール 2001-2003 1.500 2.0 1.378 918.5 C C C
n-ウンデカン 1997-2003 12.071 11.3 32.610 11.111 920.5 C 340.7 C C C
フェニトロチオン 1999-2001 0.004 n.a. 0.0042 942.9 C C n.a
ベンゾ(a)ピレン 1999-2002 0.001 0.9 8.7x10-2 5.0x10-5 A A A
酢酸ビニル 2001-2003 2.964 3.6 7.934 3.143 1060.3 C 396.1 C C C
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 1999-2002 0.354 4.9 0.411 1162.6 C C C
n-テトラデカン 1997-2003 8.879 8.3 10.288 11.111 1251.3 C 1080.0 C C C
クロロジブロモメタン 1997-2003 1.885 10.7 1.375 2.381 1263.3 C 1731.6 C C C
i-バレルアルデヒド 2000-2003 0.700 2.2 0.899 1284.0 C C C
n-オクタン 1997-2003 8.567 10.7 12.567 11.111 1297.0 C 884.1 C C C
n-ドデカン 1997-2003 8.527 7.4 22.478 11.111 1303.1 C 494.3 C C C
エタノール 1997-2003 202.814 135.8 1256.438 266.667 1314.8 C 212.2 C C C
n-トリデカン 1997-2003 7.586 7.6 18.132 11.111 1464.6 C 612.8 C C C
1-ブタノール 1997-2003 4.841 14.1 6.178 7.300 1507.9 C 1181.6 C C C
2-メトキシエチルアセテート 2001-2003 0.165 65.1 0.278 0.259 1569.3 C 931.4 C C C

室内空気

非発がん影響 発がん影響

リスク
判定

ユニット

リスク

(μg/m3)-1
平均値 平均値95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ 95ﾊﾟ^ｾﾝﾀｲﾙ

がん過剰発生率MOE
化学物質 曝露期間 推定ヒト

無毒性量

mg/cm3

リスク
判定

室内濃度

μg/m3
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表 7-8 リスクスクリーニング結果（続き）

外気

平均値 I/O 95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ
酢酸-n-ブチル 1997-2003 9.004 11.5 22.5 14.286 1586.6 C 634.3 C C C
1,2-ジクロロエタン 1997-2003 0.480 2.3 1.352 0.833 1737.0 C 616.4 C C C
テトラクロロエチレン 1997-2003 1.367 2.9 2.843 2.420 1769.8 C 851.1 C 5.9x10-6 8.1x10-6 B 1.7x10-5 A A A
メタクリル酸メチル 2001-2003 0.723 10.0 5.697 1.821 2519.3 C 319.7 C C C
2-エトキシエタノール 2001-2003 0.262 5.5 0.977 0.679 2594.9 C 694.5 C C C
1-オクテン 2001-2003 1.948 7.7 2.109 5.556 2851.9 C 2634.2 C C C
フタル酸ジ-n-ブチル 1999-2003 0.573 9.1 1.349 1.733 3022.7 C 1284.9 C C C
2-メチルオクタン 2001-2003 3.105 22.8 8.431 11.111 3578.5 C 1317.9 C C C
アセトン 1997-2003 27.706 6.9 61.654 100.000 3609.3 C 1622.0 C C C
3-メチルオクタン 2001-2003 2.790 15.6 9.751 11.111 3983.2 C 1139.5 C C C
n-ペンタデカン 1997-2003 2.541 7.0 4.178 11.111 4372.7 C 2659.4 C C C
イソプロピルベンゼン 2001-2003 0.659 6.4 2.200 2.917 4429.3 C 1325.8 C C C
ベンズアルデヒド 2000-2003 3.367 3.5 15.873 4714.8 C C C
2-メチルノナン 2001-2003 2.336 13.9 12.148 11.111 4756.5 C 914.6 C C C
2-エトキシエチルアセテート 2001-2003 0.699 13.7 4.075 3.375 4828.3 C 828.2 C C C
シクロヘキサン 2001-2003 1.975 2.9 6.889 10.238 5185.2 C 1486.2 C C C
2-メトキシエタノール 2001-2003 0.032 1.3 0.000 0.166 5189.7 C C C
メチルイソブチルケトン 1997-2003 4.519 9.3 11.972 25.650 5676.7 C 2142.5 C C C
3,5-ジメチルオクタン 2001-2003 1.617 18.0 8.782 11.111 6871.4 C 1265.2 C C C
α-メチルスチレン 2001-2003 0.183 50.4 0.908 1.333 7286.0 C 1468.4 C C C
n-ヘキサデカン 1997-2003 1.423 2.6 2.589 11.111 7808.2 C 4291.7 C C C
2-プロパノール 2001-2003 2.639 19.1 10.539 22.243 8428.5 C 2110.5 C C C
1,1,1-トリクロロエタン 1997-2003 1.299 3.8 1.337 12.800 9855.6 C 9573.7 C C C
メチルエチルケトン 1997-2003 8.252 4.6 18.075 86.858 10526.2 C 4805.4 C C C
酢酸エチル 1997-2003 9.260 4.3 29.770 100.000 10798.8 C 3359.1 C C C
2-メチル-1-プロパノール 2001-2003 1.321 5.2 2.910 18.036 13653.1 C 6197.8 C C C
プロピレングリコール 2001-2003 0.141 2.6 0.868 2.667 18912.5 C 3072.2 C C C
シクロヘキサノン 2001-2003 2.250 5.2 50.000 22222.2 C C C
酢酸リナリル 2001-2003 0.189 25.9 1.280 4.933 26102.3 C 3854.2 C C C
メタノール 2001-2003 1.122 12.6 6.555 38.435 34255.6 C 5863.4 C C C
1-メトキシ-2-プロパノール 2001-2003 0.486 14.4 3.085 19.861 40865.8 C 6437.9 C C C
2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェ
ノール

2001-2003 0.178 12.2 1.140 8.333 46948.4 C 7309.9 C C C

フェノール 2001-2003 0.092 26.2 0.998 4.524 49440.5 C 4532.9 C C C
ビスフェノールA 1999-2002 0.001 1.9 0.060 51535.8 C C C
リン酸トリス(2-クロロイソプロ
ピル） 1999 0.0930 n.a. 8.889 95627.8 C C n.a

リン酸トリ-n-ブチル 1999 0.0268 n.a. 3.000 111903.2 C C n.a
アセトフェノン 2001-2003 1.074 8.1 2.089 141.000 131284.9 C 67496.4 C C C
1,4-ジオキサン 2001-2003 0.049 1.3 1.166 8.333 170068.0 C 7146.9 C C C
ペルメトリン 1999-2002 0.0052 18.8 1.667 320512.8 C C C
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシ
ル 1999-2002 0.025 4.5 9.333 374139.2 C C C

フタル酸ブチルベンジル 1999-2002 0.006 1.7 2.222 386473.4 C C C
メチル-t-ブチルエーテル 2001-2003 0.064 3.7 0.000 25.714 404949.4 C C C
フタル酸ジエチル 1999-2002 0.109 9.2 50.000 457714.2 C C C
フタル酸ジシクロヘキシル 1999-2002 0.001 4.3 1.778 1646090.5 C C C
リン酸トリス(2-クロロエチル） 1999 0.0027 n.a. 5.238 1925770.3 C C n.a
1-プロパノール 2001-2003 0.299 5.1 1.956 900.100 3015410.4 C 460173.8 C C C

室内濃度

μg/m3
がん過剰発生率

化学物質 曝露期間
MOE ユニット

リスク

(μg/m3)-1

推定ヒト
無毒性量

mg/cm3

発がん影響

室内空気

非発がん影響

平均値 95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ 平均値 95ﾊﾟ^ｾﾝﾀｲﾙ

リスク
判定

リスク
判定
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MOE、がん過剰発生率ともに、ホルムアルデヒドのリスクが も高かった。対策を必要とす

るリスク判定 A の物質は、その他にアクロレイン、1,4-ジクロロベンゼン、ベンゼン、テトラ

クロロエチレン、ベンゾ(a)ピレンであった。 

改正建築基準法による建材の使用規制など、ホルムアルデヒドに対する対策は進んでおり、

国土交通省(2001, 2004)の全国調査において、2000年から 2003年にかけて平均室内濃度は 55%

減少している。しかし、依然として高いリスクの範囲にある。今後、さらなる対策を検討する

必要があろう。 

図 7-6 にリスク判定結果が得られた全ての化学物質のリスクと I/O 比を示す。MOE または

がん過剰発生率と I/O 比の間には統計的に有意な相関は得られなかった。ベンゾ(a)ピレンやベ

ンゼンなど、I/O 比が 1 に近い化学物質でリスク判定が A となっている。このことは、表 7-7

および 7-8 から明らかなように、外気濃度のリスク判定も A であり、すでに高いリスクで外気

が汚染されていることがわかる。ホルムアルデヒド、アクロレイン、テトラクロロエチレンも

外気のリスク判定結果は室内と同じ A であり、外気が高いリスクで汚染されていた。 

図 7-7 に各物質のリスクと 25℃蒸気圧(SRC, 2005)の関係を示す。MOE またはがん過剰発生

率と蒸気圧の間には統計的に有意な相関は得られなかった。例えばベンゾ(a)ピレンのように、

揮発性が低く室内濃度が極めて低い化学物質であっても、有害性が高い化学物質は高いリスク

を示すことが起こり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-6 各物質のリスクと I/O 比  
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図 7-7 各物質のリスクと 25℃蒸気圧

表 7-9 ハイリスク化学物質の I/O 比と関連法規 

環境基本法

室内 外気
大気汚染に
係る環境基

準

排出抑制
基準

特定物質
優先取
組物質

ホルムアルデヒド 6.5 A A ＊ ＊ ＊ ＊

アクロレイン 3.0 A A ＊

ベンゼン 1.7 A A ＊ ＊ ＊ ＊

テトラクロロエチレン 2.9 A A ＊ ＊ ＊

ベンゾ(a)ピレン 0.9 A A ＊

1,4-ジクロロベンゼン 49.2 A C ＊

ナフタレン 14.3 B B
四塩化炭素 2.2 B B
キシレン 3.9 B B ＊

トルエン 3.8 B B ＊

トリクロロエチレン 3.9 B B ＊ ＊ ＊

アセトアルデヒド 6.8 B C ＊ ＊

2-ブトキシエタノール 90.3 B C
d-リモネン 58.5 B C
1,2,4-トリメチルベンゼン 7.1 B C
1,2-ジクロロプロパン 3.8 B C
クロルピリホス 5.0 B C ＊ ＊

化学物質

大気汚染防止法リスク判定

I/O 建築
基準法

室内濃度
指針値
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表 7-9 に、室内空気のリスク判定が A または B であった化学物質の I/O 比および関連法規を

示す。室内および外気のいずれもリスク判定 A であった物質は、ホルムアルデヒド、アクロレ

イン、ベンゼン、テトラクロロエチレン、ベンゾ(a)ピレンであった。表 7-9 に示すように、こ

れらの化学物質は、環境基本法における大気汚染に係る環境基準、あるいは大気汚染防止法に

おける特定物質または優先取組物質に指定されている。環境基準は、大気の汚染に係る環境上

の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準と定義されている。特定物

質とは、 物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康または生活

環境に係る被害が生ずるおそれがある物質と定義されている。そして、故障、破損その他の事

故が起こり、ばい煙又は特定物質が多量に排出されたとき、排出者は直ちに応急の措置を講じ、

復旧に努めるとともに事故の状況を都道府県知事に通報しなければならないと規定されている。

優先取組物質は、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある可能性

のある 234 物質のうち、特に優先的に対策に取り組むべき物質と定義されている。そして、そ

の中でも、未然防止の観点から早急に排出抑制を行わなければならない物質に対して排出抑制

基準が定められている。しかしながら、これらの化学物質のリスクの範囲は依然として高い。

それゆえ、さらなる詳細な調査と対策の検討が必要であろう。特に、ホルムアルデヒド、アク

ロレイン、ベンゼン、テトラクロロエチレンは、I/O 比が大きいため、室内に発生源を有して

いる。そのため、室内発生源に関する詳細な調査が必要である。 

本論の曝露評価に用いた外気濃度は、ベランダや軒下で測定されている。室内に強い発生源

を有する化学物質、あるいはベランダや軒下付近の建材に使用されている化学物質は、外気濃

度に影響する可能性があるため、一般大気中の濃度よりも高くなる可能性がある。このような

場合、一般大気濃度の法規制を外気濃度に適用すると、過大評価となる可能性があることに注

意しなければならない。外気濃度のリスク評価に関しては、このような観点から今後の課題と

したい。 

リスク判定 A の物質のうち、1,4-ジクロロベンゼンは、顕著に I/O 比が高かった。この物質

は、主に家庭用防虫剤として使用されており、室内に強い発生源を有する。この物質への曝露

は、居住者の住まい方に強く依存する。そのため、使用方法に関する勧告やリスク情報の提供

等の措置が必要であろう。ナフタレンは、リスク判定 B ではあるが、顕著に I/O 比が高かった。

この物質は、主に家庭用防虫剤として、住宅を中心に幅広く使用されている。そのため、予防

の観点から同様の措置を検討すべきであろう。 

詳細な調査を必要とするリスク判定 B の 11 物質のうち、室内および外気のいずれもリスク

判定 B であった物質は、先に述べたナフタレンを除くと、四塩化炭素、キシレン、トルエン、

トリクロロエチレンであった。これらの化学物質は、I/O 比が高く、室内に発生源を有すると

考えられる。室内排出源に関する詳細な調査と継続的な室内および外気濃度のモニタリングが

推奨されるであろう。リスク判定 B のうち、その他に高い I/O 比を有する化学物質は、アセト

アルデヒド、2-ブトキシエタノール、d-リモネン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,2-ジクロロプ
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ロパン、クロルピリホスであった。特に、2-ブトキシエタノールと d-リモネンの I/O 比は顕著

に高かった。それゆえ、室内排出源に関する詳細な調査と継続的な室内濃度のモニタリングが

推奨されるであろう。 

イギリス保健省(COMEAP, 2004)と中国環境保護総局(SEPA, 2002)が、ベンゼンとベンゾ(a)

ピレンの室内濃度指針値を策定している。今後、我が国においても、ハイリスク室内空気汚染

化学物質としてこれらの物質に着目すべきであろう。 

 

 
７－４．まとめ 

1995 年 1 月以降の約 10 年間に報告された居住環境中の室内濃度の実態調査データ、および

関係諸機関による化学物質の有害性に関する評価文書をもとに、日本における室内空気汚染化

学物質のリスクスクリーニング手法を確立した。そして、本研究により 93 の化学物質のリス

クを判定することができた。その結果、対策を必要とするリスク判定 A の 6 物質、詳細な調査

を必要とするリスク判定 B の 11 物質を明らかにした。さらに、リスク判定 A および B の物質

は、外気の影響を受けている物質と室内に強い発生源を有する物質に分類した。 
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第８章 リスク評価の不確実性とその対応に関する事例研究 
    ―ホルムアルデヒドによる室内空気汚染― 
 

 
８－１．はじめに 

人の健康や生態系に対して化学物質等による環境汚染が危害を発生あるいは増大させる可能

性が見いだされた場合、動物実験や人の疫学調査に基づく有害性及び人の曝露量に関して収集

したあらゆる利用可能な科学的知見をもとに、リスクの大きさの評価、つまりリスク評価が行

われる。そして、リスクの大きさ、危害が発生した場合の影響の大きさや深刻さ、リスク評価

に内在する不確実性や曖昧さなどをもとに、その後のリスク管理をどのように実施するか政策

的に判断し、実行に移す。しかしながら、その可能性に対し、科学的不確実性、曖昧さ、原因

の複雑さが内在している場合、その行動が遅れ、危害をいっそう増大させる場合がある。 

欧州では 1970 年代、ドイツやスウェーデンを中心に予防原則(Precautionary Principle)ある

いは予防的取組方法(Precautionary approach)という概念が生まれ(O’Riordan and Cameron, 

1994)、2000 年 2 月に欧州委員会(CEC, 2000)がその適用指針を公表した。そして、世界保健

機関欧州事務局(WHO Europe, 2000)のワーキンググループは、2000 年 7 月に公表した「健康

的な室内空気への権利」の原則 7「予防原則」において、「有害な室内空気への曝露のリスクが

ある場合、それを防ぐ費用効果的な措置を見合わせる理由として、不確実性を用いるべきでは

ない。」と明文化した。これは、1992 年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議の

リオ宣言原則 15 を基本としている(UNEP, 1992)。この概念は、人や生態系に重大あるいは不

可逆的な危害を与える可能性が見いだされた場合に、リスク評価に内在する不確実性や曖昧さ

から、新たに科学的知見が集積されるまで対策が見合わされ、危害を発生あるいは増大させな

いようにするために適用されねばならない。 

欧州環境庁(EEA, 2001)は、労働環境下におけるベンゼンやアスベストへの曝露、流産防止

用の合成ホルモン剤であるジエチルスチルベストロール(DES)による胎児への影響、アメリカ

五大湖周辺の化学物質汚染による住民への影響など、労働者や一般住民等に対して危害を発生

させた 14 の歴史上の出来事を取り上げ、危害発生の可能性に関する信頼できる科学的な「早

期警告」と、その後、政策決定者等が実行した規制等の対策について解析した。この報告によ

ると、アスベストや五大湖の化学物質汚染などは、対象化学物質の有害性に関する信頼できる

科学的な情報が十分であったにも関わらず、短期的な政治や経済への影響等の理由から、それ

らの早期警告が政策決定者によって適切に認められず危害を拡大させた事例があった。 

本章では、室内空気汚染による健康被害の科学的不確実性に対し、政策決定者がどのように

対応してきたか、その経緯を解析する。そして、室内空気汚染の施策における基礎となるスキ

ームを明らかにすることが本研究の目標である。室内空気汚染による居住者の健康障害を引き

起こす原因物質として、欧米諸国で最も多くの実態調査と対策が行われてきた「ホルムアルデ
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ヒド」を事例として取り上げた。 

 
８－２．研究方法 

本章では、ホルムアルデヒドに対する取り組みが現時点で明確になっている、ドイツ、アメ

リカ、カナダ、日本を事例研究の対象とした。そして、関係省庁による規制、法律、ガイドラ

インの策定、関係業界の自主基準や自主規制、研究者らによる実態調査など、過去 40 年間に

わたるホルムアルデヒドによる室内空気汚染に関する調査研究と対策を既往の文献や報告書を

もとに整理した。そして、その歴史的経緯を検証し、危害の発生あるいは増大の可能性に関す

る信頼できる科学的な「早期警告」と、それに対して政策決定者等が実行した規制等の施策に

ついて、各国の取り組みを対比した。そして、室内空気汚染の施策に関して基礎となるスキー

ムをまとめた。 

 
８－３．早期警告とその対応に関する各国の経緯 

8-3-1. ホルムアルデヒドの有害性に関する初期の研究 

ドイツで 1872 年、ホルムアルデヒドとフェノールを反応させて樹脂状物（フェノール樹脂）

を得られることが発見され、1884 年にはドイツで尿素とホルムアルデヒドの縮合反応物（ユリ

ア樹脂）が発見された。そして、1896 年にドイツでユリア樹脂の製造が開始され、1918 年に

はドイツでユリア樹脂系接着剤が工業化された。1930 年にはアメリカで合板用接着剤にユリア

樹脂の使用が開始され、1935 年に日本でユリア樹脂の製造が開始された。そして 1939 年、日

本でユリア樹脂系接着剤の製造が開始された (安藤ら , 1962; 高分子科学技術史編集委員会 , 

2000; 高分子編集委員会, 1982; 接着技術便覧編集委員会, 1962; 相馬, 1977; 村橋ら, 1969)。

ユリア樹脂は、木材に対する接着性に優れ、安価であった。そのため、合板やパーティクルボ

ードなど の木質建 材の接着 剤、ユリ ア樹脂系 発泡断熱 材 (Urea Formaldehyde Foam 

Insulation: UFFI)として欧米や日本で多用された。 

戦後の 1950 年代以降、石油化学工業の発達とともに、合成樹脂工業も急速に発達した。我

が国における当時のユリア樹脂の主な用途は、接着剤、成型材料、繊維加工用であり、接着剤

のうち約 85％が合板用、約 10％がパーティクルボード用、約 5％が木工用であり、木材接着

用として安価で加工しやすいことから、そのほとんどが木材工業面での利用であった(村橋ら , 

1969)。 

ユリア樹脂は、尿素とホルムアルデヒドを適用な pH の下で触媒によって反応させた高分子

物質の縮合物であることから、未反応により残存、あるいは合板等の製造において熱圧硬化さ

せる際の縮合反応により放出された遊離ホルムアルデヒドが含まれていた。そのため、ユリア

樹脂系接着剤による接着作業に従事する労働者の目や鼻の刺激など、合板の遊離ホルムアルデ

ヒドによる健康影響が指摘され、尿素樹脂中の遊離ホルムアルデヒド量を減らすための研究が

我が国ではすでに開始されていた（堀岡ら, 1957）。また諸外国では、1960 年代半ば頃から、
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合板 (Stöger, 1965)やパーティクルボード  (Plath, 1966)から放散されるホルムアルデヒドの

定量方法に関する研究が行われた。そして 1968 年にオーストリアの Neusser (1968)らは、当

時のパーティクルボードには、 0.3～ 3.0g/kg の遊離ホルムアルデヒドが含まれ、 0.15～

0.3mg/m3 の気中濃度で臭気問題が生じると推定していた。 

ホルムアルデヒドは、対流圏においてメタンなどの炭化水素が光酸化されることによって生

成される。また、自動車排気ガスや廃棄物処理時の燃焼ガスにも含まれ、大気汚染により健康

影響を引き起こす原因物質の１つであった。そのためアメリカ産業衛生協会(AIHA, 1968)は、

1957 年から 1966 年までに発表された人の眼の刺激に関する毒性データに基づき、1968 年に

大気濃度の基準値 0.1ppm（0.12mg/m3）を勧告した。 

この当時、居住環境における実態調査は報告されていなかった。しかしながら、1973 年の第

一次石油危機により、建築物を含む各産業に対する省エネルギー化の要求が高まり、その結果、

建築物の断熱性と気密性が高まった。このような背景から、1970 年代半ば頃からホルムアルデ

ヒドによる室内空気汚染による健康被害や室内濃度の実態調査が欧米諸国で報告されるように

なった。 

 

 
8-3-2. ドイツの事例 

欧米では 1970 年代、ホルムアルデヒドを原料とするユリア樹脂系接着剤や断熱材の使用量

が増加した。そして、それらを原料とする合板やパーティクルボードなどの木質系建材、ユリ

ア樹脂系発泡断熱材(UFFI)の使用量が増加した。さらに、1973 年の第一次石油危機により、

建築物を含む各産業に対する省エネルギー化の要求が高まり、建築物の断熱性と気密性が高ま

った。このような背景から、1970 年代半ば頃からホルムアルデヒドによる室内空気汚染に関す

る実態調査が報告されるようになった。 

西ドイツでは 1977 年以降、ホルムアルデヒド濃度の実態調査が数多く行われてきた。しか

し、これらの大半が地方の公共機関によるものであり、報告書として発表されなかった(CEC, 

1990)。1975 年頃、コローニュ地方に開設した学校の新築校舎において、頭痛や吐き気、目や

鼻の刺激を訴える教員や生徒が発生し、同様の問題が 1977 年に開設した学校の新築校舎でも

発生した。そこで、これらの学校を含め、コローニュ地方にある 3 つの学校のホルムアルデヒ

ド濃度を測定した結果、それぞれ平均 0.443ppm（最小 0.31～最大 0.61；新築校舎）、0.573ppm

（最小 0.31～最大 0.97；新築校舎）、0.129ppm（最小 0.08～最大 0.33；築 1960 年代）であ

り、主な排出源は天井や壁に用いられたユリア樹脂系接着剤で製造された合板であった。そし

て、これら 3 つの学校の生徒 1,594 人と、このような合板が使用されていない 1960 年代半ば

に開設した古い学校の生徒 497 人に対して体調に関するアンケート調査を行った結果、ホルム

アルデヒドを排出する合板が使用された学校の生徒の方が、頭痛や吐き気などの機能障害、鼻

や咽頭粘膜の刺激、結膜の刺激を申告する割合が有意に高かった(Burdach et al., 1980)。そこ
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でこれらの調査結果が報告された 1977 年、この結果を重視した連邦保健省は専門家会合を開

催し、この報告後わずか 3 ヶ月間で 0.1ppm の室内空気質ガイドラインを定めた(Hollowell et 

al., 1979)。  

この事例では、ホルムアルデヒドによる健康影響の実態調査が 1970 年代半ば以降の早い段

階で実施され、その因果関係が明らかになった段階で早期に室内空気質ガイドラインが確立さ

れたため、政策決定者の対応は非常に早かったと言える。 

 

表 8-1 ドイツの経緯：早期警告とその対応  

年代 出来事 

1884 年 ドイツで尿素とホルムアルデヒドの縮合反応物（尿素樹脂）が発見される 

1918 年 ドイツで尿素樹脂系接着剤が工業化される 

1950 年代 合板、パーティクルボードなどの木質建材の接着用に尿素樹脂系接着剤が

多用される。尿素樹脂に含まれる遊離ホルムアルデヒドによる健康影響が

懸念される 

1968 年 当時のパーティクルボードには、0.3～3.0g/kg の遊離ホルムアルデヒドが

含まれ、0.12～0.24ppm の気中濃度で臭気問題が生じると推定された報告

が発表される 

1975-1977 年 

早期警告 
子供が教室内で頭痛、めまい、吐き気、目や喉の刺激を訴える学校の教室

内のホルムアルデヒド濃度を実態調査した結果、平均で 0.44～0.57ppm で

あった 

1977 年 

対応 
連邦保健省が 0.1ppm の室内空気質ガイドラインを定める 

1980 年 パーティクルボードから排出されるホルムアルデヒド濃度の基準を規定 

1985 年 ユリア樹脂系発泡断熱材（UFFI）から排出されるホルムアルデヒド濃度の

基準を規定 

1985-1986 年 全国調査 GerES I の結果、ガイドライン超過率は 4.8% 

1986 年 州の有害物質条例において、合板や繊維板などの木質建材に対して、パー

ティクルボードと同様の排出濃度基準を定める 

1987-1989 年 全国調査の結果、ガイドライン超過率は 6% 

1992 年 全国調査 GerES II の結果、ガイドライン超過率は 14% 

 

 

西ドイツでは、このガイドラインをもとに、0.1ppm 以下の室内濃度を達成するために、1980

年にはパーティクルボードに対して、40m3 の小型チャンバー試験に基づいた排出濃度基準を
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定め、0.1ppm を越える排出濃度のパーティクルボードの使用を禁じた。1985 年には、UFFI

から排出されるホルムアルデヒド濃度の基準 0.1ppm が定められ、それ以下の室内濃度を達成

するために、室内の空気に UFFI が触れないように使用することが規定された。1986 年には、

州の有害物質条例において、合板や繊維板などの木質建材に対して、1980 年のパーティクルボ

ードと同様の排出濃度基準を定めた(CEC, 1990)。 

1985 年の全国調査(German Environmental Survey 1985/86: GerES I)では、ホルムアルデ

ヒドのガイドライン超過率が 329 戸の住宅のうち 4.8%であった。また、1987 年から 1989 年

の全国調査では、580 のアパートの居間においてガイドライン超過率が 6%であった。また 1992

年の全国調査では、502 戸の住宅のうちガイドライン超過率が 14%強であった。1992 年の調

査で高いガイドライン超過率であった理由は、ホルムアルデヒド放散量の高いパーティクルボ

ードの生産が 1989 年まで行われたためだと考えられている(Seifert et al., 2000)。 

 

 

8-3-3. アメリカの事例  

1972 年頃から UFFI による臭気や健康影響問題が消費者製品安全委員会(CPSC)に報告され

ていた(CPSC, 1978)。CPSC は、1978 年 12 月、デンバー地方検察局消費者部門から、住宅に

用いられる UFFI の安全基準を設定するよう要請を受け、UFFI による健康影響の調査と規制

の検討を開始した。そして、1979 年 5 月、ホルムアルデヒドによる刺激や感作に関する調査

を国立科学アカデミー(NAS)に依頼した。NAS (1980) は、1980 年 3 月に報告書とまとめ、信

頼できる人の研究データを調査した結果、0.25ppm 以上の濃度では用量／反応の関係を確認し

たが、それより低い濃度ではリスク評価を行うに十分な研究データが存在しなかったため、現

時点で人に対するホルムアルデヒドによる刺激閾値を設定できるだけの確証はないが、住宅の

室内空気においては、公衆衛生上の健康影響を最小限にするために実現可能な低濃度に抑える

よう勧告した。これは、1979 年 10 月に、アメリカ化学工業毒性学研究所(CIIT)が、ラットを

用いた実験により、15ppm の高濃度のホルムアルデヒドにより鼻腔がんが観察されたと報告し

たことや(CPSC, 1979)、NAS の調査において、0.01～31.7ppm という広範囲のホルムアルデ

ヒド濃度においてホルムアルデヒドへの刺激感応性が報告されており、より感受性の高い人々

を含めた一般大衆のリスクのばらつき  (variability) に対する不確実性を考慮したものであっ

た。この結果をうけて、1980 年、CPSC は、米国家毒性プログラム(NTP)と共同でホルムアル

デヒドパネルを組織し、発がん性に関して再評価を行った結果、1980 年 11 月、ホルムアルデ

ヒドの人への発がん性に関して慎重に考えるべきだと結論付けた(CIMARPH, 1983)。1982 年

に CPSC は、大規模な実態調査を行った。そして、UFFI 使用住宅 636 戸では平均 0.12ppm

（0.01-3.4ppm）、UFFI 未使用住宅 41 戸では平均 0.03ppm（0.01-0.08ppm）のホルムアルデ

ヒド濃度であった(Hileman, 1982)。これらの結果から、CPSC (1982)は 1982 年、住宅と学校

で使用される UFFI の販売を禁止した。 
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この決定は、UFFI の使用と健康影響を示す十分な科学的根拠が得られていないにも関わら

ず、その影響は深刻であるとの考えによりなされた。しかしながら、1983 年 4 月、第 5 巡回

控訴裁判所がその禁止を無効にするとの判決を下した。CPSC は、最高裁判所へ控訴するため

に司法次官に再審査請求を行ったが(CPSC, 1983a)、認められず、1983 年 8 月 24 日、CPSC

による UFFI の販売禁止は解除された(CPSC, 1983b)。第 5 巡回控訴裁判所は、UFFI が完全

にシロではなく、CPSC がこれまで受けた苦情は概して実際の問題であるとしながらも、UFFI

による実際の曝露レベルにおいて、健康リスクの定量化ができなかったことが唯一の弱点だと

指摘した(CPSC, 1983a)。この裁判所の決定は、十分な科学的根拠が示されていないことを理

由としている。そのため、CPSC による予防的対応が却下された。しかしながら、CPSC が一

旦 UFFI の使用を禁じたため、住宅におおける UFFI の使用はその後激減した。 

この動きは、ユリア樹脂系接着剤を使用した木質建材にも影響した。1980 年から 1984 年に

かけて、これらの木質建材からのホルムアルデヒド放散量は 75%低下した(Mccredie, 1992)。

1984 年 8 月に住宅・都市開発省(HUD)は、小型チャンバー法(GPO, 2002a)による合板 0.2ppm、

パーティクルボード 0.3ppm のホルムアルデヒド濃度排出基準を定めた(GPO, 2002b)。木質建

材からのホルムアルデヒド放散量は、1985 年に約 85%まで低下した後、1991 年までその傾向

は続いている(Mccredie, 1992)。1995 年から 1997 年にかけてアリゾナ州の 187 の住宅で実態

調査(Sydney, 1999)を行ったところ、平均 0.017ppm、最大 0.33ppm、90 パーセンタイル値で

0.038ppm であった。つまり、WHO Europe (1987)の指針値 0.08ppm を超過している住宅は

わずかであった。 

アメリカには連邦機関が定めたホルムアルデヒドの室内空気質ガイドラインは存在しない。

1991 年にカリフォルニア州環境保護庁(CEPA, 1991)は、ホルムアルデヒドのガイドラインと

して、行動値 0.10ppm と目標値 0.05ppn を定めた。WHO Europe (1987)のガイドライン

0.08ppm は、鼻や粘膜への刺激から定められている。一方、ホルムアルデヒドは人に対する発

がん性が疑われている。しかしながら、人に対する発がん性の十分な科学的根拠がないため、

WHO Europe のガイドラインは、発がん性の観点から定められなかった。しかしながら、カリ

フォルニア州環境保護庁は、発がん性に関しては、絶対に安全な濃度は考えられないため、実

行可能な限り低い濃度に低減するよう勧告した。そして、予防の概念に基づき目標値 0.05ppm

を定めた。 

国際がん研究機関(IARC)は、1987 年にホルムアルデヒドの発がん性分類をグループ 2A（人

に対して発がん性を示す可能性がある）に定めていた(IARC, 1987)が、2004 年にグループ 1

（人に対して発がん性がある）に変更した(IARC, 2004)。この変更は、人の鼻咽腔癌に関して

十分な科学的根拠が得られたからであった。その 2 ヶ月後、カリフォルニア州環境保護庁(CEPA, 

2004)は、眼や喉への刺激をエンドポイントとして住宅室内のホルムアルデヒド濃度 0.027ppm

を勧告した。また、ホルムアルデヒドによる発がんリスクを取り除くレベルは存在しないため、

可能な限り、室内のホルムアルデヒド濃度を低減するよう勧告した。 
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表 8-2 アメリカの経緯：早期警告とその対応 

年代 出来事 

1968 年 アメリカ産業衛生協会(AIHA)が感覚刺激をエンドポイントとしてホルムア

ルデヒドの気中濃度のガイドライン 0.1ppm を勧告 

1972 年 

早期警告 
ユリア樹脂系発泡断熱材(UFFI)による健康影響問題がアメリカ消費者製品

安全性委員会(CPSC)に報告される 

1978 年 CPSC が UFFI による健康影響調査と規制の検討を開始 

1979 年 アメリカ化学工業毒性学研究所がラットの実験からホルムアルデヒドによ

る鼻のへん平上皮細胞癌を確認 

1979 年 

対応 I 
CPSC が国立科学アカデミー(NAS)にホルムアルデヒドによる健康影響に

関する調査を依頼 

1980 年 

再警告 
NAS は現時点で人に対するホルムアルデヒドによる刺激閾値を設定できる

だけの確証はないが、住宅の室内空気においては、公衆衛生上の健康影響

を最小限にするために実現可能な低濃度に抑えるよう勧告 

1982 年 636 戸の住宅を全国調査、UFFI 使用住宅 0.12ppm、UFFI 未使用住宅

0.03ppm 
1982 年 

対応 II 
CPSC が住宅と学校で使用される UFFI の販売を禁止 

1983 年 CPSC の UFFI 使用禁止をアメリカ第 5 巡回控訴裁判所が解除 

1984 年 住宅・都市開発省(HUD)が小型チャンバー法による合板(0.2ppm)とパーテ

ィクルボード(0.3ppm)ホルムアルデヒドの排出基準を策定 

1991 年 カリフォルニア州環境保護庁(CEPA)は、ホルムアルデヒド濃度 0.05ppm 目

標レベル ,0.1ppm 低減行動レベルを公表、発がん性に関しては実行可能な

限り低い濃度に低減するよう勧告 

2004 年 国際がん研究機関 (IARC)がホルムアルデヒドの発がん性分類をグループ

2A からグループ 1（人に対して発がん性あり）に変更 

2004 年 カリフォルニア州環境保護庁(CEPA)は、眼や喉への刺激をエンドポイント

として住宅室内の HCHO 濃度 0.027ppm を勧告、ホルムアルデヒドによる

発がんリスクを取り除くレベルは存在しないため、可能な限り、室内のホ

ルムアルデヒド濃度を低減するよう勧告 

 

 
8-3-4. カナダの事例 

カナダでもアメリカ同様、1978 年に UFFI を使用した住宅における健康影響問題が生じてい
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た。そこでカナダ保健省は 1979 年に居住環境中のガイドライン 0.10ppm を定めた。さらに、

1980 年にアメリカでホルムアルデヒドと発がんの関連性が動物実験で発表されたことを受け、

カナダ保健省は 1980 年 12 月に UFFI を使用禁止とした(Lansink, 1985)。UFFI センターが

2,400 戸の住宅を全国調査した結果、UFFI が使用されていた 2000 戸の住宅におけるホルムア

ルデヒドの室内濃度は 0.054ppm、そうでない住宅では 0.036ppm であった(CCAC, 1983)。 

1987 年にカナダ保健省は、居住環境中のホルムアルデヒド室内濃度のガイドラインとして、

行動値（0.10ppm）と目標値（0.05ppm）を定めた(Health Canada, 1989)。発がん性に関して

は、絶対に安全な濃度は考えられないため、実行可能な限り低い濃度に低減するために目標値

を定めた。 

1991 年、ケベック州高等裁判所は、1970 年代後半から 1980 年代にかけて生じた UFFI 問

題について、UFFI が使用された住宅と、その居住者の健康問題との因果関係を立証する十分

な科学的証拠はなかったと結論を下した(Finlay, 1994)。しかしながら、カナダ保健省の UFFI

使用禁止令は、1985 年の有害製品法(Hazardous Products Act, 1985)で規定(Item 34 of Part I 

of Schedule I)されており、現在も継続されている。 

 

 
表 8-3 カナダの経緯：早期警告とその対応  

年代 出来事 

1978 年 

早期警告 
UFFI を使用した住宅における健康影響問題が発生 

1979 年 

対応 I 
カナダ保健省が居住環境中のガイドライン 0.10ppm を定める 

1980 年 

対応 II 
カナダ保健省が建物への UFFI の使用を禁止 

1981 年 2400 戸の住宅で全国調査を実施、UFFI 住宅のガイドライン超過率は 16%、

室内濃度は UFFI 使用住宅 0.054ppm、UFFI 未使用住宅 0.036ppm 

1985 年 建物への UFFI 使用禁止が有害製品法で規定 

1987 年 

対応 III 

カナダ保健省は、ガイドライン 0.1ppm の行動値に加え 0.05ppm の目標値

を策定 

1991 年 ケベック州高等裁判所は、UFFI 使用住宅と、その居住者の健康問題との因

果関係を立証する十分な科学的証拠はなかったと結論 

2005 年 カナダ保健省は、短期間曝露 0.1ppm、長期間曝露 0.04ppm にガイドライ

ンを改訂 
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カナダ保健省は、UFFI の使用と発がんの関連性に対して科学的不確実性が残っているにも

かかわらず、1980 年に UFFI を使用禁止とした。さらに 1987 年、室内濃度のガイドラインを

策定する際、ホルムアルデヒドによる発がん影響への懸念からガイドラインの目標値を定めた。

カナダの対応は、深刻かつ広範囲におよぶと想定される公衆衛生への影響への懸念から、予防

的な対応が適用されたものと言えるであろう。 

2005 年にカナダ保健省は、ホルムアルデヒドの毒性に関する最新の科学的知見に基づき、短

期間曝露(1 時間平均)0.1ppm、長期間曝露(8 時間平均)0.04ppm にホルムアルデヒドのガイド

ラインを改訂した(Health Canada, 2005)。この改訂は、カリフォルニア州環境保護庁に次い

だものではあるが、国家レベルでの対応であり、その意味では国際的に最も素早い対応である

と言える。 

 

 
8-3-5. 日本の事例 

我が国では 1966 年、経済企画庁の依頼で主婦連が実施した「暮らしの中の危険と不衛生に

関する健康被害調査報告」の中で、衣料による皮膚のかぶれによる苦情が多数見受けられたと

報告した(厚生省, 1991)。そして、その原因の 1 つとして、衣料の樹脂加工に使用されたホル

ムアルデヒドが指摘され、通産省は 1967 年に、関連業界に対してホルムアルデヒドの樹脂加

工に関する指導通知を実施した。また、1970 年には東京都消費者センターが、食器戸棚の悪臭

は合板由来のホルムアルデヒドであると指摘し、同年林野庁(1970)は、食器戸棚内のホルムア

ルデヒドに関する指導通知を行い、翌年林野庁と農林省(1971)は、住宅の内装材から放散する

ホルムアルデヒドに関する指導通知を関係業界に対して実施した。1970 年代初めは、衣料用樹

脂や合板接着用樹脂由来のホルムアルデヒドによる健康影響の問題が社会的に大きく取りあげ

られるようになった。そして、1971 年には豊川レポートと呼ばれる日用品等に含まれる化学物

質よる健康影響に関する研究が報告され、この結果を受けて、1972 年に通産省(1972)はホルム

アルデヒドによる樹脂加工に関する指導通知を再び行い、1974 年には有害物質を含有する家庭

用品の規制に関する法律が施行され、1975 年 10 月から一部の衣料に含まれるホルムアルデヒ

ド濃度が規制されるに至った。このように、1960 年代後半から 1970 年代にかけて、我が国で

はホルムアルデヒドに関する調査や規制が家庭用品を中心に行われ、住宅の内装材に使用され

る合板に対しても指導通知がなされていた。しかしながら、室内濃度指針値を策定するには至

らなかった。 

その後、日本では、1979 年に松村らが初めて住宅におけるホルムアルデヒドの実態調査を行

い、一般家庭の洋間 0.17ppm、同居間及び台所 0.14ppm、新築プレハブ住宅 0.11ppm など、

室内空気は外気 0.005ppm より高く、建材や家具類に使用されている接着剤が原因であろうと

報告した(松村ら, 1980)。この報告を発端に、一般住宅の室内や汚染源である家具に関して小規

模な調査がいくつか報告された。林ら(1982)は、目の刺激や皮膚の湿疹等の苦情があった住宅
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から平均 0.12ppm（最小 0.09～最大 0.15）のホルムアルデヒドを検出し、三谷ら(1985)は、入

居後まもなく化学物質による目の刺激と診断された居住者が住む築 3 ヶ月後の新築住宅から、

平均 0.26ppm（最小 0.2～最大 0.38）のホルムアルデヒドを検出した。松村ら(1983)は、ドイ

ツ等で策定されたガイドラインよりも高い室内濃度を検出したことから、1983 年にガイドライ

ンの策定を提唱した。この時期、関係省庁はホルムアルデヒド対策として、1980 年に合板と複

合フローリングに対するホルムアルデヒド放散量基準(JAS)、1983 年にパーティクルボードと

繊維板に対するホルムアルデヒド放散量基準(JIS)を定めた。この当時、結果的には松村らの勧

告は受け入れられず、全国規模の実態調査も行われなかった。 

1990 年代に入り、国立公衆衛生院が、室内空気質に関する WHO との国際共同研究として、

建築物の衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生管理法）が適用される 10 の建築物に対

してホルムアルデヒドの実態調査を行い、平均 0.01ppm（最小 0.0～最大 0.03）のホルムアル

デヒドを検出した(Yoshizawa, 1996)。さらに 1995 年、19 の新築戸建住宅（築後半年以内）と

12 の中古戸建住宅に対してホルムアルデヒドの実態調査を行い(池田ら, 1998)、中古住宅では

WHO Europe (1987)が 1987 年に定めた気中濃度のガイドイラン 0.08ppm を越えた住宅はなか

ったが、冬・春季約 26％、夏・秋季約 5％の新築戸建住宅で WHO Europe のガイドラインを

越えていた。そこで 1996 年、国立医薬品食品衛生研究所が、全国 230 の住宅に対してホルム

アルデヒドの大規模な実態調査を行った (安藤 , 1997)。その結果、約 25％強の住宅において

WHO Europe のガイドラインを越えていたことが明らかとなった。この結果をふまえ、1997

年 6 月に厚生省（現、厚生労働省）は、人の鼻咽頭粘膜に対する刺激からホルムアルデヒドの

室内濃度指針値 0.1mg/m3（0.08ppm）を策定した(厚生省, 1997)。1970 年に健康影響が報告さ

れてから 27 年が経過しており、ドイツの指針値策定から 20 年遅れた対応であった。 

その後、国土交通省を中心とした室内空気対策研究会が、2000 年に全国約 2,815 の築後 1

年以内の新築住宅に対して大規模な調査を行った(国土交通省, 2001)。その結果、約 28.7%の住

宅において厚生労働省の室内濃度指針値を越えていた。翌年、さらに 1,726 の新築住宅に対し

て行った実態調査では、13.3%の住宅において厚生労働省の室内濃度指針値を越えていた(国土

交通省, 2002)。そのため国土交通省は、建材からのホルムアルデヒドの放散量に基づいて使用

面積を規制するよう建築基準法を改正し、2003 年 7 月に施行されることが決定した (島田 , 

2003)。その後、2003 年の国土交通省による全国調査では、厚生労働省の指針値超過率が 5.6%

まで低下した(国土交通省, 2004)。1970 年代に全国レベルの実態調査を行い、ドイツ同様に早

期に室内濃度指針値を定めていれば、ホルムアルデヒドによる健康被害を最小限に抑えられた

であろう。 
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表 8-4 日本の経緯：早期警告とその対応 

年代 出来事 

1939 年 日本で尿素樹脂系接着剤の製造が開始される 

1970 年 

早期警告 
東京都消費者センターが食器戸棚の悪臭は合板由来のホルムアルデヒドで

あると指摘 

1971 年 

対応 I 
林野庁と農林省が関係業界に対して住宅の内装材から放散するホルムアル

デヒドに関する指導通知を実施 

1980 年 住宅におけるホルムアルデヒドの最初の実態調査、居間 0.14ppm、外気

0.005ppm、建材や家具類に使用されている接着剤が原因と推定 

1982 年 目の刺激や皮膚の湿疹等の苦情があった住宅から平均 0.12ppm のホルムア

ルデヒドを検出 

1980-1983 年 

対応 II 
木質建材のホルムアルデヒド放散量基準の日本農林規格 (JAS)と日本工業

規格(JIS)が作成される 

1983 年 日本の研究が室内濃度指針値の策定を提唱 

1996 年 

再警告 I 
230 戸の住宅の全国調査実施、約 25％強が WHO 欧州事務局のガイドライ

ン超過 

1997 年 

対応 III 
厚生省が室内濃度指針値 0.08ppm を策定 

2000 年 

再警告 IV 
国土交通省が全国調査実施、指針値超過率 28.7% 

2002 年 

対応 IV 
改正建築基準法によるホルムアルデヒド発散建材の使用規制 

2003 年 国土交通省が全国調査実施、指針値超過率 5.6% 
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８－４．考察 

各国におけるホルムアルデヒドによる健康影響の信頼できる早期警告と、政策決定者による

対応をもとに、リスク評価の不確実性とその対応の観点において、本章の事例研究から得た室

内空気汚染の施策に対して基礎となるスキームを以下にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室内空気汚染物質によるリスクの不確実性と健康影響の深刻さに応じた対応範囲を図 8-1 に

示す。予防的対応は、科学的不確実性が高く影響が深刻で不可逆的な場合に適用される。そし

て、科学的不確実性が低い場合は未然防止的な対応に位置づけられる。ドイツの場合、ホルム

アルデヒドによる刺激影響をエンドポイントとし、実態調査の結果からガイドライン値を定め

た。これは、科学的不確実性が低く、健康影響が中程度の深刻さであったと位置づけられる。

アメリカ CPSC とカナダによる UFFI 禁止令は、発がんをエンドポイントとしており、NAS

の報告では科学的不確実性が高いと位置づけられる。アメリカ CPSC とカナダ保健省は UFFI

を使用禁止とした。しかし、アメリカ CPSC の事例では、後の裁判による判決で、因果関係に

関する証拠が十分ではないと判断され、UFFI 使用禁止令は解除された。カナダの事例でも、

ケベック州高等裁判所は UFFI の使用と健康影響の因果関係を否定した。たとえ、室内空気汚

染物質による健康影響の深刻さが大きいと示唆されたとしても、使用禁止措置とするには科学

的確実性の高さが求められるであろう。UFFI による使用禁止令が裁判所により却下された後、

図 8-1 室内空気汚染物質のリスクの不確実性と健康影響の深刻さに応じた対応範囲 
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1987 年にカナダ保健省、1991 年にカリフォルニア州環境保護庁は、ホルムアルデヒドの発が

ん性に対する予防的対応から室内濃度の目標値を定めている。この目標値の設定に科学的根拠

はないが、科学的不確実性が高く健康影響の深刻さが大きい場合は、「合理的に達成可能な限り

低く(ALARA: as low as reasonably achievable)」の概念に基づき、目標レベルを設定する措置

は、工業界などの利害関係者にも受け入れられやすいであろう。 

 

 

８－５．まとめ 

本章の事例研究から明らかなように、健康影響の早期警告に対して科学的不確実性があった

としても、深刻で不可逆的な危害の可能性が示唆される場合には、「合理的に達成可能な限り低

く(ALARA)」の概念に基づいた予防的対応が必要である。このような対応は、乳幼児、高齢者、

アレルギーや呼吸器系疾患を有する人々など、汚染物質に対して感受性の高い人たちのリスク

管理において特に有用となるであろう。本章の事例研究で導いた室内空気汚染物質によるリス

クの不確実性と健康影響の深刻さに応じた対応範囲は、室内空気汚染物質のリスク管理スキー

ムの基本的な理念になると考えられる。 
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第９章 室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組みに関する研究 
 

 
９－１．はじめに 

第 I 部では、居住環境におけるさまざまな環境因子と健康影響との関連性を把握するために、

化学物質による室内空気汚染等が主な原因とされている、いわゆるシックハウス症候群に焦点

をあて、環境因子との関連性について、日本で報告されている疫学研究等を詳細な文献調査に

基づき解析した。第 II 部では、我が国と諸外国における室内空気質規制の現状と課題をこれま

での取り組みの経緯や社会背景から解析した。また、第 III 部では、諸外国のおけるリスク評

価の現状と課題を解析した。これらの結果から、室内空気汚染物質のリスク評価および管理の

枠組みを検討するために考慮すべき項目を以下に示す。 

 
(1) 居住環境因子 

解析の結果、室内空気中のさまざまな化学物質がシックハウス様症状に関連していた。そし

て、幹線道路、工場、産業廃棄物処理場などの周辺環境、内装建材など住宅の建築設計に関わ

るもの、家具や開放型石油ストーブなど室内に持ち込まれるものが環境因子としてシックハウ

ス様症状に関連していた。また、結露の発生、かびの発生、水漏れの発生、観葉植物の設置、

室内で洗濯物を干すなどの湿度指標に関わる項目が環境因子としてシックハウス様症状に関連

していた。さらに、十分に換気を行い、室内空気汚染物質を削減することは、シックハウス様

症状を軽減する措置として効果的であることが示唆されていた。つまり、居住者が生活する建

物だけでなく、その周辺環境も考慮すべきである。また、居住者の住まい方そのものが、居住

者の健康に強い影響をもたらす。リスク管理において、これらの環境因子を考慮することによ

って、居住者の健康リスク要因を減らすことができる。 

 
(2) 室内空気汚染物質のリスクを管理するための取り組みの選択肢 

室内空気汚染物質のリスクを管理するための取り組みは、法的対応、誘導的対応、予防的対

応の３つに分類することができる。これらの対応は、室内空気汚染物質によるリスクの大きさ

や健康影響の深刻さ、リスクに関する不確実性の度合いに応じて選択される。 

 
 法的対応 

有害性が高く深刻な問題を生じている汚染物質の排出基準設定、使用制限、使用禁止措置。 

 誘導的対応 

室内空気質ガイドライン、建材等のラベリング、パンフレットやファクトシート等の情報

提供による関係業界や住民の自主的な取り組みの促進。 

 予防的対応 
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室内空気汚染物質がもたらすと想定されるリスクに高い科学的不確実性があったとして

も、深刻で不可逆的な影響が示唆される場合にとるべき対応、例えば合理的に達成可能な限

り低く(ALARA)目標値を設定する等の措置がある。 

 
(3) リスク評価における検討事項 

室内空気汚染物質がもたらすと想定されるリスクの大きさを適切に評価し、その大きさに応

じた対応を行う。 

 リスクスクリーニング 

有害性に関するあらゆる既存の科学的知見と室内濃度による曝露情報のデータからリス

クを判定する。 

 低濃度化学物質による複合曝露のリスク評価 

現段階で有用なリスク評価手法は存在しないため、暫定的な対応としては、総揮発性有機

化合物(TVOC)の総量で目標値を定める。また、複数の汚染物質に曝露した場合の標的組織

における代謝酵素活性に関する研究を推進し、複合曝露による健康影響の発現メカニズムを

解明する。 

 高感受性集団への対応 

子どもが曝露する機会が多いと想定される場合には、子どもと大人の体格の違いを考慮し

た不確実係数を設定する。リスクに関する不確実性が高い汚染物質については、ガイドライ

ンに目標値を別途設定する。 

 
(4) その他の考慮すべき事項 

以下、その他に考慮すべき事項をまとめた。 

 代替物質への置き換えにより許容できない新たなリスクを生じさせない予防策 

室内濃度の実態が十分把握できていない、あるいは用量／反応評価に関する科学的知見が

十分存在しない等の理由によりリスク評価が不可能な汚染物質に対処するために、居住環境

における用途、製品中の含有量などの情報に基づきリスクを判別するスキームを開発する。 

 生物学的因子等の住まい方が関与する汚染物質への対応 

カビ、ダニ、ハウスダストなどは、アレルゲンとして作用するため、これらの生物学的因

子によって健康影響が生じるかどうかは、居住者の体質や感受性に大きく依存する。そのた

め、これらのアレルゲンの用量／反応評価に関する知見は現時点で存在せずリスク評価は困

難である。これらの因子への対応は、住まい方に関する情報提供が主たるものであると考え

られる。ノルウェーのハウスダストや中国の細菌に関する室内空気質ガイドラインは、汚染

の程度の目安を示したもので、その１つの手法であると考えられる。 

 室内空気汚染物質の室内挙動 

居住環境中における汚染物質の化学反応による二次汚染、内装材・家具・調度品などへの
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吸脱着による室内濃度上昇など、汚染物質の室内挙動を解明し、リスク評価に反映可能とな

るよう研究を推進する。 

以上の項目を踏まえたうえで、本章では、室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組

みを検討し、提唱する。 

 
９－２．研究方法 

環境汚染物質によるリスクを適切に削減するための枠組みがいくつかの諸外国で提唱されて

いる。これらの枠組みをレビューし、本章の枠組みを検討するための基礎資料とする。そして、

上述の項目を考慮した枠組みを提唱する。そして、本章で提唱した枠組みに対して我が国の実

態をあてはめ、その有効性を検証する。 

 
９－３．結果および考察 

9-3-1. リスク評価およびリスク管理の一般モデル 

諸外国における環境リスクに関するリスク評価および管理の枠組みが、Jardine ら(2003)の

総説に詳しく解説されている。Jardine らは、80 以上の諸外国の関係組織が作成した 100 以上

の評価文書をレビューし、諸外国の枠組みの中からアプローチが明確かつ包括的な 12 の枠組

みを選択している。そして、人の健康、環境保全、労働衛生のリスク管理の枠組みにおいて考

慮すべき７つの重要な要素として、(1)問題の定式化段階、(2)利害関係者の関与、(3)コミュニ

ケーション、(4)定量的リスク評価要素、(5)繰り返しと評価、(6)十分な情報を得たうえでの意

志決定、(7)柔軟性、を提唱している。表 9-1 に 12 の枠組みを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-1 諸外国におけるリスク管理の枠組み (Jardine et al., 2003) 

国 組織等 発表年 評価文書

アメリカ 大統領府・議会諮問委員会 1997 Framework for Environmental Health Risk Management
カナダ 保健福祉省 1990 Health Risk Determination: The Challenge of Health Protection
カナダ 保健省 2000 Health Canada Decision-Making Framework for Identifying,

Assessing and Managing Health Risks

カナダ 保健省 1994 Canadian Environmental Protection Act: Human Health Risk
Assessment of Priority Substances

カナダ カナダ規格協会 (CSA) 1997 CSA-Q8550 Risk Management: Guidelines for Decision-Makers
アメリカ アメリカ研究審議会 (NRC) 1983 Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process
アメリカ アメリカ研究審議会 (NRC) 1996 Understanding Risk: Informing Decisions in a Democratic Society
オーストラリア 保健審議会 2002 Environmental Health Risk Assessment
カナダ カナダ環境閣僚会議(CCME) 1996 A Framework for Ecological Risk Assessment
カナダ 環境省 1996 Ecological Risk Assessments of Priority Substances Under the

Canadian Environmental Protection Act

アメリカ 環境保護庁 1998 Guidelines for Ecological Risk Assessment
－ Rampal ans Sadhra 1999 Proposed Model for Occupational Health Risk Assessment and

Management
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表 9-1 の枠組みのうち、生態リスクと労働衛生のリスクを除くと 8 つの枠組みが得られる。

その中にはリスク評価またはリスク管理に関する枠組みがそれぞれ 4 つある。これらのリスク

管理の枠組みは、アメリカ大統領府・議会諮問委員会(USPCC, 1997)が作成した「Framework 

for Environmental Health Risk Management」を基礎としている。また、リスク評価に関し

ては、アメリカ研究審議会(National Research Council: NRC)とアメリカ国立科学アカデミー

(U.S. National Academy of Sciences: NAS)が作成した「Risk Assessment in the Federal 

Government: Managing the Process」(USNRC, 1983)を基礎としている。図 9-1 にアメリカ

大統領府・議会諮問委員会が作成したリスク管理の枠組みを示す。この枠組みは、６段階のプ

ロセスで構成されている。以下にそれぞれのプロセスを概説する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１段階：問題の明確化と関係づけ 

環境濃度の実態調査、疫学調査、モニタリング、毒性試験、危害情報などのさまざまな情

報から問題を明確化する。そして、想定される原因を関係付け、リスク管理の目標を設定す

る。 

第２段階：リスク分析  

問題を引き起こしているリスクを分析する。リスク評価から得られた結果に基づきリスク

のレベルを判定する。リスクの性質、リスクを受ける集団の大きさ、リスクの科学的根拠、

科学的不確実性、想定される有害影響の深刻度合いなどの情報が提供される。 

問題の
明確化と
関係付け

リスク
分析

選択肢

意志決定

実行 

評価 
利害

関係者

の関与

図 9-1 アメリカ大統領府・議会諮問委員会によるリスク管理の枠組み 
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第３段階：選択肢 

リスクを削減するための手段を特定する。汚染防止、段階的な削減計画、課税、法規制、

教育計画、自主的な行動による新市場の確立など、さまざまな手段が検討される。リスク削

減に対してより効果的な手段が選択される。公衆衛生、経済、技術、社会、政治面の影響が

考慮される。費用効果分析、費用便益分析、決定分析などの手法も必要に応じて使用される。 

第４段階：意志決定 

実行可能性のあるリスク管理の選択肢の中から選択すべき手段を決定する。行政機関の規

制当局者など、問題の管理に責任を有するものが一般に決定するが、さまざまな利害関係者

の意見も考慮される。 

第５段階：行動 

前段階の決定を実行する。利用可能な新しい情報を取り入れる柔軟性が求められる。 

第６段階：評価 

意志決定を実行した後にその結果を評価する。モニタリング、環境濃度や病状の実態調査、

経済効果、利害関係者との討論の結果などを精査する。 

 

 
1983 年にアメリカ研究審議会が作成したリスク評価の枠組みは、欧米諸国のリスク評価のモ

デルとなっている。アメリカ環境保護庁がこの枠組み採用し、欧州共同体委員会(CEC)の委員

会指令 93/67/EEC (CSC, 1993)で参考にされている。室内空気汚染物質のリスク評価に関して

は、欧州委員会共同研究センター(Joint Research Center: JRC)の研究プロジェクトである欧

州共同研究 (European Collaborative Action: ECA)が報告書を公表している(ECA, 2000)。こ

の報告書で明記されているリスク評価の枠組みは、委員会指令 93/67/EEC (CEC, 1993)を採用

している。つまり、その根源はアメリカ研究審議会によるリスク評価の枠組みである。表 9-2

に欧米のリスク評価の枠組みを示す。また、図 9-2 にアメリカ研究審議会が提唱しているリス

ク評価の手順とリスク管理との関係を示す。 

 
表 9-2 欧米のリスク評価の枠組み (ECA, 2000) 

 委員会指令 93/67/EEC NAS/NRC 1983 
有害性の同定 物質固有の有害影響の同定 人の健康に対する化学的な有

害影響の決定 
用量／反応評価 用量や曝露レベル／有害影響の発

生率や重症度の関係の概算 
曝露レベル／有害影響の発生

可能性の間の関係の決定 
曝露評価 人の曝露量を概算するためのパラ

メータの決定（排出量、曝露経路、

移動率、反応、分解）  

曝露の程度の決定 

リスクの判定 人の健康に生じる可能性のある有

害影響の発生率や重症度の概算 
不確実性を含むリスクの規模

と種類の記述 
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9-3-2. 室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組みの作成 

アメリカ研究審議会が作成したリスク評価の枠組みは、本章の枠組みにおいても基礎となる。

科学研究の推進と、そこで得られた利用可能な科学的知見をもとにリスク評価を行い、その結

果に基づきリスク管理を実施する。同様に、アメリカ大統領府・議会諮問委員会によるリスク

管理の枠組みも本章の枠組みの基礎となる。問題の明確化、リスク分析、管理手法の選択肢、

意志決定、実行、評価と修正の一連の流れに基づきリスクを削減していく。また、そのプロセ

ス全てに利害関係者が関与し、リスクコミュニケーションを実施する。 

居住環境における室内空気汚染の特徴は、第１章で述べたように、生物因子、化学因子、物

理因子など、さまざまな因子が室内空気質に影響することである。そして、第３章で明らかに

したように、これらの因子には、建築設計や建材だけでなく、周辺環境や住まい方が大きく関

わることである。長期間曝露の毒性に関する十分な科学的知見が存在し、定量的なリスク評価

が可能な室内空気汚染物質は、一部の化学物質に限られている。また、そのような化学物質で

あっても、子どもやアレルギー性疾患を有する人々など、外的要因に対して感受性の高い人々

に対する毒性影響の知見は十分とは言えない。 

リスク評価を実施する段階において も重要なことは、科学的知見の確認である。そして、

その知見に基づきリスクスクリーニングを実施する。慢性毒性に関する用量／反応データが存

在する室内空気汚染物質は、室内濃度の実態調査データから定量的リスクランキングによるリ

スクスクリーニングを実施し、その結果に基づきリスクの大きさを判定することが可能である。

本論の第７章において、日本における室内空気汚染物質のリスクスクリーニングを実施し、そ

リスク評価研究 リスク管理

健康への有害影響の
知見とその物質への
曝露の実験、現場の証拠

用量と反応の関係、高濃度
から低濃度曝露への外挿、
動物データから人への外挿

現場の測定、環境中の動態
代謝、分布、曝露量の予測、
曝露集団の特性評価

有害性確認

用量／反応評価

曝露評価

リスク判定

管理・規制選択肢の
作成、提案

公衆衛生、経済、技術、
社会、政治面の影響の
評価と検討

対策の決定および実行

リスク評価研究 リスク管理

健康への有害影響の
知見とその物質への
曝露の実験、現場の証拠

用量と反応の関係、高濃度
から低濃度曝露への外挿、
動物データから人への外挿

現場の測定、環境中の動態
代謝、分布、曝露量の予測、
曝露集団の特性評価

有害性確認

用量／反応評価

曝露評価

リスク判定

管理・規制選択肢の
作成、提案

公衆衛生、経済、技術、
社会、政治面の影響の
評価と検討

対策の決定および実行

図 9-2 リスク評価の手順とリスク管理との関係 
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の大きさを判定した。第７章で開発したリスクスクリーニングスキームは、定量的リスクラン

キングスキームであり、本章の枠組みに有効に活用することができる。一方、慢性毒性に関す

る用量／反応データなどの科学的知見が十分に存在しない、あるいは測定方法が確立されてい

ないため曝露量が把握できないなどの理由により、定量的リスクランキングを実施できない室

内空気汚染物質は、現存する利用可能なあらゆる科学的知見に基づきリスクの大きさを判断し

なければならない。しかし、定量的なリスクを算出することはできない。そこで、本章の枠組

みでは、定性的リスクランキングスキームを開発し、導入した。このスキームにより、定量的

なリスクが算出不可能な室内空気汚染物質のリスクを定性的にランキングし、居住者の健康影

響の深刻さを判断することを可能とする。ただし、定性的リスクランキング結果は、高い不確

実性が伴う。そこで、このような科学的知見の不足に対応するために、科学研究を推進し、そ

の知見の収集に努めなければならない。以上の見地に基づき、本章における室内空気汚染物質

のリスク評価および管理の枠組みを図 9-3 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-3 室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組み 
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図 9-3 の枠組みにおいて、リスクの不確実性と健康影響の深刻さの評価は、リスク管理の選

択肢を検討するうえで重要な判断材料となる。本論の第８章で示した室内空気汚染物質による

リスクの不確実性と健康影響の深刻さに応じた対応範囲は、その基礎とすることができる。ま

た、本章の冒頭で述べたように、良質な室内空気質を保持増進するための取り組みは、法的対

応、誘導的対応、予防的対応の３つに分類することができる。これらの対応は、室内空気汚染

物質によるリスクの大きさと健康影響の深刻さ、リスクに関する不確実性の度合いに応じて選

択される。以上の結果に基づき、リスクの不確実性と健康影響の深刻さ評価するための評価図

を作成した。作成した評価図を図 9-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リスクスクリーニングの結果、リスクの判定が得られた室内空気汚染物質は、その結果に基

づき図 9-4 の評価図にあてはめることができる。定量的リスクランキングによる定量判定が得

られた場合は、科学的不確実性が低いと判断する。ただし、有害性データに高い不確実性が認

められると判断された場合には、科学的不確実性が高いと判断する場合もあり得る。定性的リ

スクスランキングによる定性判定が得られた場合は、科学的不確実性が高いと判断する。定性

的リスクランキング結果は、用量／反応評価および曝露評価に基づいたリスクを表しているも

図 9-4 リスクの不確実性と健康影響の深刻さの評価図 
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のではないため、高い不確実性を有している。これらの評価は、専門家および利害関係者との

コミュニケーションにより 終的に判断されるべきものとする。 

 
9-3-3. リスク管理におけるリスク削減措置とその評価手法 －経済学的手法の意義と課題－ 

図 9-4 の評価図によって、リスクの不確実性と健康影響の深刻さを評価した結果、法的対応

等のリスク削減措置が必要と判断された場合、その削減措置についてさらなる検討を実施しな

ければならない。使用を禁止する、使用制限を実施する、排出基準値の設定等のリスク削減措

置を行うにあたっては、 も社会経済的に効率的な措置を選択することが好ましい。そこで経

済学では、リスク管理のツールとして、費用効果分析（cost effectiveness analysis）と費用便

益分析（cost benefit analysis）が主に検討されている(岸本, 2001)。そこで、リスク削減措置

の評価手法の１つである経済学的手法の意義と課題について以下に考察を行った。 

費用効果分析は、同じ費用が掛かるならば、より効果の大きい措置が好ましい、あるいは同

じ効果が得られるならば、より安価な措置が好ましいという考え方である。つまり、相対的な

効率性を表している。費用効果分析では、いくつかの措置それぞれに応じて「費用(Cost)÷効

果(Effectiveness)」（以下、C/E）を算出し、この数字の も小さい措置が社会経済的に効率的

であると判断する。一方、費用便益分析は、リスク削減で得られる効果を金銭の単位で表し「便

益」としたうえで、リスク削減に掛かる「費用」と比較する方法である。費用便益分析では、

ある措置について「便益(Benefit)－費用(Cost)=純便益(net benefit)」（以下、B-C）を算出し、

この数値がプラスならばその措置は有益である、マイナスならば無益であると判断する。つま

り、絶対的な効率性を表している。 

費用効果分析は、定性的な手法であり、それぞれの措置間を比較するには有効ではあるが、

それぞれの措置が効果的であるかどうかを判断することはできない。費用便益分析は、純便益

の大きさによってそれぞれの措置間を比較して優先付けができるだけでなく、それぞれの措置

の絶対的な有効性が判断できる。このようにそれぞれの分析手法の概念を捉えると、費用便益

分析の方が優れている。しかしながら、現実に化学物質のリスク削減措置を費用便益分析で評

価する場合、「便益」を計算するためには、使用禁止、使用制限、排出削減等のリスク削減措置

によって、人の健康影響をどれほど削減でき、それを金銭的な価値にするとどれくらいに相当

するか、といった定量的なデータを算出する必要がある。経済学では、リスク削減の便益につ

いて、リスク削減に対して人々が支払ってもよいと考える金額を支払意志額（willingness to 

pay: WTP）として計測し、費用便益分析を環境政策の分野で利用できるよう発達させてきた。

WTP の計測法としては、リスク削減措置を提示して直接計測する「質問法」や、職業リスク

の大きさと賃金の高さとの関係から計測する「賃金リスク法」がある。また、医療費の削減、

賃金等の労務費の回復、労働生産性の向上等の費用を概算して便益を金銭的に表す方法もある。 

これまで我が国において、化学物質のリスク削減に対する費用便益分析がいくつか試みられ

てきた。岡(2002)は、有害化学物質の健康影響を損失余命で表し、有害化学物質の規制によっ
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て損失余命 1 年当たりの削減費用を分析し、余命を 1 年延ばすことに対する一般住民の WTP

を計測する方法で、7 つの事例に対する費用便益分析を行った。その結果、 も確からしいと

思われる WTP と費用を比較した結果、社会経済的に効率的であったとされる事例は、わずか

1 例であったと報告している。 

渡辺ら(2004)は、東京における粒子状物質規制の費用便益分析を試みた。東京都 23 区の大

気汚染防止プログラムの便益を評価するために、WTP、疾病に掛かる費用、賃金を失う機会の

費用を便益として計測している。しかしながら、データの偏りやさまざまな仮定のため、感度

分析によって も適当と考えられる便益の評価額に対して、4 分の 3 から 4 倍ほどの幅があっ

た。特に、生態系や生産性への影響など、定量化不可能な便益を考慮すると、便益を過小評価

してしまう可能性を指摘している。粒子状物質の規制措置に掛かる費用は、産業や自動車の所

有者に汚染規制措置を課すことによる直接費用、大気汚染改善のための政府機関の諸経費等の

合計額で評価されている。費用計算においても、便益と同様にデータの偏りや仮定によって増

減幅がある。結果的に、 も確からしい便益と費用の比は 29 対 1 となり、社会経済的に非常

に効率的であったと結論している。 

以上のように、費用便益分析は、データの偏りや仮定によりその分析結果に大きな幅が生じ

る。しかしながら、規制措置等の政策評価を行うにあたり、定量的な評価が可能となる。また、

岡(2002)の分析においても、渡辺ら(2004)のように、WTP 以外の便益を考慮すれば、社会経済

的に効率的であった事例はさらに増えたかもしれない。このような現状を鑑みれば、費用便益

分析には、どこまでを便益を捉えるか、あるいは費用と捉えるかについて、今後検討すべき課

題がある。また、データの偏りや仮定によって生じる結果の幅をどれほど考慮するかも重要で

あろう。 

健康であることは、誰しもが望むことであり、平均的な分析結果のみで判断できるものでは

ない。特に、居住環境は、居住者のプライベートな環境であるがゆえに、さまざまな個人の価

値観をリスク管理で考慮しなければならない。いくら費用がかかっても、また、不便な生活を

強いられることになったとしても、室内空気中の化学物質濃度を極限まで下げる規制措置を望

む居住者もいるであろう。また、多少なりとも室内空気汚染物質の濃度が高くても、費用が安

価であること、あるいは利便性を重視する居住者もいるであろう。そのような価値観の違いを

費用便益分析でどれほど考慮できるかが重要である。そのあたりは、リスクコミュニケーショ

ンによって、居住者の価値観に配慮したリスク管理措置を選択すべきであろう。経済学的手法

には、まだまだ課題はある。どこまで分析範囲を拡大し、より現実に即した結果を得るか、ま

た、その結果に偏りや仮定による幅、さらには居住者による価値観の違いがあったとしても、

利害関係者とのリスクコミュニケーションによって、社会的に可能な限り合意されたリスク削

減措置を選択できるかが、今後の重要課題である。 
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9-3-4. 定性的リスクランキングスキーム (Qualitative risk ranking scheme) の開発 

既往の文献等において、化学物質の定性的リスクランキングスキームに関する研究はほとん

どみあたらない。英国バース大学 Department of Biology and Biochemistry の Jewell (1998)

が有害化学物質使用時のリスクの格付けを行っている。1994 年の化学物質危険有害性表示規則

(CHIP: [Chemicals [Hazard Information and Packaging for Supply] Regulations)の有害性分

類に基づいた有害性の格付けと、使用量・揮発性・排出による危害の可能性から求めた曝露量

の格付けをもとに、化学物質のリスクの格付けを行っている。松浦(2001)が企業の商品開発に

おける有害性リスク評価システムを開発している。このシステムは、商品が市場に出回った際

の安全性を設計段階で評価することを目的としている。毒性の程度に基づいた有害性の強さの

格付けと、除害程度に基づいた曝露量の格付けを行い、これらの結果をもとにリスクの格付け

を行っている。 

本章の室内空気汚染物質に関する定性的リスクランキングスキームは、これらのシステムと

同様に有害性のランキングと曝露量のランキングを行い、これらの結果に基づき定性的なリス

クのランキングを行うスキームとした。図 9-5 に定性的リスクランキングスキームを示す。室

内空気汚染物質は、揮発して空気中にガス状で存在する物質と、粒子状の物質が空気中に浮遊

している場合に大別される。これらの物質の室内空気中への放散挙動は異なる。そこで曝露量

のランキングは、ガス状物質と粒子状物質に分けて評価することとした。以下、有害性、曝露

量および定性的リスクのランキングの概要を述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定性的リスクランキング 

Qualitative risk ranking 

図 9-5 定性的リスクランキングスキーム 

有害性ランキング 

Hazard ranking 

曝露量ランキング 

Exposure ranking 

ガス状物質 

曝露スコアー

粒子状物質 

曝露スコアー 
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1) 有害性ランキング (Hazard ranking) 

有害性のランキングに限定した研究報告はいくつかある。Elves ら(1997)は、LD50 や LC50

等の急性毒性、発がん性、催奇形性、遺伝毒性、神経毒性、TLVs 等の曝露限界値を評価項目

としたランキングを行っている。Schmidt-Bleek ら(1982)は、急性毒性、変異原性、感作性、

使用形態、生体蓄積性（Pow）、蒸気圧、水溶性、残留性などの指標を評価項目としている。Jewell 

(1998)の格付けは、英国 CHIP 規則の有害性分類に基づいている。松浦(2001)の格付けは、慢

性毒性の程度に基づいているとされているが、詳細は明らかにされていない。本章の有害性ラ

ンキングは、定量的リスクランキングで評価できない室内空気汚染物質を対象とする。そのた

め、より多くの物質の有害性が系統的に整理されているデータベースを用いる必要がある。よ

って、より多くの専門家によって議論され、科学的信頼性が高いと思われる、国際がん研究機

関(International Agency for Research on Cancer: IARC)による発がん性分類(IARC, 2004)と、

欧州連合(European Union: EU)による有害性分類(EU, 2004)を用いた。EU の有害性分類は、

約 5,000 種類の化学物質が分類されており、本論の第７章の定量的なリスクスクリーニングス

キームで評価できなかった多くの化学物質をランキングすることが可能である。蒸気圧や使用

形態などの室内空気への放散に関わる評価項目は、有害性のランキングで考慮すべきものでは

ないため、曝露量のランキングで考慮した。 

有害性のランキングは、その程度に応じて 5 段階に分類した。ランキングを行うにあたり、

複数の有害性分類を有する場合は、 も有害性が高い分類を選択してランキングを行うことと

した。例えばトルエンの場合、IARC Group 3, R63 Cat.3, R48, R38, R67 に分類されている。

よって、R63 Cat.3 と R48 から中程度の有害性とランキングする。表 9-3 に有害性ランキング

評価表、表 9-4 に IARC および EU の有害性分類を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-3 有害性ランキング評価表 

IARC

発がん性分類 発がん性 生殖毒性 変異原性 感作性 一般毒性 神経毒性 刺激性 腐食性

極めて低い Group 4

低い Group 3
R20, R21, R22
R33, R64, R65

R68
R67

R36, R37
R66, R38

中程度 Group 2B R40 Cat.3
R62 Cat.3
R63 Cat.3

R46 Cat.2 R42,R43
R23, R24
R25, R48

R41 R34

高い Group 2A
R45 Cat.2
R49 Cat.2

R60 Cat.2
R61 Cat.2

R46 Cat.1
R26, R27
R28, R39

R35

極めて高い Group 1
R45 Cat.1
R49 Cat.1

R60 Cat.1
R61 Cat.1

欧州連合による危険物質の分類・包装・ラベル表示に関する理事会指令67/548/EECの分類有害性
ランキング
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組織 有害性 分類 内容

IARC 発がん性 Group 1 人に対して発がん性を示す

Group 2A 人に対しておそらく発がん性を示す

Group 2B 人に対して発がん性を示す可能性がある

Group 3 人に対する発がん性について分類できない

Group 4 人に対しておそらく発がん性を示さない

EU 発がん性 R45 Cat.1 人に対して発がん性を示す

R49 Cat.1 吸入により人に対して発がん性を示す

R45 Cat.2 人に対しておそらく発がん性を示す

R49 Cat.2 吸入により人に対しておそらく発がん性を示す

R40 Cat.3 発がん性を示す証拠は限定的である

生殖毒性 R60 Cat.1 人に対して生殖・発達毒性を示す

R61 Cat.1 胎児に対して有害である

R60 Cat.2 人に対しておそらく生殖・発達毒性を示す

R61 Cat.2 胎児に対しておそらく有害である

R62 Cat.3 人に対して生殖・発達毒性を示す可能性がある

R63 Cat.3 胎児に対して有害である可能性がある

変異原性 R46 Cat.1 人に対して変異原性を示す

R46 Cat.2 人に対しておそらく変異原性を示す

感作性 R42 吸入により感作を生じる可能性がある

R43 皮膚に触れると感作を生じる可能性がある

一般毒性 R20
有害性を示す（気体の吸入, 2<LC50≦20mg/l/4hr, ラット）
有害性を示す（粒子の吸入, 1<LC50≦5mg/l/4hr, ラット）

R21 有害性を示す（経皮, 400<LD50≦2000mg/kg, ラット））

R22 有害性を示す（経口, 200<LD50≦2000mg/kg, ラット）

R23
中程度の毒性を示す（気体の吸入, 0.5<LC50≦2mg/l/4hr, ラット）
中程度の毒性を示す（粒子の吸入, 0.25<LC50≦1mg/l/4hr, ラット）

R24 中程度の毒性を示す（経皮, 50<LD50≦400mg/kg, ラット））

R25 中程度の毒性を示す（経口, 25<LD50≦200mg/kg, ラット）

R26
強い毒性を示す（気体の吸入, LC50≦0.5mg/l/4hr, ラット）
強い毒性を示す（粒子の吸入, LC50≦0.25mg/l/4hr, ラット）

R27 強い毒性を示す（経皮, LD50≦50mg/kg, ラット）

R28 強い毒性を示す（経口, LD50≦25mg/kg, ラット）

R33 蓄積作用を示す可能性がある

R39 かなり深刻で不可逆的な影響の危険性がある

R48 長期間曝露により深刻な健康影響の危険性がある

R64 授乳を通じて乳児に対して有害である可能性がある

R65 経口摂取で肺損傷を生じる有害性を示す可能性がある

R68 不可逆的な影響の危険性を示す可能性がある

神経毒性 R67 眠気やめまいを生じる可能性がある

刺激性 R36 眼に対する刺激がある

R37 気道に対する刺激がある

R38 皮膚への刺激がある

R41 眼に対して重度の損傷を起こす危険性がある

R66 繰り返しの曝露で皮膚の乾燥や亀裂を生じる可能性がある

腐食性 R34 やけどを起こす

R35 重度のやけど起こす

表 9-4 IARC および EU の有害性分類 
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2) 曝露量ランキング (Exposure ranking) 

室内空気汚染物質は、揮発して空気中にガス状で存在する物質と、粒子状の物質が空気中に

浮遊している場合に大別される。そこで、これらの室内空気中での放散挙動を考慮する必要が

ある。同じ温度であれば、蒸気圧が高いほど揮発性が高く、空気中に放散しやすい。また、か

さ比重が小さいほど空気中に浮遊しやすい。そこで、ガス状物質に関しては、常温での蒸気圧

をランキングの評価項目に、粒子状物質に関しては、かさ比重をランキングの評価項目に取り

入れた。ただし、昇華性を有する化学物質や、燻蒸剤に含まれる化学物質は、揮発させること

を目的として使用されているため、高揮発性と評価した。また、吹き付けアスベストの劣化か

ら放出されるアスベスト粉塵や浮遊粒子状物質(Suspended Particulate Matter: SPM)のよう

に、かさ比重が不明な場合は、既知の知見に基づき、その浮遊性で判断することとした。ただ

し、いずれの場合も、有害性の低い塵や埃に吸着して室内空気中で検出される場合がある。し

かし、このような吸着挙動に関しては十分解明されていないため、本章のスキームでは考慮し

なかった。 

他の評価項目としては、含有量、居住環境での使用度合い、室内空気への接触度合いを取り

入れた。そして、それぞれの評価項目の度合いに応じてスコアー付けを行った。表 9-5 にガス

状物質の曝露量スコアー表、表 9-6 に粒子状物質の曝露量スコアー表を示す。各評価項目の評

価基準と具体例を表 9-7 に示した。この表の評価基準と具体例は、拙著「建築に使用される化

学物質事典：風土社 2006 年 5 月刊行」を参考とした。 終的に、それぞれの評価項目のスコ

アーを乗じて曝露量のランキングを行う。表 9-8 に曝露量ランキング評価表を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-5 ガス状物質の曝露量スコアー表 

0 1 10 100

a
居住環境での
使用度合い

使用場所が見
あたらない

使用量・面積は
ごくわずか

部分的に使用 大面積、大容量で使用

b 含有量 < 1% 1 - 10 % > 10 %

c
揮発性
（25℃蒸気圧）

< 10 Pa 10 - 1,000 Pa
> 1,000 Pa

または昇華性物質、
燻蒸剤に含まれる

d
室内空気への
接触度合い

直接室内空気中に
触れていない

部分的に室内空気中
に露出している

ほぼ全体的に室内空気
中に露出している

スコアー
評価項目
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表 9-6 粒子状物質の曝露量スコアー表 

表 9-7 各評価項目の評価基準と具体例 

評価項目 スコアー 評価レベル 評価基準 具体例

100 大面積、大容量で
使用

・ローディングファクター 注１）: 0.2以上
・空気質の調整目的で使用される

床材や床用接着剤に使用
壁材や壁用塗料に使用
大型家具や建具に使用
芳香剤、エアコン、暖房器具、燻蒸剤、蚊取り
線香

10 部分的に使用 ・ローディングファクター: 0.05 - 0.2未満 噴霧剤を室内に散布
小型家具や建具等に使用
部分的にカーペットを設置
防虫剤

1 使用量・面積はごく
わずか

・ローディングファクター: 0.05未満 隙間の目地材、コーキング剤

0 使用場所がみあた
らない

・居住環境で検出事例がない

100 > 10 % ・主成分として使用されている （MSDS 注３）等参照） 断熱材、防音材、軟質塩化ビニル樹脂の可
塑剤、樹脂の難燃剤

10 1 - 10 % ・補助成分として使用されている （MSDS等参照） 接着剤や塗料の溶剤

1 < 1% ・添加剤として使用されている (MSDS等参照） 接着剤や塗料の添加剤、触媒、不純物

100 ほぼ全面的に室内
空気中に触れてい
る

・室内の内装材に使用されている
・室内に設置されている
・室内で使用されている

床・壁材・家具の素材・接着剤・表面仕上げ
剤・ワックス・塗料・防かび剤・殺菌剤、絨毯や
カーテンの素材、調度品、エアコン、暖房器
具、調理、芳香剤、消臭剤、防虫剤、たばこの
煙

10 部分的に室内空気
中に触れている

・部屋の隅の隙間から室内へ進入する可能性があ
る
・屋外から進入する可能性がある

壁間や天井裏の断熱材、床下のシロアリ防
除剤、大気汚染、屋外での農薬散布、周辺工
場や焼却場の煤煙

1 直接室内空気中に
触れていない

・固体中に注入あるいは練り込まれている ゴムの添加剤、プラスチックスの添加剤、注
入型木材防腐剤、体温計の水銀

注記

１）ローディングファクター: 設置面積 (m2)／空間容積 (m3)

３）Material Safety Data Sheet: 製品安全データシート

居住環境での
使用度合い

含有量 注１)

室内空気への
接触度合い

２）部材表面に使用される塗料、ワックス、インキ等は乾燥後1%未満になっているためスコアーを1とする
　　部材間に使用される接着剤は乾燥に時間がかかるため10%以上の含有量の場合はスコアーを10とする

0 1 10 100

a
居住環境での
使用度合い

使用場所が見
あたらない

使用量・面積が
少ない

部分的な使用 大面積、大容量で使用

b 含有量 < 1% 1 - 10 % > 10 %

c 浮遊性、かさ比重
浮遊しない
または > 1.0

浮遊しやすい
または 0.5 -1.0

かなり浮遊しやすい
または < 0.5

d
室内空気への
接触度合い

直接室内空気中に
触れていない

部分的に室内空気中
に露出している

ほぼ全体的に室内空気
中に露出している

スコアー
評価項目
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3) 定性的リスクランキング (Qualitative risk ranking) 

有害性ランキングおよび曝露量ランキングをもとに定性的リスクランキングを行い、リスク

を判定する。表 9-9 に定性的リスク判定表を示す。判定 A の物質は、リスクが高く対策が必要

と想定されるが、健康影響の指標となる濃度が算出できないため、合理的に達成可能な限り低

い（As Low As Reasonably Achievable）濃度を目標とした予防的対応をとる。判定 B の物質

は、リスクが中程度と想定されるため、サーベイランスによる室内濃度や毒性影響等に関する

継続的な調査を行う。判定 C の物質は、リスクが低いと想定されるため、対応は実施せず静観

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) 定性的リスクランキングスキームの有効性の検証 

本章で作成した定性的リスクランキングスキームの有効性を検証した。その方法は、本論の

第７章で実施した定量的なリスクランキングの結果を利用した。ここでは 93 物質のリスク判

定結果が得られている。そこで、これらの物質のうち、既往の文献等の情報に基づき曝露量の

ランキングが実施可能な化学物質を選定した。曝露量のランキングに必要な情報のうち、蒸気

表 9-8 曝露量ランキング評価表 

表 9-9 定性的リスク判定表 

a * b * c * d = 曝露量ランキング

0～1 極めて少ない

10～100 わずか

1,000～10,000 少ない

100,000～1,000,000 中程度

10,000,000～100,000,000 多い

極めて少ない わずか 少ない 中程度 多い

極めて低い C C C C C

低い C C C C C

中程度 C C C C B

高い C C B B A

極めて高い C B B A A

曝露量のランキング

A：実行可能な限り低く 　B：サーベイランス 　C：静観

有害性の
ランキング
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圧は、米国のシラキュース調査会社 (Syracuse Research Corporation: SRC, 2005)のデータベ

ースを利用した。居住環境での使用度合いと室内空気への接触度合いは、製品の用途がわかれ

ば推測できる。よって、製品の用途と製品中の含有量に関する情報を主に調査した。調査結果

を表 9-10、表 9-11 に示す。合計 24 物質の情報を得た。これらの調査結果が得られた化学物質

について、定性的リスクランキングを実施し、第 7 章の定量的リスクランキング結果と対比し

た。その際、定量的リスクランキング結果と定性的リスクランキング結果のリスク判定の一致

率が も高くなるよう感度解析を実施し、表 9-3, 表 9-5, 表 9-6, 表 9-7, 表 9-8, 表 9-9 の内容

を調整した。これらの表は、すでに調整後の内容が反映されている。 

感度解析の結果、 も一致率が高かった解析結果を表 9-12 に示す。表 9-12 から明らかなよ

うに、24 物質のうち 16 物質（一致率 66.7%）が定量的リスクランキングの判定結果と定性的

リスクランキングの判定結果が同じであった。また、それぞれの判定結果が異なっていても、

その差は 1 段階であり、2 段階（例えば A と C）まで異なるものはなかった。定性的リスクラ

ンキングスキームには定性的な評価項目が含まれているため、定量的リスクランキング結果よ

りも高い不確実性が存在する。しかし、今後の対応を検討するうえで、リスクの程度を表すこ

とは十分可能であると考えられる。よって、本章で開発した定性的リスクランキングスキーム

は、本章で提唱している室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組みの中では有効に利

用可能と判断した。 

 

 

表 9-10 化学物質の用途と含有量 

化学物質 用途と含有量に関する情報 

アセトアルデヒド 合板用水性形接着剤 0.0007% (斉藤ら , 2005) 
アセトン 内装用接着剤 10%未満  (コニシ , 2005a, 2005b) 
エタノール  内装用下塗り塗料 60～70% (東日本塗料 , 2003b) 
エチルベンゼン 床用塗料 13% (水谷ペイント , 2003a) 

内装用塩化ビニル樹脂塗料 3.5% (東日本塗料 , 2002b) 
内装塗料用下塗り剤 9.5% (東日本塗料 , 2000) 

キシレン 木部用クリアー塗料 0～14.1% (関西ペイント株式会社 , 2005) 
シーリング剤用下塗り剤 9% (サンスター技研 , 2003c) 
内装用塩化ビニル樹脂塗料 3.5% (東日本塗料 , 2002b) 

クロルピリホス シロアリ防除剤 : 主剤クロルピリホス  (吉田ら , 2004) 
酢酸エチル  シーリング剤用下塗り剤 50～60% (サンスター技研 , 2004a, 2004b) 

内装塗料用下塗り剤 15% (東日本塗料 , 2000) 
内装用接着剤 20%未満  (コニシ , 2005a, 2005b) 

酢酸ビニル  合板用水性形接着剤 0.002% (斉藤ら , 2005) 
内装用塩化ビニル樹脂塗料 1.8% (東日本塗料 , 2002b) 
内装塗料用下塗り剤 1.1% (東日本塗料 , 2000) 
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表 9-11 化学物質の用途と含有量－続き－ 

化学物質 用途と含有量に関する情報 

酢酸-n-ブチル シーリング剤用下塗り剤 5～15% (サンスター技研 , 2003c) 
木部床用塗料 20～25% (東日本塗料 , 2003a) 

シクロヘキサン 内装用接着剤 40%未満  (コニシ , 2005a) 
内装用接着剤 20%未満  (コニシ , 2005b) 

1,4-ジクロロベンゼン  引き出し、衣装ケース用防虫剤の主剤  (東京都 , 2002) 
スチレン 断熱用発泡ポリスチレン 0.1% (勝山ら , 2004) 
トルエン 床フローリング用接着剤 7.5～10.0% (塩尻市教育委員会 , 2002) 

床塩ビシート用接着剤 3.8% (塩尻市教育委員会 , 2002) 
木部用クリアー塗料 0～35.4% (関西ペイント株式会社 , 2005) 
シーリング剤用下塗り剤 53% (サンスター技研 , 2003c) 
内装用塩化ビニル樹脂塗料 23.6% (東日本塗料 , 2002b) 

ナフタレン  防虫剤の主剤  (日本中毒情報センター , 2005) 
1-ブタノール シーリング剤用下塗り剤 5～15% (サンスター技研 , 2003a) 
フタル酸ジ-2-エチルヘキ

シル 
塩ビ長尺床材 21% (日東紡績 , 2004) 
床用塗料 10～20% (水谷ペイント , 2004) 
内装用塩化ビニル樹脂塗料 3% (東日本塗料 , 2002b) 

2-プロパノール 床用塗料 10～20% (水谷ペイント , 2003b) 
木部用酒精塗料 20～30% (東日本塗料 , 2002a) 

n-ヘキサン  天井断熱材料接着剤 60～70% (井上 , 2005) 
シーリング剤用下塗り剤 85～95% (サンスター技研 , 2003b) 

ベンゼン シーリング剤用下塗り剤 0.2% (サンスター技研 , 2003a) 
ベンゾ(a)ピレン 自動車排気ガスの粒子状物質中にベンゾ(a)ピレンを含む多環芳香族炭

化水素類が 0.5～0.7% (泉川ら , 1997; Dubowsky et al., 1999; 環境省 , 
2002) 
紙巻きたばこの副流煙 68～136ng/本  (厚生労働省 , 2005) 
ハウスダスト 0.000097% (Lewis et al., 1999) 

ホルムアルデヒド パーティクルボード 0.03～0.3% (Neusser, 1968) 
合板のユリア樹脂形接着剤 2.5～3.6% (堀岡ら , 1957) 
合板用水性形接着剤 0.0017% (斉藤ら , 2005) 
メラミン樹脂系塗料 0.1～0.4% (寺尾ら , 2003) 

メタノール  天井断熱材料接着剤 30～40% (井上 , 2005) 
ビニル床用接着剤 35～45% (井上 , 2005) 
木部用酒精塗料 20～30% (東日本塗料 , 2002a) 

メチルイソブチルケトン 内装塗料用下塗り剤 10% (東日本塗料 , 2000) 
メチルエチルケトン 内装用接着剤 4%未満  (コニシ , 2004) 
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9-3-5. 曝露量ランキングと室内濃度の関連性の検討 

室内濃度が測定可能ではあるが、慢性毒性等に関する用量／反応データがないため、定量的

リスクランキングが不可能な場合がある。この場合、曝露量と曝露量ランキングの関連性を明

確に表すことが可能であれば、室内濃度から定性的リスクランキングが可能となる。表 9-12

のデータを用いて曝露量のランキングと室内濃度の関連性を検討した。その結果を図 9-6 に示

す。図 9-6 から明らかなように、Spearman の順位相関係数が 0.4 程度と低かった。また、曝

露ランキングが「多」と「中」との判別が困難であった。よって、曝露量ランキングに室内濃

度の範囲を関連づけることは困難であると判断した。定性的リスクランキングスキームは、あ

くまでリスクの程度を判別するためのスキームである。よって、高い不確実性を有している。

室内濃度や有害性との関連性を正確に把握するためのものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-6 曝露ランキングと室内濃度の関連性 
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9-3-6. その他の物質の定性的リスクランキング 

慢性毒性や亜急性毒性等に関する用量／反応評価が現時点では困難である、あるいは測定方

法が確立されていないため曝露量が把握できないなどの理由により定量的リスクランキングが

不可能な化学物質のリスクのランキングを行った。ランキングを実施した物質は、建材等で多

用されている化学物質を選定した。選定した化学物質及びその用途の一覧を表 9-13 に、定性的

リスクランキング結果を表 9-14 に示す。 

 

表 9-13 化学物質の用途と含有量 

化学物質 用途と含有量に関する情報 

グラスウール 保温版、かさ比重 0.01～0.12 (通商産業省 , 1980) 
ロックウール 保温版、かさ比重 0.03～0.16 (通商産業省 , 1980) 

吹付、かさ比重 0.15～0.25 (通商産業省 , 1980) 
酢酸イソブチル 内装用塩化ビニル樹脂塗料 1～10% (東日本塗料 , 2002b) 

内装塗料用下塗り剤 10% (東日本塗料 , 2000) 
1-メトキシ-2-アセトキシ

プロパン  (PGMEA) 
内装用塩化ビニル樹脂塗料 1～10% (東日本塗料 , 2002b) 
木部床用塗料 1～10% (東日本塗料 , 2003a) 
内装塗料用下塗り剤 10% (東日本塗料 , 2000) 

メチルシクロヘキサン  木部床用塗料 25～35% (東日本塗料 , 2003a) 
内装用接着剤 15%未満  (コニシ , 2005a) 
内装用接着剤 20%未満  (コニシ , 2005b) 

ミネラルスピリット 木部床用塗料 30～40% (東日本塗料 , 2003c) 
トルエンジイソシアネー

ト(TDI) 
床用塗料 0.1% (東日本塗料 , 2004) 
床用塗料 5% (東日本塗料 , 2002d) 

ヘキサメチレンジイソシ

アネート(HDI)  
床用塗料 0.14% (東日本塗料 , 2004) 

ジフェニルメタンジイソ

シアネート(MDI) 
根太用接着剤 1.5% (コニシ , 2003) 
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表 9-14 から明らかなように、床用塗料の硬化剤として使用されているトルエンジイソシア

ネートが、サーベイランスが要求される定性的リスク B に判定された。 

 

 
９－４．まとめ 

本章では、第３章から第８章までの研究で得た知見をもとに、室内空気汚染物質のリスク評

価および管理の枠組みを検討した。そして、諸外国のリスク評価およびリスク管理の一般モデ

ルの調査結果と合わせ、その枠組みを作成した。また、定性的リスクランキングスキームを開

発し、本章の枠組みをより充実したものとした。以下にその概略をまとめる。 

 
(1) 本章で作成した枠組みの基本的な構成は、リスク管理、リスク評価、科学研究の３つの領

域からなる。リスク評価のプロセスにおいて科学的知見を確認し、その知見に基づきリス

クスクリーニングを実施する。慢性毒性に関する用量／反応データが存在する室内空気汚

染物質は、室内濃度の実態調査データから、第７章で開発した定量的リスクランキングを

実施し、その結果に基づきリスクの大きさを判定する。しかし、それが不可能な汚染物質

に対しては、定性的リスクランキングスキームでリスクの大きさを判定する。このスキー

ムの導入により、より広範囲の汚染物質に対してリスク評価を可能とした。 

(2) これらのスキームの判定結果は、リスクの不確実性と健康影響の深刻さに基づいた評価図

にあてはめ、法的対応、誘導的対応、予防的対応、非対応に分類される。リスクに対する

不確実性が高くても、深刻な健康危害が生じる可能性が示唆される場合に対応するため予

防的対応を導入した。 

(3) 定性的リスクランキングスキームは、有害性ランキングと曝露量ランキングの２つのスキ

ームで構成される。有害性ランキングスキームは、より多くの汚染物質を評価できるよう

にするため、欧州連合の有害性データベースと国際がん研究機関の発がん性データベース

を利用して作成した。また、曝露量ランキングスキームは、室内空気汚染物質の室内挙動、

使用方法、用途を考慮した独自のスキームを開発した。第７章の定量的リスクランキング

結果を用いて定性的リスクランキングスキームの有効性を検証した結果、検証可能であっ

た 24 物質のうち 16 物質（一致率 66.7%）が定量的リスクランキングの判定結果と定性的

リスクランキングの判定結果が同じであった。また、それぞれの判定結果が異なっていて

も、その差は 1 段階であり、2 段階（例えば A と C）まで異なるものはなかった。定性的

リスクランキングスキームには定性的な評価項目が含まれているため、定量的リスクラン

キング結果よりも高い不確実性が存在する。しかし、今後の対応を検討するうえで、リス

クの程度を表すことは十分可能であり、本章で提唱した枠組みの中では有効に利用可能と

判断した。 

(4) 慢性毒性や亜急性毒性等に関する用量／反応評価が現時点では困難である、あるいは測定
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方法が確立されていないため曝露量が把握できないなどの理由により定量的リスクランキ

ングが不可能な化学物質の定性的なリスクランキングを行った。ランキングを実施した物

質は、建材等で多用されている化学物質を選定した。その結果、床用塗料の硬化剤として

使用されているトルエンジイソシアネートが、サーベイランスが要求される定性的リスク B

に判定された。 
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第１０章 総括 

 

 
きれいな水、食物および衣服とともに、健康な居住環境は我々にとって基本的な条件である。

古来より我々は、雨風などの自然環境や外敵から隔離して生活するための場所として、健康で

安全な居住環境を求めてきた。居住環境は、我々が生きていくうえでの礎であり、生涯をとも

にする重要な環境である。居住環境が真に居住者の健康を保護するためにも、そこに内在する

汚染要因によって居住者の健康に有害な影響を及ぼしてはならない。本論では、居住環境にお

ける室内空気汚染物質に焦点をあて、そのリスクを適切に評価および管理するための枠組みを

明確にすることを課題とした。そして、本課題の解決に向け、居住環境におけるさまざまな環

境因子と健康影響との関連性の実態把握、国内外の室内空気質規制の現状と課題の明確化、リ

スク評価および管理スキームの研究を実施し、室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠

組みを検討した。本章では、各課題における研究成果を概説して総括とした。 

 
１．居住環境因子と健康影響の関連性の実態  

居住環境因子には、建物や建材などの建築設計に関わる因子、幹線道路や工場などの周辺環

境に関わる因子、防虫剤・芳香剤の使用や部屋の清掃などの居住者の住まい方に関わる因子が

ある。これらの因子と居住者の健康影響との関連性の実態を把握するために、化学物質による

室内空気汚染等が主な原因とされている、いわゆるシックハウス症候群に焦点をあて、環境因

子との関連性について、日本で報告されている疫学研究等を詳細な文献調査に基づき解析した。

調査にあたっては、いわゆるシックハウス症候群に関する疫学研究だけでなく、居住に由来す

る症状をシックハウス様症状として調査しているものも含め、包括的にシックハウス様症状と

して文献調査およびその解析を行った。 

解析の結果、室内空気中のさまざまな化学物質がシックハウス様症状に関連していた。そし

て、幹線道路、工場、産業廃棄物処理場などの周辺環境、内装建材など住宅の建築設計に関わ

るもの、家具や開放型石油ストーブなど室内に持ち込まれるものが環境因子としてシックハウ

ス様症状に関連していた。また、結露の発生、かびの発生、水漏れの発生、観葉植物の設置、

室内で洗濯物を干すなどの湿度指標に関わる項目が環境因子としてシックハウス様症状に関連

していた。さらに、十分に換気を行い、室内空気汚染物質を削減することは、シックハウス様

症状を軽減する措置として効果的であることが示唆されていた。 

以上の結果から、居住地の周辺環境に対する配慮、住宅に使用される建材に対する配慮、室

内に持ち込む家具や機器に対する配慮、十分な換気を行うことによって、居住者のリスク要因

を減らすことができることを明らかにした。例えば、幹線道路や産業廃棄物処理場の近くに居

住しない、化学物質の放散量を低減した建材や家具を使用する、機械換気設備等の設置により

室内空気汚染を削減する、開放燃焼型石油ストーブなど室内空気を汚染する可能性のあるもの
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を室内に持ち込まない、室内で洗濯物を乾かさない、通風や換気等により室内の湿気を抑制す

る、といった建築設計や住まい方が居住者の健康を保持増進するうえで効果的であると考えら

れる。 

周辺環境の影響については、第７章で日本における室内空気汚染化学物質のリスクスクリー

ニングを実施した。その結果、ベンゼンやベンゾ-a-ピレンなど、外気汚染のリスクが高く、室

内空気もその影響を受けてリスクが高い室内空気汚染物質が存在することを明らかにした。周

辺環境の重要性は、この結果からも裏付けられている。 

 
２．室内空気質規制の現状と課題  

ホルムアルデヒド、ポリスチレン、尿素樹脂、酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂など、19 世

紀半ばから 20 世紀初めにかけて、さまざまな化学物質や合成樹脂が発見された。そして、合

板やパーティクルボードなどの木質建材、接着剤、塗料、断熱材、シロアリ防除剤、防水剤な

ど、建築に関わる材料に幅広く利用されるようになった。また、エネルギー資源の消費を抑え

るために建物の高気密化が進み、これらの建材から放散される化学物質で室内空気が汚染され、

居住者の健康被害が報告されるようになった。そのため、これまで我が国を初め、欧米を中心

とする多くの諸外国で室内空気質に対する取り組みが実施されてきた。そこで、国内外の室内

空気質規制の経緯と社会背景を体系的に調査し、我が国および諸外国における室内空気質規制

の現状と課題をまとめた。 

我が国の解析にあたっては、室内空気汚染物質に関する取り組みの経緯を詳細な文献調査に

基づき解析した。諸外国の調査では、先進工業国、あるいは急速に産業の発展が進み室内空気

汚染問題が既往の文献等で顕在化している諸外国として、欧州、北米、アジア、オセアニアを

調査対象とした。国際機関や諸外国の室内空気質規制に関する報告書、関連学会の資料、関連

論文を収集・解析した。さらに、電子メールや関連学会および国際シンポジウムで諸外国の関

係組織の研究者や行政官に直接問い合わせて最新の情報を入手した。特に、室内空気質ガイド

ラインと汚染源対策に着目して調査を行った。 

これらの調査の結果、居住環境の室内空気質に対する諸外国の取り組みの基本概念は、「情報

提供」であると結論付けた。その方法は、室内空気質ガイドライン、関係業界による自主的な

建材等のラベリング、一般向けのパンフレットやファクトシートなどである。アメリカは室内

空気質ガイドラインを策定していないが、環境保護庁がインターネット等を通じて室内空気質

に関する豊富な情報を提供し、関係業界や国民の自主的な取り組みを促進している。一方、室

内空気を汚染している化学物質の有害性が高く幅広く使用され、深刻な公衆衛生問題を引き起

こしていると判断された場合には、放散源の規制基準勧告や使用禁止措置がなされていた。ホ

ルムアルデヒドがまさにその事例の１つである。我が国の取り組みは、厚生労働省が 13 の物

質に対して室内濃度指針値を策定し、国土交通省が建築基準法においてホルムアルデヒドとク

ロルピリホスの使用規制を行っている。我が国のこれらの取り組みは、諸外国と同様であると
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考えられる。しかし、欧米諸国のラベリングは、汚染源対策として、個々の対象部材特有の放

散物質が網羅されるよう関係業界が開発していた。また、対象部材は、建材のみならず、家具、

建具、家庭用品、電気製品など居住環境に存在する幅広い製品にまで拡大している諸外国が存

在した。しかし我が国では、いまだにホルムアルデヒド発散建材が中心である。また、ノルウ

ェーではハウスダスト、中国では細菌など、生物学的因子等の住まい方が関与する汚染物質の

室内空気質ガイドラインが策定されていた。しかしながら、我が国ではこれらの因子のガイド

ラインは策定されていない。さらに、ドイツとフィンランドは、同じ物質に対して室内空気質

ガイドラインを複数に分類し、予防やアレルギー性疾患へ配慮した室内空気質ガイドラインを

設定していた。この分類は、子どもや妊婦など、外的要因に対して感受性の高い人たちを考慮

したものであるが、我が国ではこのような考え方は室内濃度指針値に取り入れられていない。 

我が国と諸外国の室内空気質規制に対する取り組みは、ホルムアルデヒドから揮発性有機化

合物(VOCs)へと対策が進み、この 30 年間で大きな進展を遂げた。これらは化学的因子に重点

を置いた取り組みとなっている。しかし、ドイツでは、子どもや青少年を対象に、化学的因子

のみならず、ハウスダスト、かび、ペットアレルゲン等の生物学的因子の実態調査が開始され

ている。本論の第３章の調査結果においても、結露の発生、かびの発生、水漏れの発生、観葉

植物の設置、室内で洗濯物を干すなどの湿度指標に関わる項目が環境因子としてシックハウス

様症状に関連していた。これらの因子は、かびやハウスダストの発生を助長する可能性がある。

これらのことを踏まえれば、今後、生物学的因子等、住まい方が関与する汚染物質の実態調査

と施策の検討が必要である。また、室内空気汚染物質による健康影響は、アレルギーや呼吸器

系疾患を有する居住者など、汚染物質に対して感受性の高い集団への対応が重要となっている。

ドイツやフィンランドが実施している予防や高感受性集団への対応を考慮したガイドラインの

分類は、今後の政策課題として重要であると考えられる。 

 
３．リスク評価および管理スキームの研究 

居住環境の室内空気には多種類の室内空気汚染物質が存在する。そのため、そのリスクを適

切に評価し、許容できないリスクの化学物質を優先的に管理する枠組みが必要である。一方、

リスク評価結果には、その程度はさまざまではあるが、何らかの不確実性が存在する。例えば、

動物実験では発がん性が観察されているが、人では十分な確証が得られていない化学物質があ

る。また、人の急性毒性に関する科学的知見はあるが、慢性毒性に関する知見が十分存在しな

い化学物質もある。そのため、リスク評価の不確実性にどのように対応するかも重要な課題で

ある。 

最初に、諸外国において導入あるいは検討されている室内空気質規制におけるリスク評価の

現状に関する調査を行った。本論の第４章において、我が国の室内空気質規制に対する課題を

これまでの取り組みの経緯や社会背景から検討した。そして、リスク評価の観点から規制対象

物質を優先付けする評価手法、同様の観点から汚染物質の総量を規制する枠組みの必要性、外
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的要因に対する高感受性集団への対応などの課題を明らかにした。そこで、これらの課題に着

目し、我が国の現状と対比して今後の政策課題等を明らかにした。  

調査解析の結果、規制対象物質の優先付けに関しては、リスクに基づいて優先付けを行って

いる諸外国は存在しなかった。いずれも、化学物質の有害性や健康被害の実態、室内排出源の

存在などを基準としていた。アメリカ環境保護庁が、室内空気汚染物質をリスクの大きさで順

位付けする研究を試験的に実施していた。しかしながら、化学物質の有害性を評価するにあた

り、不確実係数の設定条件が異なる種々のデータベースの耐容濃度を採用している、あるいは

曝露調査で得られた 112 の化学物質のうち耐容濃度が得られたものは 50 物質に過ぎないなど、

評価方法や毒性データベースの不足に関する課題が残されていた。  

総量規制に関しては、総揮発性有機化合物の室内空気質ガイドラインを作成している諸外国

が８ヶ国あった。しかしながら、リスクに基づいた総量規制法を導入している諸外国は存在し

なかった。一方、ドイツとデンマークが、建材から放散される化学物質の評価スキームにリス

クの概念を導入していた。これは、個々の化学物質の放散量と有害性から、個々の化学物質の

リスクを相加するものであった。しかし、ドイツに関しては、エンドポイントの異なる化学物

質のリスクを相加している、デンマークに関しては、刺激性しか考慮されていないなどの課題

があった。室内空気中には、粒子状物質など、揮発性有機化合物以外にも多種類の化学物質が

存在する。室内空気汚染物質の総量を抑制する取り組みは、総揮発性有機化合物のみならず、

これらの化学物質を含めた複合曝露のリスクを考慮しなければならない。しかしながら、ドイ

ツやデンマークの評価スキームは、複合曝露のリスクが十分考慮されていなかった。 

高感受性集団への対応に関しては、ドイツとフィンランドが予防やアレルギー症状を有する

居住者への対応を考慮して室内空気質ガイドラインを複数に分類していた。具体的には、ドイ

ツのガイドラインは、毒性学的知見に基づいて作成した RWII と、それに高感受性集団に対す

る不確実係数として 10 を除した RWI に分類していた。さらに、ドイツの RWII は、子どもの

呼吸量が大人の 2 倍であることを考慮し、子どもへの曝露を考慮する必要がある化学物質に対

しては、不確実係数 2 を適用していた。 

以上の結果から、室内空気汚染物質のリスクスクリーニングによる優先付け、室内空気汚染

物質の毒性データベースの充実、複合曝露によるリスク評価スキーム、高感受性集団の個人差

や大人と子どもの体格や生理機能の違いを考慮したリスク評価スキームなどの課題を明らかに

した。 

次に、リスク評価スキームを研究するうえで、これらの課題のうち、リスクスクリーニング

スキームを開発し、我が国の実態を調査することが最も重要であることから、我が国の室内空

気汚染物質に関するリスクスクリーニングを検討した。リスクスクリーニングスキームには、

エンドポイントが同一の場合は経口曝露のデータを吸入曝露に換算するスキーム、動物実験や

疫学データの不確実性に関する首尾一貫したスキームを導入した。これらのスキームから算出

した推定ヒト無毒性量またはユニットリスクと室内濃度から、Margin of Exposure (MOE)また
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はがん過剰発生率を算出し、得られた結果に基づいてリスクを判定するスキームを開発した。

そして、1995 年 1 月以降の約 10 年間に報告された居住環境中の室内濃度の実態調査データ、

および関係諸機関による化学物質の有害性に関する評価文書をもとに、日本における室内空気

汚染化学物質のリスクの実態を明らかにした。 

室内濃度の調査の結果、159 物質の室内濃度を得た。そのうち 92 物質の推定ヒト無毒性量、

5 物質のユニットリスクを得た。推定ヒト無毒性量が得られた 92 物質のうち、吸入曝露に基づ

くものは 51 物質、ユニットリスクを得た全ての物質が吸入曝露に基づいて算出された。総じ

て MOE あるいはがん過剰発生率のいずれかの判定結果が得られた化学物質は 93 であった。つ

まり、経口曝露のデータを吸入曝露に換算するスキームを導入することで、より多くの室内空

気汚染物質のリスクを判定することができた。このスキームの導入は、毒性データベースの不

足を補う有効な方法の１つである。93 物質のリスク判定の結果、対策を必要とするリスク判定

A の 6 物質、詳細な調査を必要とするリスク判定 B の 11 物質を明らかにした。さらに、リス

ク判定 A および B の物質は、外気の影響を受けている物質と室内に強い発生源を有する物質に

分類した。 

最後に、リスク評価の不確実性に対する対応方法を検討するために、諸外国の室内空気汚染

物質に対する取り組みを比較研究した。我が国を含め、欧米諸国で実態調査と対策が最も進ん

でいるホルムアルデヒドに着目し、ドイツ、アメリカ、カナダ、日本の対応を比較しながら事

例研究を実施した。関係省庁による規制、法律、ガイドラインの策定、関係業界の自主基準や

自主規制、研究者らによる実態調査など、過去 40 年間にわたるホルムアルデヒドによる室内空

気汚染に関する調査研究と対策を既往の文献や報告書をもとに整理した。そして、その歴史的

経緯を検証し、危害の発生あるいは増大の可能性に関する信頼できる科学的な早期警告と、そ

れに対して政策決定者等が実行した規制等の施策について、各国の取り組みを対比した。そし

て、その結果をもとに、室内空気汚染物質によるリスクの不確実性と健康影響の深刻さに応じ

た対応範囲をまとめた。その結果、カナダとアメリカでは、健康影響の早期警告に対して科学

的不確実性があったとしても、深刻で不可逆的な危害の可能性が示唆される場合には、「合理的

に達成可能な限り低く(ALARA)」の概念に基づいた予防的対応を実施し、健康危害を最小限に

抑える取り組みを実施していたことを明らかにした。本事例研究で導いた室内空気汚染物質に

よるリスクの不確実性と健康影響の深刻さに応じた対応範囲は、室内空気汚染物質のリスク管

理スキームの基本的な理念になると考えられる。 

 
４．居住環境における室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組み 

第３章から第８章までの研究で得た知見をもとに、居住環境における室内空気汚染物質のリ

スク評価および管理の枠組みを検討した。そして、諸外国のリスク評価およびリスク管理の一

般モデルを調査した結果と合わせ、その枠組みを作成した。また、定性的リスクランキングス

キームを開発し、本論の枠組みをより充実したものとした。 
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室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組みの基本的な構成は、リスク管理、リスク

評価、科学研究の３つの領域からなる。リスク評価のプロセスにおいて科学的知見を確認し、

その知見に基づきリスクスクリーニングを実施する。慢性毒性に関する用量／反応データが存

在する室内空気汚染物質は、室内濃度の実態調査データから、第７章で開発した定量的リスク

ランキングを実施し、その結果に基づきリスクの大きさを判定する。しかし、それが不可能な

汚染物質に対しては、定性的リスクランキングスキームでリスクの大きさを判定する。このス

キームの導入により、より広範囲の汚染物質に対してリスク評価を可能とした。これらのスキ

ームの判定結果は、リスクの不確実性と健康影響の深刻さに基づいた評価図にあてはめ、法的

対応、誘導的対応、予防的対応、非対応に分類される。法的対応は、有害性が高く深刻な問題

を生じている汚染物質の排出基準設定、使用制限、使用禁止措置などである。誘導的対応は、

室内空気質ガイドライン、建材等のラベリング、パンフレットやファクトシート等の情報提供

による関係業界や住民の自主的な取り組みの促進などである。予防的対応は、室内空気汚染物

質がもたらすと想定されるリスクに高い科学的不確実性があったとしても、深刻で不可逆的な

影響が示唆される場合にとるべき対応、例えば合理的に達成可能な限り低く(ALARA)目標値を

設定する等の措置である。 

定性的リスクランキングスキームは、有害性ランキングと曝露量ランキングの２つのスキー

ムで構成される。有害性ランキングスキームは、より多くの汚染物質を評価できるようにする

ため、欧州連合の有害性データベースと国際がん研究機関の発がん性データベースを利用して

作成した。また、曝露量ランキングスキームは、室内空気汚染物質の室内挙動、使用方法、用

途を考慮した独自のスキームを開発した。第７章の定量的リスクランキング結果を用いて定性

的リスクランキングスキームの有効性を検証した結果、約７割の物質について、それぞれの判

定結果が一致した。定性的リスクランキングスキームには定性的な評価項目が含まれているた

め、定量的リスクランキング結果よりも高い不確実性が存在する。しかし、今後の対応を検討

するうえで、リスクの程度を表すことは十分可能であり、本章で提唱した枠組みの中では有効

に利用可能と判断した。 

慢性毒性や亜急性毒性等に関する用量／反応評価が現時点では困難である、あるいは測定方

法が確立されていないため曝露量が把握できないなどの理由により定量的リスクランキングが

不可能な化学物質の定性的なリスクランキングを行った。ランキングを実施した物質は、建材

等で多用されている化学物質を選定した。その結果、床用塗料の硬化剤として使用されている

トルエンジイソシアネートが、サーベイランスが要求される定性的リスク B に判定された。 

 

以上より、居住環境における室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組みを提唱する

という本論の目的をほぼ達成できたと考える。リスク評価および管理の枠組みは、現実に生じ

ている健康影響問題に対処するための手段としてだけでなく、潜在的に生じうる可能性のある、

あるいは今後生じうるリスクに対する予防的手段ともなりうる。その上でも、本論で提唱した
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枠組みは、今後、良質な室内空気質を保持増進するうえで、有用な概念の１つになると考えら

れる。 

 
５．今後の課題 

リスク評価の際には、これまで得られたあらゆる科学的知見に基づき汚染物質の有害性評価

と曝露評価を実施し、リスクを判定する。しかしながら、化学物質の多様化と量的拡大に伴い

飛躍的に増大した居住環境の室内空気汚染物質のリスクを評価するには、さらなる科学研究が

必要である。本論の枠組みの科学研究の領域において、そのいくつかを提示した。そこで、本

論の成果をさらに発展させるための今後の課題を以下に概説する。 

 
(1) 複合曝露のリスク評価スキーム 

複合曝露のリスクを表現する方法として、個々の汚染物質のリスクを総じて表す相加モデル

が提唱されている。また、このモデルを利用した建材評価手法も近年利用され始めている。し

かし、化学物質の毒性影響は単純ではなく、これまで提唱されている相加モデルでは複合曝露

のリスクを適切に表現できないのが現状である。人は、空気や飲食物を肺や消化器系の組織を

通じて体内に取り込み、生命を維持するうえで必要な栄養素となる化学物質を吸収する。そし

て、体に不要な化学物質は尿や糞便として体の外へ排泄する。同時にいくつかの汚染物質が体

内に取り込まれても、このような代謝機能において、これらの化学物質は適切に代謝され、あ

るいは代謝機能を越えた摂取量では毒性影響を示すことが起こり得る。つまり、人の代謝機能

と汚染物質の活性を定量的に表現する方法を見いだすことが、複合曝露のリスク評価スキーム

を開発する１つの手段になると考えられる。 

 
(2) 感受性の個体差 

汚染物質に対する感受性の個体差に関しては、不確実係数として 10 を用いる、あるいはド

イツの室内空気質ガイドラインのように、子どもと大人の呼吸量の差を考慮した不確実係数 2

を追加した 20 が用いられている。しかしながら、近年のアレルギー症状の有症率の高さや、

いわゆる化学物質過敏症など、化学物質に対して感受性の高い人たちの存在が明らかになって

きた現状を鑑みると、それだけでは十分とは言えないと考えられる。むしろ、公衆衛生学的見

地からすると、このような感受性の高い人たちに対する毒性影響を基礎とした有害性評価およ

びリスク評価が必要になると考えられる。 

 

(3) 慢性毒性の予測評価手法 

居住環境では、長期間曝露による毒性影響に基づきリスク評価を実施するのが基本である。

しかしながら、慢性毒性に関する知見が得られている化学物質はそれほど多くない。また、毎

年多種類の化学物質が新規に開発され、市場に導入されていく。そのため、慢性毒性試験に掛
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かる時間と費用は膨らむ一方であり、その試験はなかなか進まない。既存化学物質の安全性点

検は、基本的に国が行うことになっているが、2004 年の時点で約 2 万種類のリストがある。

そのため、慢性毒性試験に比べれば安価で短期間に試験できる急性毒性や亜急性毒性から、慢

性毒性を予測する手法などを用いて、暫定的ではあるが、より迅速に慢性毒性の強さを分類す

る評価手法を開発する必要があると考えられる。 

 

 

我が国の高度成長期における環境汚染の歴史を振り返ると、水俣病や四日市公害などの特定

地域における産業型の公害から、有機塩素系溶剤による地下水汚染や自動車排気ガスによる大

気汚染などの都市型の公害へと広域化してきた。さらに、近年では、地球温暖化問題、内分泌

攪乱化学物質問題、シックハウス問題など、地球規模や身近な生活環境に密着した問題へとさ

らに広がってきた。快適で安心して住まうことのできる環境作りを目指し、今後もさらに研究

に邁進していきたい。 
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